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１ 議 事 日 程（第２日） 

   （令和元年第４回有田川町議会定例会） 

令和元年１２月１２日 

午前９時３０分開議 

於 議 場 

 日程第１ 一般質問 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番    畑  之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 

    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       14番   新 家   弘 

    15番   湊   正 剛       16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ２番   増 谷   憲       15番   湊   正 剛 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  中 硲   準    消 防 長  栗 栖   誠 

   産 業 振 興 部 長  森 田 栄 一    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  竹 中 幸 生    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  細 野 正 人    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  井 上 光 生 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  一ツ田 友 也    書 記  細 野 鶴 子 
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令和元年第４回定例会一般質問者及び項目表 

通告順 議員名 質  問  項  目 

１ 椿原竜二 

 

①ガバメントクラウドファンディングについて 

②２０２０年度新学習指導要領について 

③地方創生拠点整備事業について 

２ 星田仁志 ①観光客の誘致について 

②捕獲したイノシシなどの処理について 

３ 殿井 堯 ①ドローンを活用した災害状況の把握について 

②糸野地区、徳田地区間の橋梁設置について 

４ 中島詳裕 ①本町の道路事情と維持管理について 

②棚田地域振興法について 

５ 佐々木裕哲 ①我が町の観光絶景スポット、コスモスパークの維持管理に

ついて 

６ 小林英世 

 

①断水被害の想定と対策班 

②空き家対策を積極的に 

③来訪者目線の観光施策を 

７ 岡 省吾 ①観光行政の諸課題について 

８ 増谷 憲 ①上六川太陽光発電施設について 

②風力等発電施設について 

③難聴対策について 

９ 堀江眞智子 ①有田郡市の産科体制について 

 

８ 議事の経過 

開議 ９時３０分 

○議長（殿井 堯） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。 

   定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

   また、説明員は、町長ほか１２名であります。 

……………日程第１ 一般質問…………… 

○議長（殿井 堯） 

   日程第１、一般質問を行います。 

   配付のとおり、９名の議員から通告をいただいておりますので、順次許可します。 

……………通告順１番 ３番（椿原竜二）…………… 

○議長（殿井 堯） 
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   ３番、椿原竜二君の一般質問を許可します。 

   椿原竜二君の質問は一問一答形式です。 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   皆様、改めましておはようございます。 

   ３番、椿原竜二でございます。 

   議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問させていただきま

す。 

   まず、冒頭に、朝早くから足を運んでくださり、傍聴にお越しいただいた皆様方に

心より感謝申し上げます。 

   当局には具体的かつ、前向きな答弁を期待いたしまして、早速、質問に移らせてい

ただきます。私が今回、質問させていただきます項目は３つであります。まず、１つ

目、ガバメントクラウドファンディングについてであります。恐らく、通常のクラウ

ドファンディングは、近年注目されている資金調達の手法で、よく聞く言葉だと思い

ます。しかし、ガバメントクラウドファンディングは余り聞きなれない方もいらっし

ゃると思いますので、少し説明をさせていただきます。これは、ふるさと納税制度を

活用した、自治体向けのクラウドファンディングのことで、自治体が抱える問題解決

のため、ふるさと納税の寄附金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロ

ジェクトに共感した方から寄附を募る仕組みであります。 

   本町では、９月２７日から、開園１０周年、有田川鉄道公園の線路を修復し、歴史

を未来へ紡ぐというプロジェクトを立ち上げ、１０月３１日までの期間、有鉄キハ５

８、ハイモ１８０と走った線路をこれからも守り続けるというプロジェクト名で、し

っかりとした目的を持った上で、ガバメントクラウドファンディングに挑戦されまし

た。 

   有田鉄道は、１９１５年に開業し、特産品のミカンや木材を運ぶのが主な目的で、

ミカン畑の中を走る鉄道として親しまれ、需要ピークの１９６５年には、年間利用者

数が１６６万人を超えたともお聞きしております。 

   そんな有鉄も、モータリゼーションが大きな影響を与え、２００２年に泣く泣く廃

線となりました。そんな歴史を後世に語り継いでいくためにオープンした、有田川鉄

道公園は２０２０年に開園１０周年を迎えます。公園では運行当時の線路を使用して

おりますが、老朽化により乗車体験の車両運行が困難になりつつあります。そのため、

本町でも当初予算で１６１万２，０００円の予算が計上され、私たち議会も賛同させ

ていただきました。 

   今回、私が感じた、お伝えしたいことというのは、１６１万２，０００円の予算が

用意されているのにもかかわらず、ガバメントクラウドファンディングを実施したと

いう点についてであります。予算が用意されたからと、満足することなく、さらに多



 

－３８－ 

くの修繕を行って、さらによい施設にしたい、そういった強い、前向きな思いが私に

は伝わってきました。ガバメントクラウドファンディングの結果は、目標額１００万

円に対し、１５５万円というすばらしい実績でありました。 

   そして、今回の取り組みは、資金調達はもちろんですが、ガバメントクラウドファ

ンディングを実施したことで、全国に鉄道公園の情報が発信され、大きな宣伝効果を

もたらしたことは間違いありません。 

   また、有田川町鉄道交流館オリジナルグッズ、特選有田みかんなどが返礼品として

用意されておりました。さらにすばらしい工夫がされている返礼品がありましたので、

少し紹介をさせていただきます。新しい枕木に名前の刻印ができる返礼品。また、鉄

道公園１日フリーパス、特別運転体験、好きなシチュエーションでの写真撮影会など、

有田川町に来てもらえるきっかけになる、足を運んでもらえる、言うならば、観光面

にも大きな効果のある、本当にすばらしい取り組みでありました。 

   今回、実施したガバメントクラウドファンディングは、資金調達、宣伝効果、観光

面、さまざまな分野において効果の大きいものでありました。挑戦してくださった、

職員の皆様方の努力、実績に心から敬意を表しますとともに、深く感謝申し上げます。 

   それでは質問させていただきます。こうしたすばらしい１つの成功事例ができ上が

ったわけでありますけれども、ガバメントクラウドファンディングの今後の活用をど

のように考えているでしょうか。今後も活用していく方向で、ぜひ進めていくべきだ

と私は考えておりますけれどもいかがでしょうか。答弁のほど、よろしくお願いいた

します。 

   次に２つ目、２０２０年度新学習指導要領についてであります。文部科学省のホー

ムページから、学校で学んだことが、子どもたちの生きる力となり、明日に、そして

その先の人生につながってほしい。これからの社会が、どんなに変化して予測困難な

時代になっても、みずから課題を見つけ、みずから学び、みずから考え、判断して行

動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほしい。そして、明るい未来を、ともにつ

くっていきたい。２０２０年度から始まる新しい学習指導要領には、そうした願いが

込められていると掲載されております。 

   私も、子どもたちに生きる力を育むというのは非常に大切だと思っておりますし、

まちづくりに欠かせない、ひとづくりという観点からも教育の充実は非常に重要であ

ると考えております。 

   新しい小学校学習指導要領が、いよいよ来年度から全面実施されます。新たに取り

組むこと、これからも重視していくこととして、プログラミング教育、外国語教育、

道徳教育、言語能力の育成、理数教育、伝統や文化に関する教育、主権者教育、消費

者教育、特別支援教育など挙げられておりますけれども、本町では具体的にどのよう

に進めていくのか。時間の都合もありますので、幾つかの項目をピックアップしなが

ら質問させていただきます。 



 

－３９－ 

   まず、小項目、１点目として、この新学習指導要領を実施するまで、２年間の移行

期がありましたが、どのような準備を進めてきたでしょうか。 

   小項目、２点目は、主体的、対話的で深い学び、アクティブラーニングの視点から

何を学ぶかだけではなくて、どのように学ぶかも重視して授業を行っていくというふ

うになっております。何を学ぶかだけではなくて、どのように学ぶかというのは、確

かに大切ですばらしい目標だと思います。しかし、子どもたちが、わかった、おもし

ろいというふうに感じる授業というのは理想ではありますけれども、とてもハードル

が高いようにも感じます。どういった授業を進めていくのかお伺いいたします。 

   小項目、３点目は、来年度から必修化となるプログラミング教育についてでありま

す。これは、プログラマーを育成するためのような、言語を覚えたり、技能を習得す

るようなプログラミングの教育ではなくて、プログラミングを体験しながら、コンピ

ューターに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考、プログラミング的思考

を育成するのもだと理解をしております。これからの社会は、人工知能、ＡＩがさま

ざまな判断を行ったり、身近な物の働きがインターネット経由で最適化される時代が

到来し、社会や生活が大きく変わると言われております、実際、ＩｏＴで人やさまざ

まなものがインターネットでつながり、情報を共有したり、管理したりということは

既に身近で行われている状態で、無関係ではいられない状態であります。 

   プログラミング教育を行うために、ＩＣＴ環境の整備が必須でありますけれども、

現在はどのような状況でしょうか。また、どのような授業の内容で、どのような方法

で授業を行っていくのかお伺いいたします。 

   小項目、４点目として、県教育委員会、町教育委員会、学校現場との連携でありま

す。授業を行っていく教職員の方の負担はとても大きくて、働き方改革どころではな

いのではといった疑問も抱いております。県教育委員会、町教育委員会、学校現場、

これがしっかりと連携する必要があると考えますが、どのような体制で進めていかれ

るでしょうか。 

   御答弁、よろしくお願いいたします。 

   次に３つ目、最後は地方創生拠点整備事業についてであります。さきの令和元年第

３回定例会、９月議会において、地方創生拠点整備事業１億８，８５０万６，０００

円の補正予算を可決いたしました。これは、有田川町地域交流センターで行われる、

国２分の１補助の事業で、今年度中に完成させる必要があり、非常にタイトスケジュ

ールの中、工事が進められていると認識をしております。 

   報償費、需用費、役務費、委託料、工事請負費、備品購入費など、多くの項目があ

る中で、スマート図書システム、絵本の美術館、可動式授乳室の、以上３点の進捗状

況をお伺いいたします。 

   また現在、工事が進められておりますけれども、利用者の方々からは、どのような

声が上がってのか、お伺いいたします。 
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   以上で、壇上からの質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   おはようございます。 

   それでは、椿原議員の質問にお答えしたいと思います。 

   御質問のとおり、今回のガバメントクラウドファンディングは、単なる資金調達で

はなく、プロジェクトの実施による有田川鉄道公園及び往年の鉄道車輌のＰＲや、交

流人口、関係人口の増加にも強く焦点を当てたものになっております。 

   このように、ガバメントクラウドファンディングは、多面的な効果が期待できるた

め、活用されるべきだと思いますが、失敗し、資金調達やＰＲ等が効果的に行うこと

ができないことも十分にあると思います。 

   しかしながら、社会的に多くの共感を獲得でき、必要と考えられる事業で、かつ、

町としてＰＲしたい事業においては、積極的に、このガバメントクラウドファンディ

ングを活用されるべきだと思っております。 

   今回の事業のプロジェクトは、ふるさと納税担当課の企画調整課と商工観光課の連

携のもと行われた事業になります。今回のプロジェクトで獲得したノウハウは、他の

課でも活用できるものだと考えております。他の課においても、横の連携のもとに、

ガバメントクラウドファンディングのプロジェクトを前向きに検討、実施していけれ

ばと考えております。 

   まだまだ、いろんな、うちには有名なところがあって、例えば棚田なんかも今回、

この保存には非常にいろんな難題が出てくると思います。こういったことも、クラウ

ドファンディングを通じてやれば、さらにまた町外の皆さんに宣伝効果も期待できる

んで、またいろんな課と検討しながら、できるだけそういうところを探しながら、今

後やっていきたいなという考えを持っております。 

   それから、令和２年度から完全実施される新小学校学習指導要領をどのように進め

ていくのかについて、詳しいことは教育長から答弁させますけれども、どのように指

導要領が変わろうとも、落ちついた環境で学習してこそ、子どもたちを育めると思っ

ております。そのため施設の整備や加配教員、支援員、ＡＬＴの充実など、また小中

学校全学年において、３５人学級の実施など議会議員の皆様方の御理解のもと、力を

注いできたつもりであります。今後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

   また、地方創生拠点整備事業の進捗については、担当部長に答弁をさせます。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 



 

－４１－ 

   それでは、椿原議員さんの御質問にお答えしたいというふうに思います。 

   まず、１点目の新学習指導要領を実施するまでの２年間の移行期間にどのような準

備をしてきたかということですが、県主催の研修への参加、またアーティックロボを

使った授業研究や実践をしてきております。また、外国語については以前から授業日

数を確保する工夫を施し、本町は経過措置を設けずに、２年前から全面的実施にして

おります。小学校では、三、四年生は３５時間、週１時間ですね、五、六年生では７

０時間、週２時間ということで実施をしてきておるところでございます。その全ての

授業にＡＬＴを活用いたしまして、効率的に実施をしておるところでございます。 

   ２点目に主体的、対話的に深い学び、アクティブラーニングの視点から、どういっ

た授業、どう進めていくのかということですが、当町では今回の実証実験に伴うべき

プロジェクトの東京大学と連携した授業、新しい学びのプロジェクトというのに平成

２２年度から発足当時から参画をしております。ちょうど１０年前から始めておるわ

けでございます。この授業形態は、教師は主に時間のコントロールを行い、子どもた

ちの話し合う、活動が主となってきております。新しい学習指導要領で述べられてい

る、主体的、対話的で深い学び、いわゆるアクティブラーニングと同じ方向性の授業

形態であり、自分たちで課題について話し合い、他者の意見と自分の意見を比べなが

ら、考えを深めていくことになります。この授業形態を活用することにより、これま

での教師主導の教え込みの授業形態から脱却することが可能となります。 

   また本町では、毎年少しずつ研究推進員を入れかえながら、中核を担うミドルリー

ダーとなり得る教員の育成に努めております。なお、この新しい学びのプロジェクト

につきましては、全国１７都道府県、２６団体が参画し、全国大会を各自実施してい

るわけでございます。本町では平成２６年と平成３０年に小学校で全国大会を行いま

して、実施しまして、本町の教員が公開授業を行うなど、教員の指導力も向上してい

ると確信をしているところでございます。 

   ３点目のプログラミング教育につきましては、議員がおっしゃるとおり、プログラ

マーを育成するような目的ではありません。プログラミングの体験を通して、論理的

思考力を育むこと、そしてまた物事を順序だてして考え、試行錯誤しながら物事を解

決する力をつけることが主な目的であります。授業については、和歌山県で示されて

いますきのくにＩＣＴ教育に沿って、アーティックロボを活用し、授業を行っていき

たいと考えております。 

   また、当町のＩＣＴ環境はパソコン教室にはブロードバンドが整備され、学級の最

大人数分の機材やソフトがそろっているものの、十分なものではありません。今後、

国や県の施策、そして、また補助金等を注視し、予算等を考慮した上で、できる限り

活用し、充実させていきたいと考えております。 

   ４点目の県教育委員会、町教育委員会、学校現場との連携でありますが、学習指導

要領は昭和３３年に大臣告示として制定され、以後、１０年ごとに改定されてきたと
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ころであります。それには文科省の考え方を基本といたしまして、県教育委員会独自

の施策、また学校現場の現状を把握しつつ、市町村教委が独自の施策も構築しながら、

各自治体が連携をとっていくことが大切であると考えており、しっかりと勉強してい

きたい、そういうふうに考えておるところでございます。 

   教職員の負担増については、これからも県教育委員会に手厚い人事配置を要望する

ことはもちろん、現在も導入しております、校務支援ソフトやイントラネットの利用

促進に努め、効率化を図るとともに、人的支援もできる限り行っていきたいと考えて

いるところでございます。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   椿原議員の御質問にお答えいたします。 

   地方創生拠点整備事業の進捗であります。スマート図書システムについては、今月、

２３日から現場に設置し始め、年内に設置、年明けに調整して、１月７日、火曜日に

オープン、ささやかですが、スマート図書館化のオープニングセレモニーを開催いた

したく、予定しております。 

   絵本美術館につきましては、令和元年１０月２４日に入札し、町内の業者が落札し

ております。現在の進捗は、建物の基礎を施工中であり、今年度中には完成見込みで

あります。 

   授乳室につきましては、予算計上時に折衝した業者との価格面や維持管理面で折り

合いがつかず、現在は木質でぬくもりのある授乳室を地元業者に設置してもらえるよ

う、事務を進めている最中であります。今年度中はもちろん、１日も早く設置いたし

たいと考えております。 

   また、工事中における利用者の方々からの声はとのことですが、芝生をできるだけ

多く残してほしいとの声がありました。地域交流センター建築当初からのコンセプト

もかんがみ、できる限り残したいと考えて、施工している最中であります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   御答弁、ありがとうございました。 

   それでは、ガバメントクラウドファンディングから順番に再質問させていただきま

す。今回のプロジェクトで１５５万円の資金調達に成功いたしました。この集まった

１５５万円の使い道、詳細をお伺いいたします。 

○議長（殿井 堯） 
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   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   集まった１５５万円の使い道ということなんですけども、今、鉄道公園ではＳＬが

走ったりとか、汽車が走ったりとかとしている中で、線路のほうは大分緩んできてい

る状態なので、まず軌道を修復する作業が主にございます。さらに、それにつきまし

て、遮断機とか、警報機もつけていきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ちなみに線路の修復なんですけども、何メートルできるとかっていう見込みはたっ

ていますでしょうか。もし可能であれば答えてください。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   どこまでできるかというのは、まだ決めていませんけども、客遮断機と警報機のぐ

あいで、できるだけ長い距離で修復していきたいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   はい、わかりました。ということは、遮断機とかをつけて、残ったお金でできる限

り、それを線路に充てていくという認識をいたしました。 

   今回のプロジェクトなんですけれども、壇上でも言わせてもらったんですけども、

この１６１万２，０００円の予算が用意されていた、そういったところで、それにも

かかわらず、そこに満足することなく、さらに多くの修繕を行っていく、さらにいい

施設にしたいという、こういった強い前向きな思いというのを感じましたし、それを

やっぱり行動に移していただけたということが、町にとって非常に大きなプラスです

し、いい方向に向かうことは間違いないと思います。 

   初めの答弁で、今後、前向きに実施、検討していくといった答弁をいただきました

けれども、これから大切なのは、どういった事業をどういった基準で選択していくの

かというところだと思うんです。総務政策部長、答弁いただけますか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今回のガバメントクラウドファンディングにつきましては、プロジェクトの内容を

広く世間にＰＲすることができ、また共感をいただいた方に資金提供をいただくこと
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によって、効率的に事業を実施することが可能であると考えております。今後におい

ても、どの事業というのではなくて、将来、広く町がＰＲしながら、継続していく必

要があるのか。また、寄附をしていただける方に共感を得ることができるのかなどを

考えながら、活用していきたいと、このように考えてございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁、ありがとうございます。 

   これからも、前向きなガバメントクラウドファンディングであってほしいというふ

うに私も思っています。 

   少し、私の思いも聞いていただけたらなと思うんですけれども、総務政策部長、企

画調整課長が主になってくると思うんですけれども、やっぱり財政関係にも絡んでき

ますので、財務課長にも御理解をいただければなと思います。事業を選定していく上

で、町として、予算をガバメントクラウドファンディングに頼らなくても、優先して

いくべき事業、もしくは町にとって、答弁をいただきましたけれども、観光面であっ

たり、また移住定住につながるような事業を選定していくべきだと私は考えておりま

す。予算がないから、ガバメントクラウドファンディングをしようといった、消極的

な活用方法をすべきではなくて、あくまでも前向きである、そんなガバメントクラウ

ドファンディングを実施していただきたいと思います。例えば、１つの課で２つの事

業を行いたい、事業があるけれども、予算的に両方やるのは、実施するのは難しいと

いったときに、今、現状では優先順の高いほうに予算をつけていくというのが通常の

流れだと思います。そして、その中で優先順の低い事業には予算が置けない。だから、

これをガバメントクラウドファンディングに回そうといった、こういう使い道をしな

いようにしていただきたいなというふうに思っております。というのも、ガバメント

クラウドファンディングは１つの手段ではありますけれども、最終手段になるべきで

はないというふうに私は考えております。あくまでも、前向きなガバメントクラウド

ファンディングであることが、町のためだと私は思うんですけれども、見解をお聞か

せいただけますか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   先ほどもお話しさせていただいたように、ガバメントクラウドファンディングとい

うのは、やはり寄附してくださる方に共感を得ながら、一緒にその事業を達成するこ

とによって効果が生まれるというふうに考えておりますので、まずは事業を選定した

上で始めていきたいというふうに思います。 

○議長（殿井 堯） 



 

－４５－ 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   事業の選定は町の利点のあるもの、そして何でもかんでも考えていないといった執

行部の見解をお聞きすることができました。 

   やはり、価値を下げない、応援していただける事業というのをしっかりと選んで、

前向きに進んでいただけるということを期待して、次の質問に移りたいと思います。

済みません、やはりもう１個、町長にも最後、意気込みを込めて、答弁をいただきた

いんですけれども、私はこの令和の時代、今までのようなあれもこれもといった時代

ではなくて、やはりあれかこれかというのをしっかりと選択していかなければいけな

い時代だと思っています。限られた予算の中でしっかりとした優先順をつけていく必

要があるというふうに考えている中で、このガバメントクラウドファンディングは使

い方であったり、事業の選択次第で新たな可能性を秘めたものだと感じております。

ガバメントクラウドファンディングは最終手段ではなくて、町として宣伝面、観光面、

さまざまな分野でどう効果があるのか、こういった点を踏まえた上で、しっかりとし

た目的を持った上で、政策として実施していただきたいなと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   すばらしい事業だと思っていますし、先ほど言ったように、まだまだ共感を持って

もらえるような事業、たくさんあると思います。何でもかんでもやれというように、

おっしゃるとおり、財政的な面もありますんで、そこはしっかり取捨選択しながら、

よりよい方向で、これも取り入れながらやっていきたいなと思っています。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   続きまして、新学習指導要領について、再質問させていただきます。小項目、１点

目の移行期間の準備についてですけれども、答弁にありましたように、既にアーティ

ックロボを使用した授業を少し進めていたりとか、教職員の方々は県の主催する研修

に参加していただいたりといったお話もお伺いしております。特に本町の外国語につ

いては、町長が力を入れてくださっているおかげもありまして、県内ではおくれをと

らない町だと感じております。来年度に向けて準備は問題ないというふうに理解させ

ていただきました。 

   次に、小項目、２点目です。主体的、対話的で深い学びの実現に向けて、どういっ
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た授業を進めていくのかといった質問でありました。高い目標を持って取り組んでい

ただけると、前向きな考えを確認させていただきました。そういった中で、再度、確

認をさせていただきたいんですけれども、実現に向けて生徒同士が対話をもって進め

ていく、こういった認識でよろしいでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   教員が全体を見渡し、そして話し合いによって、生徒たちが話し合いによって、多

面的、多角的に考え、課題を解決できるような授業づくりというのを進めています。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁、ありがとうございます。期待をしております。前向きに、いい方向に向かっ

ていくことというのを、切に願っております。 

   次に、小項目、３点目のプログラミング教育についてであります。パソコンソフト、

機材、こういったところは人数分の整備がされているけれども、十分ではない。今後

は国、県の補助金などに注視しながら、予算を考慮した上で進めていくといった、的

確な答弁をいただきました。和歌山県で示されている、きのくにＩＣＴ教育に沿って、

授業を進めるということですけれども、必要なアーティックロボというのは県から支

給されるといった認識でよろしいでしょうか。また、これは人数分、１人１台という

ことでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   アーティックロボというのは県から今、支給されております。３人に１台の支給で

あります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   はい、ありがとうございます。 

   次に、小項目、４点目の県、町教育委員会と学校現場との連携であります。今回の

学習指導要領の一般質問の中で、一番重要になってくるのが、私はここだと思ってお

ります。というのも、先ほどから出ている、県が示している、きのくにＩＣＴ教育、

この資料なんですけれども、約１４０ページの資料になっています。私も確認させて

いただいた上で、どういった授業を行うのか、ある程度把握をさせていただいた上で、
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改めて学校現場の負担の大きさというのを非常に感じているところであります。教育

委員会が方向性を示して、学校現場が実践していくという流れは確かに間違っていま

せんし、自然な流れだということは私も理解をしております。けれども、この資料の

提供だけではなくて、やっぱり学校現場の声というのも聞きながら、教育委員会にも

一緒に汗をかいてもらって、連携をとりながら、一緒になって進めていっていただき

たいな、そういうふうに思うんですけれども、最後に見解をお聞かせいただけますか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   議員、おっしゃるとおりだと思います。教育委員会といたしましても、校長会初め、

そういった機関へ出向いて、説明なり、指導なりをします。また学校へも訪問します。

そして、教職員クラブというので、重立った先生方に教育委員会の指導主事が引率し

て、先進地の視察であったり、またそれを持ち帰った協議や、それを現場におろすと

いうことをしています。学校と教育委員会が密に連携しながら、進めていきたい。そ

こが大事だと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   私も思っているような答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

   それでは、最後に地方創生拠点整備事業について、再質問させていただきます。答

弁をいただいた内容をまとめると、スマート図書システムと絵本美術館については、

順調に進んでいるというふうに認識をいたしました。スマート図書システム、ウオー

クスルーですけれども、これは以前、一般質問でも議論させていただきましたので、

再質問は省略させていただきます。順調に進んでいる、絵本美術館なんですけれども、

これの建設の目的についてお伺いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   絵本美術館の目的ということであります。今まで育んできたところの絵本の町のシ

ンボル的な施設にしようとしております。そして、また大きく言いますと、２０６０

年、２万人の人口ビジョンというのがあります。それを達成するための魅力あるまち

づくりの１つと考えます。具体的には今まで育んできた、読み聞かせ隊やコンシェル

ジュの方々に活躍していただく場、定期的な読み聞かせなどを開催し、交流の場とい

たしたく考えております。 

   以上です。 
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○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   当初の話では、読み聞かせもそうなんですけれども、絵本の原画を収納するという

ふうにお伺いしていたんですけれども、この方向性は変わっていませんか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   収蔵庫も併設、一部に併設する予定であります。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。読み聞かせ隊の方も活用してくださるということでありま

した。これは、毎日、絵本美術館、開館されて、そこに人員を配置するのかといった

ところをお答えいただけますか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   ふんだんに予算があれば、毎日開館して、できるだけ開館時間も長く、夜でもって

いう形であるんですが、やはりそこは効果的な活用というのを考えなくてはならない

と思います。今のところは日曜であるとか、祭日であるとか、お母さんや子どもが集

まりやすい時間帯をということで考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   わかりました。ということは、必要なときに開館をするというふうな理解をしまし

た。 

   そういった中で、絵本の原画を収納しておくということを考えると、やっぱり温度

や湿度の管理が必要になってくると思います。ということは、毎日開館はしないけれ

ども、エアコンというのは常時稼働させていく必要があるのかなというふうに、今、

感じるんですけれども、その場合、維持管理費の費用というのはどれぐらいを想定さ

れておりますか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 
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   議員、おっしゃるとおり、維持管理費というのは非常にいろいろな施設をつくる上

ではネックとなるものだと思います。年間５０万円程度を見込んで、想定して建築し

ました。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   はい、わかりました。よろしくお願いします。 

   最後に、次に、可動式授乳室について再質問させていただきます。予算計上時に折

衝した業者との価格面、維持管理面で折り合いがつかなくなったといった答弁であり

ました。３月議会の一般質問で取り上げさせていただいて、必要性を感じていただい

て、６月議会に２１６万円の補正予算を計上してくださった、すぐに予算化していた

だけたことは非常にうれしく思いましたし、町長の子育てしやすい町に対する思いと

いうのも強く感じることができました。 

   そういった中で、６月議会で予算化、９月議会で予算の置きかえ、そして今、業者

との価格面、維持管理面で折り合いがつかなくなったというのは非常に残念でありま

す。予算計上前に見積もりをとっていると思うんですけれども、見積もりの有効期限

はいつまでで、見積もり内で設置ができないと回答、発覚したのはいつでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   見積書の有効期限が書いてございますのは令和元年９月末、３０日であります。い

つ、その予算内というか、見積もりの内におさまらないというのが発覚したというの

は、担当者がそこと折衝した９月２８日であります。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   はい、答弁いただきました。見積もりの有効期限内にもかかわらず、見積額で実施

ができないというのはいかがなものかなというふうに思います。見積もり内で設置が

できないというふうに発覚したのが９月２８日といった答弁をいただきました。 

   今回、実は通告前に聞き取りをしていたんですけれども、見積もり内で設置できな

いと発覚したのが国の交付決定後の８月末だったというふうに複数の方からお聞きし

ました。だとするならば、９月議会で説明がなかった。議会に対して説明不足なので

はないかといった疑問がありましたので、今回、急遽、この項目を追加して、通告を

したという流れでありました。しかし、答弁の中で閉会後の９月２８日といった答弁

でしたので、ここの議論は置いておきます。 

   予算計上前の見積もりでは２１２万円だったと、たしか思うんですけれども、その
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後提示された金額というのは幾らだったのでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   ４００万円程度と聞いております。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   余りにもずさんな見積もりだなというふうに感じます。業者はもちろんなんですけ

れども、行政側にも確認不足であったり、ランニングコスト面など、反省するべき点

というのはあるというふうに思うんですけれども、この辺はどのように考えていて、

また業者にはどのような指導を行ったのか、答弁いただけますか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   当初、とった見積もりというのは、予算を計上するためというところであります。

その予算を計上するために、ちょっとぬくもりのあるような授乳室というのがありま

したので、そこに見積もりをとって、なおかつ公の施設にも設置した実績があったの

で、その金額を予算に計上しました。 

   もう１つ、その予算を計上するときには、もしここがだめであったとしても、つく

りつけられるかどうかというのを大体の金額というのは今まで培ってきたノウハウの

中でございますので、行けるであろうというところで、この金額で予算計上をしまし

た。今は後のほう、この金額で町内の方にというところで進んでおるところでござい

ます。 

   あと、また議員、おっしゃるところの業者をどのように指導したのかというところ

については、今後、また指導していきたいと思います。担当者からは苦言を言ってい

るとのことであります。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁いただきました。答弁の中で特にランニングコスト面の反省すべき点などは、

僕はあるのかなと思ってた中で、余りそのような方向では考えていないということを

認識いたしました。 

   また、授乳室の今後というのも既に検討していただけているということですので、

余りしつこく質問せずに、これぐらいにしておきます。 

   そういった中で、地域交流センター、アレックというのは本当にいい施設だからこ
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そ、私にはどうしても譲れない思いというのがあります。以前、３月議会でも取り上

げさせていただいて、その繰り返しにもなるんですけれども、やっぱり地域交流セン

ター、アレックがどこを向いていくのか。確かに外部への発信であったり、全国的に

珍しい取り組みというのはもちろん魅力はありますし、必要でもあるということは私

も理解しております。しかし、誰のための施設なのかということを考えたときに、や

っぱり住民の方のための施設ですから、住民の方が使いやすい、住民の方が使いたい

と思える施設であって、あくまでも住民のほうを向いた事業展開であったり、取り組

みというのを行っていただきたいということを切に願っております。 

   最後に、このアレックに対する思いというのを、町長の考え、お聞かせいただきま

して、一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   アレックについては、もちろん住民のために建った施設でありますけれども、その

反面、今の形態からいったら、たくさんの方が町外から来てくれるし、そういう人も

今後、大事にしていかなあかんのかなと。やっぱり有田川町へ来てくれるということ

は非常にうれしいことで、もちろん住民のための施設としてこれからも進めていくん

ですけれども、そっちの方向もこれからもやっぱり大切に、来てくれる人を大切にせ

なあかんかなという思いの中で、アレックの運営をこれから進めていきたいと思って

おります。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   近隣市町村から、そうやって来ていただけるということも、やっぱり有田川町のた

めになると思いますので、ぜひまたその方向で進めていただけたらなと思います。そ

れをよろしくお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、椿原竜二君の一般質問を終わります。 

……………通告順２番 ５番（星田仁志）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、５番、星田仁志君の一般質問を許可します。 

   星田仁志君の質問は一問一答形式です。 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   ５番、星田です。 

   おはようございます。ただいま議長から許可をいただきましたので、一般質問させ



 

－５２－ 

ていただきます。 

   私からは２点の質問でございます。まず、１点目の観光客の誘致について質問いた

します。有田川町は比較的、温暖な気候に恵まれ、観光資源も豊富にあります。鷲ヶ

峰コスモスパーク、鉄道交流館、棚田１００選にも選ばれた、あらぎ島などがあり、

またアユ釣りやミカン狩り、有田巨峰村や、千葉山フルーツパークなどでは、ブドウ

狩りなどで楽しめます。キャンプ場や宿泊施設などもそろっております。 

   ところが、ここ数年、観光客の入込数が減少してきております。それに伴い、宿泊

客も減少してきております。町のホームページを見ると、きれいで撮影するのに努力

していることも十分わかるのですが、行ってみたいと思えるような何かインパクトが

弱く、引きつけるものが弱いように感じるわけです。これはあくまでも私が感じてい

ることで、難しいことだと思いますが、やはりもっとインパクトが強いものにしたほ

うがよいのではないかと思うわけです。また、高速道路の有田インターをおりると、

右側に、ようこそ有田川町へという看板とともに、鷲ヶ峰コスモスパーク、明恵峡温

泉、有田巨峰村、隣にはアレックや鉄道公園などの案内標識が立っています。正直、

私は最近まで立っていることに気がつきませんでした。なぜ立てないのかと思ってい

て、注意深く見たところ、最近になってやっと立っていることに気がついたわけです。

それほど目立っていなかったわけです。目につくのはコンビニの看板や農産物販売所

の看板などです。もっと目につく場所へ、目立つ観光看板を設置したらどうでしょう

か。 

   それと、ほかの市町村でよく見かけるのですが、例えば日本一のミカンとぶどう山

椒の町、有田川町というような、一目でここの町はミカンとぶどう山椒が有名なんだ

とわかる看板を設置したり、アピールする観光看板を高速道路や国道からでもぱっと

見えるように設置するのも１つの方法ではないかと考えます。 

   第２次有田川町長期総合計画の中に、観光業の振興として観光基盤の整備の主な取

り組みは、観光パンフレットの作成、観光看板の設置、観光案内所の運営と明記され

ております。観光客の誘致は有田川町にとっても重要な問題です。観光客の入込数が

減少してきていることについて、原因とあわせ、どのように考えているかお聞きしま

す。 

   また、現在、担当課や観光協会が入込数増に対する対策や、どのように取り組んで

いるのかも、あわせてお聞きします。 

   次に、２点目の捕獲したイノシシなどの処置について質問をいたします。鳥獣被害

については、全国的な問題となっており、有田川町においても深刻な問題となってお

ります。担当課から過去５年間の鳥獣捕獲数と被害の推移の資料をいただき、中身を

見せてもらったところ、平成２６年度は１，４１６頭、平成２７年度は１，７０６頭、

平成２８年度は最も多く、３，２９７頭、平成２９年度は２，５２３頭、平成３０年

度は２，３８２頭の捕獲数となっており、平成２８年度を筆頭に、ここ２年間は２，
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０００頭を超えております。また、被害額については、平成２６年度は２，５８８万

７，０００円で、以後、年々増加して、平成３０年度は３，２１７万円となっていま

す。ことしの６月ごろにはイノシシが住宅地域に出没して、町民を不安に陥れました。

先日、たまたま猟友会の会員の方と出会い、鳥獣被害について話をする機会がありま

した。その方はイノシシなどを捕獲しても、３０キログラムまでなら町が、これは有

田聖苑のことだと思います、引き取ってくれるが、３０キログラムを超えると引き取

ってもらえないとおっしゃっていました。私は以前、担当部長がイノシシなどで食肉

にする場合は、捕獲したその場でさばき、必要な部分については持ち帰り、残った残

骸、いわゆる残渣についてはそのままさばいた場所へ放置してくるとの説明を聞いて、

納得がいっていなかったので、そのことを会員の方に聞くと、部長の説明するとおり

でした。そこで、残渣を袋へ入れて持っていったらどうかと聞くと、それでも引き取

ってくれないとおっしゃっていました。また、放置することについて、山林の所有者

は嫌だと思うが、何も言わないのかと聞くと、捕獲してくれているので何も言えない。

我慢しているとのことでした。このことについて、なぜ引き取れないのかお聞きしま

す。 

   それから、３０キログラムを超えると引き取ってもらえない件については、６月の

第３回定例会で先輩議員が同様の質問をしております。そのときは、駆除したイノシ

シが大き過ぎると焼却処分ができないので、有田聖苑に焼却炉を求める声があるとの

質問に、１市２町で協議していくとの答弁がありましたが、その後、協議がなされた

のかどうかお聞きします。 

   最後に、以前、今回の猟友会の会員と別の会員の方から話を伺ったのですが、有田

川町内に食肉用にイノシシなどをさばく処理施設が欲しいとの話がありました。処理

施設の建設についてはどのように考えているかお聞きします。 

   以上、捕獲したイノシシなどの処置については、さばいた後の残渣について、有田

聖苑に焼却炉を求める件、処理施設の建設についての３点についての御答弁をお願い

します。 

   これで私の第１回目の質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、星田議員の質問にお答えしたいと思います。 

   平成３０年の観光客動態調査から入込客数は、平成２９年、平成３０年ほとんど変

わっておりません。ただ、宿泊客数は平成２９年で２万４７６人、平成３０年では１

万９，６６７人と前年度比９６．０５%に落ち込んでおります。というのは、うちの

町に宿泊する施設が、専門的な施設が少し足らんのかなという感じであります。明恵

峡温泉にも宿泊施設をつければいいんですけれども、それをつけて果たして費用対効
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果が出るんかとか、いろんな問題もたくさん出てくると思います。 

   また、御質問にありました、ホームページや案内標識などは、徐々にではあります

けれども、改善や、看板を増設するなど対応しつつあります。また、近年はＳＮＳの

効果的な活用が観光客等の行動喚起につながるため、当課でもフェイスブックでのイ

ベント等の告知や、インスタグラムを用いた観光地情報の発信や企画を行っていると

ころであります。またプレスリリースや各種雑誌に情報提供を行うことで、新聞や旅

雑誌などの書面でも情報発信を盛んに行っております。現在、町ホームページの整理、

情報更新や観光協会のホームページの刷新を行っているところでありますが、今後は

町ホームページ間のリンクの強化だけでなく、観光協会のホームページとの連携も密

にしていきたいと思っております。 

   求められている情報にたどりつきやすく、観光客の方に町内の観光施設や商店を、

周遊してもらえるような情報発信に努めていきたいと思います。また引き続き、ＳＮ

Ｓ等でのシティプロモーションを含めた観光ＰＲや企画を行っていきます。 

   観光協会としてはさきのとおり、ホームページを刷新し、今年度中に新たな形で情

報発信していく予定となっております。取り組みといたしましては、毎年フォトコン

テストを行い、町内の写真を応募してもらっていますけれども、多くの町外の方にも

応募していただいております。また観光施設の整備作業、草刈りとか遊歩道の整備等

も毎年行い、来客の方々に気持ちよく訪問してもらえるようにしていただいていると

ころであります。 

   次に、議員、御指摘の鳥獣害の話、捕獲したイノシシやシカの処分でありますけれ

ども、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第１８条に、鳥獣の放置

等の禁止というのがございます。その条文が規定されており、適切な処理をすること

が求められております。また、施行規則において生態系に大きな影響を与えない方法

で埋めることと規定されておりますので、そのまま放置することは問題があると思っ

ています。 

   これも以前から処理の方法にもいろいろな問題があると聞いております。有田聖苑

におきましては、３０キログラムまでは今、無料で焼かせてもらうんですけれども、

今の釜は小動物用の釜を使ってやっているんで、３０キログラム以上は限界があって、

以前、環境センターで焼いてもらえんかなということで、一回、実は１００キログラ

ムぐらいのイノシシをほうり込みました。全然焼けんと出てきたという経緯があって、

これもうちだけと違って、広川、有田市もやっぱり大きなイノシシ、冬場やって、脂

のあるときやったら、食肉にできるんやけど、夏場の肉のおいしくないときの問題と

いうのは、有田市も広川町もたくさんあるようであります。 

   今、さっきおっしゃったように、有田聖苑に大きな釜をつくれんかということで検

討していますけれども、今の用地ではちょっと狭いということで新たなところへする

んか、いろいろ今、検討、有田聖苑のほうでも検討しているところであります。 
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   田辺市には、野生鳥獣食肉処理施設整備事業として、捕獲鳥獣の解体、精肉、加工

等を行う施設整備、設備導入について、補助制度を設けているとお聞きしております。

当町におきましても同様に、地域団体を初め、民間主体の取り組みに対して補助でき

るよう、検討してまいりたいと思っています。 

   いろいろ猟友会のほうからも、このことについては相談が来てくれています。どこ

かへ行きたいんやということで。やっぱり、処理施設は一番問題は排水かなというこ

とで、下水の施設へつなげるところといったら、そしたら今度は民家の近くになって

くるし、そのあたり猟友会の人とも常に、去年も何回も話し合って、そういう補助制

度をつくるさかい、運営を任すさかいやってよという話はしていますんで、前向いて、

解体施設については前向いて、検討していきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   それでは、まず１点目の観光客の誘致について再質問させていただきます。確かに

平成２９年度と平成３０年度を比較しますと、ほぼ横ばいになっておりますけれども、

平成２１年度は９１万５，２６１名で、平成２４年度から平成２７年度までは８０万

人を超えています。それが平成３０年度では７２万８，７７４名まで落ち込んでいま

す。ホームページや案内標識などでは、徐々に改善しているとのことですが、観光客

の方々にぜひ有田川町に行ってみたいと思ってもらえるような、目を引きつけるよう

な、魅力的でインパクトのあるようなものにしていただきたいと考えております。 

   また、フェイスブックやインスタグラムで告知や情報発信、企画を行っており、新

聞や旅雑誌などでも情報発信をしていくとの答弁でした。ぜひ、いろんな方面から有

田川町をＰＲして、観光客の増につなげていってもらいたいと、このように思います。 

   それから、これは大切なことだと思うわけですけれども、観光客が有田川町へ来て、

この町はきれいな町だと思ってもらうことも大事ではないかと考えます。きれいな町

だと第一印象もよく、イメージもよいと思うわけです。沿線にごみが落ちていたり、

雑草が生えてくると、イメージも悪くなります。日ごろ、通るたびに気になっている

のですが、インターをおりて、金屋清水方面へ行く、この吉備庁舎前の道路で、庁舎

前から達人村の下ぐらいまでの道路の沿線に雑草がかなり生えてきます。９月ごろに

刈っておりましたが、また今朝から見ますと、少し生えてきております。このように

雑草が生えると、有田川町のイメージも悪くなると思うわけですけれども、この点は

どうでしょうか。これは担当課も違いますし、管理も県になってくると思います。そ

の他の国道や県道などで、このような雑草を刈ってもらう必要がある場合には、速や

かに振興局のほうへ申し入れていただきたいと思います。これについて、どのような

お考えかまずお聞きしたいと思います。 
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○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   県道、国道に関しましては、県が年に２回、業者に委託をして、刈っておる状況で

す。庁舎前に関しましては、吉備金屋線なんですけども、これに関しましては年間を

通じて、単価契約によって業者が行っております。本年度においては、県のほうへ聞

き取りをしましたけれども、お盆よりおくれたということで、長く伸びていたように

思います。年間を通じての契約なので、伸びてきたらすぐに刈ってもらうようには、

また県のほうには要望してまいります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   ありがとうございました。ぜひ、よろしくお願いします。 

   有田川町に来てよかった、また来たい、そのように思ってもらうことが大切だと考

えています。それにはリピーターの方も大事であり、その方がほかの人に有田川町の

魅力を発信してくれたら、観光客の増にもつながると思っております。 

   それから、先ほど、観光客の方に町内の観光施設や商店を周遊してもらえるような

情報発信に努めたいとの答弁がありました。今、下徳田商店街や金屋商店街は以前の

ような活気がなく、閉めている店も何軒かあります。現在、海南から上六川に抜ける

トンネルが着々と進んでいる中、開通すればトンネルを抜けてくる観光客の方に金屋

商店街や下徳田商店街に立ち寄ってもらうチャンスが出てきます。立ち寄ってもらえ

れば、また以前のような活気が出てくると思われます。これには担当課や商店街の方

たちだけでなく、観光協会や商工会とも協議していかなければならないと思いますし、

町民一丸となって取り組んでいく必要があると思います。これについて町長のお考え

をお聞かせください。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   観光については非常に大事だと思っていますし、いろいろ、先ほど言ったように、

看板の更新とか、今のやつを使って、インスタグラムとか旅雑誌とかに載せてこれか

らもやっていきたいと思っていますけれども、ある程度、もうここへ来て、１町で観

光行政をやるのは、これがもうちょっと限界に来ているんと違うかなということで、

今、県も入って広域観光、例えば広川町には稲むらの火の館があるし、湯浅には重要

伝統的建造物群保存地区の町並みがあると。これを合わせて、１日泊まってもらえる

ようなコースをつくれるかということで、今、広域的な取り組みも、県も入っていた
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だいてやっているところであります。今後とも、観光については一生懸命にやってい

きたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   ありがとうございました。ぜひ、取り組んでいってほしいと思いますので、よろし

くお願いします。 

   次に、２点目の捕獲したイノシシなどの処置について再質問します。私が質問をし

たのは、食肉用としてさばいた残渣を袋へ入れて、有田聖苑へ持っていったら、引き

取ってもらえるのかどうかを聞いたわけですけれども、これは引き取ってもらえるの

でしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   その件につきまして、聖苑のほうへ聞き取ったんですけれども、一応、聖苑のほう

ではダニと血とかそういうものが、持っていって吹き出ないようにきちっと封をして

持ってきていただいたら、有料ですけれども焼却することができるということを聞い

ております。１０キログラム当たりで３，０００円という費用が発生します。持ち込

みはできるということです。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   ということは３０キログラムまでの有害鳥獣は無料で引き取ってもらえるわけです

ね。ただ、食肉用にしたとか、そういう場合は、また有料になってくるということで

よろしいんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   鳥獣害の、うちからお願いして、鳥獣駆除に周ってきてくれているときに捕まえた

イノシシにつきましては、先ほど言わせてもらったように、山で捕獲したものについ

ては、山の中で穴を掘って、埋めていくということが基準になっております。また、

持ち込んで、こちらのほうまで持ってきた場合については、現場で今までだったら３

０キログラム以上も行けたんですけれども、今は３０キログラム以上はだめというこ

とで、３０キログラム以内までしか焼くことができないということになります。その

中での事業でございますので、こちらへ持ってきて解体したときについては、個体か

ら外れて食肉に使っているということになるので、今の状況では聖苑のほうではごみ



 

－５８－ 

として扱うということで、処理後のやつは、残渣については有料となるということに

なります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   私、以前、その方に聞いたんですけれども、捕獲したイノシシとかシカはもう食肉

にせん場合はそのまま置いてくると、放置してくるって聞いたんですけど、そんなこ

とはないんですね。やっぱり一応、埋めるということになっているわけですね。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   おっしゃるとおり、法律で決まっておりますので、生態系に影響がないようなとこ

ろまで埋めて、戻ってくるという格好にしております。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   それは、担当課で確認に行っているんですか。その人は放置してくるというのは、

埋めてくるという意味も含んでいるのどうかわからないんですけれども、実際、その

まま放ってきているかどうかというのは、担当課で確認には行かないんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   猟友会の方が駆除に行ってくれる方々にはそういうことでお願いしています。埋め

たところの、個体ごとに確認には行っておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   会員の方、全員知っているんですかね。埋めなあかんということを知らない会員も

いてると思うんで、また機会があれば、そのように伝えてもらえればありがたいと思

います。もう結構です。 

   次に、大きな個体については、広域というか、１市２町で検討を進めているという

ことですが、ぜひ検討していただいて、結論を出していただきたいと、このように思

います。また、結論が出たら、お聞かせ願いたいと、このように思います。 

   それから、処理施設の建設についてですけれども、これは県庁の畜産課へ県内に食

肉の処理施設を建設した自治体があるのか。また何カ所あるのかというのを問い合わ
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せたんですけれども、そうしますと有田川町内に保健所の許可を受けた施設が大小合

わせて４カ所あるというふうに伺ったんですけれども、担当課としては、これは御存

じでしたか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   食肉を扱える業者さんは、許可を持ったところはあるというのは聞いております。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   一番大きいのは、多分、上六川小学校のあとに建っているというか、整備した施設

だと思うんですけれども、これは地元の、金屋地区の猟友会の方だけが利用している

のか。それとも、清水、吉備の猟友会の方も利用しているのか、ちょっとお聞きした

いんですけれども。その人に聞いたら、処理施設が建ってほしいということなんで、

そういう処理施設がないと思っているんです。それは、その上六川小学校のあととい

うのは、清水や吉備の猟友会の方も利用されているんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   その件につきましては、最近、できましたところなんですけれども、まだ、ほかの

ところからここにできましたということでは、うちからの広報はしておりません。地

元のほうで、今、始めていってくれているので、そこら辺、ほかからも持ってきても

扱ってもらえるのかというのも、また聞いて、その後、できるんであれば、またほか

へ広報したいなと思っています。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   猟友会のほうへ、もし、これも機会があれば、誰でも利用できるんやということを

周知してもらえたらと思います。 

   それから、田辺市が補助制度を設けているということですけれども、これは例えば

猟友会などの団体が建設して、それに対して補助をするといったものだと理解してよ

ろしいですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   おっしゃるとおりです。 
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○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   そうではなくて、猟友会の方たちは町にそういう施設を建てていただきたいと思っ

ているんです。町で建設するというお考えはないですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   以前、猟友会の方とも話し合って、建設はさせてもらうけど、その維持管理は全部、

猟友会でやってもらわんと困るでというところまでは、今、話をしています。建設を

やって維持管理まで全部、町で持つという考えは今のところございません。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   もうこれで最後にしますけれども、備品などの設備の整備については県費補助があ

ると聞いています。また施設の建設については、国庫補助があるということを聞いて

おりますので、ぜひ猟友会の方と話をして、町で建設できるようにしていただきたい

と、このように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上で、私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、星田仁志君の一般質問を終わります。 

   ここでしばらく休憩します。 

   １１時より再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時４８分 

再開 １１時００分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします。 

   一般質問を続けます。 

   ここで副議長と交代させていただきます。 

〔副議長と交代〕 

……………通告順３番 １０番（殿井 堯）…………… 

○副議長（小林英世） 

   一般質問を続けます。 

   １０番、殿井堯君の一般質問を許可します。 
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   殿井堯君の質問は、一問一答形式です。 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   改めましておはようございます。 

   ただいま御指名をいただきましたので、一般質問に入らせていただきます。 

   今回は２点ございますが、その前に、同僚議員の一般質問を聞いて、当局がいかに

それを取り上げてくれるか、議会での一般質問が一般質問で終わってしもたら、何も

ならないっていうことで、何回も訴えてきましたが、今回、議員の質問に対して非常

に執行部の処置が早い。これも一般質問の効果だと感謝しております。そのために、

我々議員が、１６名のうち毎回９人、１０人の一般質問をさせていただいて、それを

執行部が取り上げていただいて、早速手を打ってもらって、不十分な点もあると思い

ますが、それを取り上げていただくということで、我々、議会議員は一層、なおやる

気を持って毎回９名で、１０名で、１１名であるっていう多くの質問をさせていただ

くことについて、執行部に対してまずは御礼申し上げたいと思います。 

   本町は我々、絵本の町、エコの町、全国的にも大変注目を浴びている町になってお

ります。この間も上勝町、葉っぱの町ですね、そこから絵本の町、有田川町の研修に

来ていただきました。どうして我が町を選んでいただきましたかっていうと、今まで

の経緯、結果、エコの町、絵本の町で取り組んでいる、この町の姿勢、これに対して

敬意を表し、有田川町へ一遍、行ってみたい。いや、有田川町より、あんたところの

上勝の葉っぱのほうが全国的に有名ですよって言うたんですが、いや、そんなことは

ない。有田川町もかなり勉強して、取り組んでいただいているというお褒めをいただ

きました。議長の立場として、こういうお褒めをいただくということは大変うれしい

ことで、また執行部も議員の質問に対して誠心誠意をもって取り組んでいただいてい

るということに対して、ありがたく思います。また、きょうは広川町の議会議長、局

長も見えておられます。一層、頑張って一般質問に入らせていただきたいと思います。 

   まず、１点はドローンです。ドローンって一言で片づけることはなく、このドロー

ンというのは非常に重大な意味を持っています。まず、最初に質問させてもらうのは

災害です。まず、災害が起きたときに、やっぱり我が町は地震とかそういう関係で、

山間部が多く、どうしても土砂崩れ、そういう面が多くなって、土砂崩れが起きたこ

とによって、そこを分断されています。どうしても行けないような大きな土砂崩れが

起これば、車や人が行けない。だから、分断された、孤立した町、村には、やっぱり

病人さんもいてると。そういうところへいち早く薬とか、状況を把握できるのは、こ

のドローンです。今、ドローンと言えば、単なる遊び、おもちゃ道具という解釈があ

ると思いますが、そういうことではないんです。まことにこれは使い方によったら、

物すごい、いい意味の救援物資であります。まず、最初に質問に入らせてもらう消防

担当の人にもお聞きしていただいておりますが、まずそういう避難救助、川へおぼれ
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た人とか、そういう人を探すのに、まずドローンが必要です。それと、近日来、清水

のほうで熊があらわれて、散歩している人に、手傷を負わせたと。そういう、現場へ

いって、そういう視察をするのに、自分とか消防隊員とか、町の職員が行ったら、ま

だその動物がそこに残っている可能性があるんです。そういう危険性をはらんでいる

ときには、やっぱりこういうドローンとかで周辺を見まわして、動物がそこらに潜伏

していないんか、また親子であったら、その親熊がそういうことを起こして、子ども

がその辺にうろうろしていないんかっていうことは、やっぱりこういう機械的な、ド

ローンを使って周辺が安全であるかどうか、また鳥獣被害に対して、畑や田んぼを荒

らす、そういう面に対してもドローンが活躍できると。非常にいろんな面で活躍して

もらえると。我が町は多少、消防関係の人にお聞きしますと、ドローン操作を勉強し

てくれているそうですけども、まだまだ実行に移すような技術は持っていません。た

だ、ドローンも発達しまして、物資を孤立した町へ、品物を、薬品を送り込む、そう

いう技術まで、職員なり、消防隊員の皆さんが研究して、扱いになれて、非常時にど

のようにして薬品とか食べ物、物資を送るか。孤立した町がどのようになっているか、

そういうことに対してドローンというのは非常に役に立ちます。 

   また、まだ有田川町はそういう被害には遭っていませんが、まず考えられない暴風

雨、考えらない大雨、そういうことが起きた場合に人力ではある程度はこなせる場合

もありますけど、こなせない場合はそういう組織、そういう機械の扱いを町職員並び

に消防署の人たちに技術を習得してもらって、対策を練ってもらうと。いち早くそれ

に対抗してもらえるっていうことをお願いして、１問目の質問を終わらせていただき

ます。 

   それと、２問目になりますが、３回目になりますか、これ、一般質問は。糸野から

徳田へ橋をかけたらどうなという質問を、これで３回目になると思いますが、それを

させていただいております。それに対して、うちの町長が、美山とか、中津ここらの

市町村の長に協力を求めていただいております。これは我々、議員が何ぼ騒いで、地

元が何ぼやったところで、地元にも今、実行委員会が出きていますけれども、騒いだ

ところでやっぱり最終は政治力です。やっぱり最後に物を言うのは中央へ出て、うち

の町長なり、中津、美山あそこらの町長さんかな、日高川町長です。ここらあたりと

タッグを組んで、何が何でもこの橋を実現させていただきたい。そうすれば、今、修

理川バイパスというのができています。修理川から今、トンネルを掘削しようとして

います。そのトンネルを通って海南へ、こっちから高速道路を伝うよりか、美山とか、

龍神は、こっち側から流れて、今やっている上六川の掘削を始めている、その上六川

を通って海南へ抜ける。この道路が完成すれば、もし大きな災害が起きた場合、高速

が全くアウトになった場合、この道を利用すると。この道がアウトになった場合は高

速を利用すると。両方がアウトになったら、４２号線を利用するというふうな、あり

とあらゆる対策をもって、災害に立ち向かっていかんと、今、想像以上、全く想像し
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ていないことが起きる。そういうことで、今後、どのような対策、どのように執行部

が考えていただいているか、まず早期決着、早期に知事のほうへ申し出て、これは県

の仕事なんで、河川敷の仕事なんで、どのようにお考えになっておりますか。 

   また、最近になって、河川の底、有田川町を流れている川、底を低くする。まず、

枝の川から入ってきて、本流へ流れるのに、本流の川のほうが高かったら、枝川から

本流へ流れない。そういうことで、近日来、県のほうへ陳情した結果、徳田とか丹生、

ここらは今度、近々、かかっていただけるという情報もこっちへいただいております。 

   そういう面を含めてね、早期決着をつけて、早期、県のほうへ要望を出して、何と

か頑張っていただいて、夢をかなえてもらえるようにお願いしたいと思います。 

   これで、まず１回目の質問を終わらせていただきます。 

○副議長（小林英世） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、殿井議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

   当町では、行政の各分野において、ドローンをいかに活用できるか、その利用方法

を今、考えているところであります。 

   中でも、防災業務においての活用は、特に期待しているところであります。 

   議員おっしゃるように、当町は山間部が大部分であり、災害時において、土砂崩れ

や倒木、道路の崩壊など、交通が遮断されることは常に考えておくべきことでありま

す。 

   去年の台風でもですね、非常に倒木等とかあって、孤立しかけた集落もありました。 

   このようなときに、土砂災害現場や道路等の被害状況など、災害現場がどのような

状況で、どれぐらい危険な状態であるのか、その先へ行くことができるのかどうかの

確認をするためには、人の入っていけないところや危険な場所に短時間で到着でき、

上空から撮影できるドローンは非常に有効な手段であると考えております。 

   また、水害などの場合においても、取り残された人の確認や行方不明者の捜査でも、

その活用が期待されているところであります。 

   その他、上空からの映像により、災害時の記録を残す等の役割もあると考えており

ます。 

   製品の進歩により、ドローンにはさまざまな機能を持ったものがあります。スピー

カーで放送できるものについては、お知らせなどに、赤外線カメラ搭載型では、人の

体温を感知できることから捜査などに運搬機能の高いものは医療品や食料等の運搬に

も利用できます。 

   こういった特殊な能力を持ったドローンは、まだ非常に高価でありますので、導入

をできていませんが、ことしの４月２６日に、議長もデモフライトのとき、おみえい

ただいたと思いますけれども、一般社団法人地域再生・防災ドローン利活用推進協会
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というとことドローンを活用した支援活動及び連携協力に関する協定を締結したとこ

ろであり、いろいろなドローンによる支援を受けることも可能と考えております。 

   今後も、さまざまな技術により、機能が付加されてくると思います。これからもこ

のようなドローンの進歩を見ながら、町行政のさまざまな分野へ活用していければと

思っております。 

   次に、技術者の養成についてでありますけれども、ドローンを飛行させるためには、

法令による規制があることや安全対策のためには、ある程度の知識と操縦経験が必要

であると思われることから、本年度、職員ドローン操縦士養成講座において、操縦技

術等を習得させたところであります。 

   今後も、職員にはドローンに触れる機会を設けていくとともに、操縦士を養成しな

がら、その活用を図っていきたいと思っております。 

   現在、今、職員の中で講習受けて既に免許を取得してるのは、１９名ほどございま

す。 

   それから、２点目の糸野地区と徳田地区を結ぶ橋梁架設、仮称徳田橋に係る要望に

つきましては、もうこれ前々からの本当にこう町民の夢だと思います。平成２１年に

徳田の区長会他から、請願書が出されたことから始まり、平成２６年には、６地区の

関係区長による請願書が提出され、町議会において、御審議の上、地方自治法第９９

条の規定により、意見書として、和歌山県知事に提出していただいているところであ

ります。 

   その後の経過といたしましては、本年９月、関係区長とともに、有田振興局及び同

建設部への要望活動を実施しました。 

   この橋については、以前から本当にもうこう夢であるんですけれども、折しも、鏡

石トンネル抜けて、あそこから、階段からの道の建設工事があったんで、いよいよこ

れも現実味帯びて、今、県の計画では、あと４年後に開通さすという計画であります

んで、これができればですね、本当にこの橋がなお一層有効な橋になると思います。 

   また、国道４２４号と県道海南金屋線をスムーズに接続するために、橋梁を架設す

ることは、大変効果があるのではないかということは、もうこれは県も理解をしてく

れております。 

   しかしながら、現在、県道海南金屋線において、有田川町上六川地区から海南市別

所地区の区間で整備が進められており、鏡石トンネルも今年度から工事着手され、令

和５年度の完成に向け、重点的に取り組んでいるところであるため、早期の事業化と

いうのは大変こう今のところは難しいんではないかと思っています。 

   ただ、難しいだけ、ほっといたらもう余計できんので、これはもうやっぱり行動を

起こす時期に来たんかなということで、先日も協議会、上六川、それから徳田地区の

区長さん方と協議会をつくっていただきました。 

   ほんで、早速その協議会と県のほうへも陳情に行ってきたんですけれども、やっぱ
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りいっそやるんやったら、これ有田川町だけでは、非常にこうインパクトが弱いかな

ということで、もう既に海南の市長さんと、それから日高川町の町長さんには、この

旨を伝えてまして、ぜひ入ってくれっていうことでお願いしたところ、快くですね、

引き受けてくれております。 

   それで、今後一遍建設部長に海南市と日高川町の建設部へ行ってもらって、人員の

整理とか、どういう手法でやるんかということを早急に詰めていただいて、年度が変

わったじゅうからいよいよ本格的に、その大きな協議会を立ち上げて、実現へ向けて

頑張っていきたいな、こういう考えであります。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   希望を持てる答弁をいただきましたんで、まことにありがとうございます。 

   まず、１問目の質問に入らせていただくんですけども、やっぱり我が町は安心・安

全の町、人命は何事にも変えられん、優先的にやっていただきたいということで、こ

のドローン的な活躍はいち早く消防署でも、こないだもちょっと不幸がありまして、

消息が絶たれてるのを、消防署はドローンを使って捜索に当たるというふうなことも

聞いております。 

   そこで、まず消防長にお伺いいたします。 

   消防署では、どのような対策で、どのような指導で職員を、ドローンを扱える技術

を職員に学ばせていただくんか。 

   それとも、またそういう、どうしても人力で行けないところを、そのような場面が

来たら、どのようにドローンを解釈して使っていって、安心・安全で暮らせる町に対

しての効力を発揮させていただけるんか、今どのように、そういうことについて、ど

のようにお考えしてるんか。まず、消防長にお伺いします。 

○副議長（小林英世） 

   消防長、栗栖 誠君。 

○消防長（栗栖 誠） 

   ただいまの殿井議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

   現在、消防本部の中では、ドローンは消防本部と、それと清水消防署に１機ずつ配

備してございます。 

   職員につきましては、有事の際に、すぐ動けるようにということで、４名の職員を、

資格は当然ですが、毎月２回の訓練を実施しております。 

   そういった中で、ドローンの活用につきましてですが、やはり議員おっしゃられる

ように、隊員が進入できない、あるいは周囲の環境が、安全が確認できないという二

次災害の恐れが発生するような場合のときに、そういったものを先行させて、周囲の

状況を確認した上で、人命救助に当たりたいというふうに考えてございます。 
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   先ほど御紹介いただいた事案のように、有田川でございました水難救助案件のとき

も、ドローンを飛ばしまして、周囲の状況を確認した次第です。 

   以上でございます。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   実は、有田川町はね、和歌山県下でも一番広い面積っていうことなんで、端から端

まで、車で走りましても、４０分以上はかかるような町。 

   そして、地すべり地帯が大変多い箇所が指示されております。そういうことは望み

ませんが、万が一、地震とか水害が起こった場合、地すべりで遮断された孤立した町、

これに対してね、まず物資を届けやないかん、その町、その村に対して。また物資だ

けで、食べ物だけじゃない、医療品も届けなければいけない。そういうことになれば

ね、これ人力では難しい。そういうことに対して、消防長としてね、医療品、医療で

すね、そういう病気の持った人に対して、お薬とか、また子どもさんに対しての食事、

食べ物をどのような訓練を持って、そういうことに対して、対策をしてもらえるんか。

対策をするように、どのように訓練をしてもらってるのか、そこらをお聞かせ願えま

すか。 

○１０番（殿井 堯） 

   消防長、栗栖 誠君。 

○消防長（栗栖 誠） 

   町内、大変広くて、風とか地震による倒木などで幹線道路が分断されまして、救急

搬送がかなわないという事態にも陥りかねないというのは、大変懸念してるところで

ございます。当然、そういった災害が発生直後に起こった救急要請ですね、あるいは

救助要請につきましては、車両は現場に到着できないということもございますので、

地元の消防団の方と、やはり連携を取って、対応していくということが近々の対応の

策だというふうに考えております。 

   そういった中でも、先ほど議員おっしゃられたように、物資の搬送等につきまして

は、時間的ないとまもあるというふうな案件もあると思いますので、やはり町の防災

部局と連携をしながら、今後は考えていく必要があるというふうに考えております。 

   以上です。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   一番大切なのは、そういう場面です。 

   ただ、こういう災害が起きたときにね、道路が寸断されますね。 

   ただ、道路が寸断された場合には、もうとても車とか、そういうなんでは行けない。 
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   ただ、寸断された場所を乗り越えていく人力っていうのも、なかなか難しい。 

   そういう点で、そこで建設部長にお伺いします。 

   まず、たびたびうちもそういう豪雨のときには、清水地区を行く県道は、土砂崩れ

起こった。そういう場面で、対策が必要になる。少量の土砂崩れであればね、そらそ

らすぐ対応は地元の工事される人に頼んでは、やってもらえますけど、大きな災害で

川をもふさぐっていう事故が想定では起こりかねやんと思ってますけども、もし万が

一、起こった場合ね、至急の対策、消防と一体になって至急の対策を取らなければな

らないと。 

   そういうことで、建設部のほうも、このドローンに対して、若い子の職員にそうい

う技術を持って、すぐ対応できる、すぐ発進できる、そういうふうな組織を取り組ん

でいただいているのかどうか、お聞きします。 

○副議長（小林英世） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   建設環境部、建設課と環境衛生課に自分でもドローンを所持しておりまして、今ま

で経験を積んで、もう資格を持った者が２名おります。 

   それと、先ほど言いました養成講座にもことし建設課と水道課ですか、２名受講い

たしまして、資格を取ってございます。 

   やはり、山崩れとか、上部の状態がなかなか把握できないので、そこを確認に行く

ために、やっぱりドローンは重要なことだと思っておりますので、毎年やっぱり２名

程度の職員を養成していきたいと考えております。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   これね、物資を運ぶ、そういうドローンっていうのは、恐ろしいほど高い。何千万

円っていうようなドローンもあるんですけど、これはそやけど、金額に人命救助です

から、かえられやん、大切なものがあります。 

   ただ、本町よりか、このドローンに対してね、関心の持っているあきる野市、これ

昨日、総務政策部長とちょっと話したんですけどね、ここはね、こう、ありとあらゆ

る、もうこれ宣伝効果にも使ってるんです。宣伝効果とか、それでここは海があるん

で、ノリの養殖とか、赤潮が来たときに、ドローンを飛ばしてどうするか。うちは海

は関係ないと思いますけども、そういう的な、営業的な宣伝効果にも幅広う使っても

うて、このドローンを活躍して、吸収してると。 

   そういうことで、大変役に立つんですけど、さっき冒頭でも言われたように、こな

いだ旧清水町でも、熊が出没して、それで幸いにしても、軽傷で終わったっていうこ

とで、幸いなんですけども、そういうときに、どのように対策して、このドローンを



 

－６８－ 

動かして、どのようにするか。 

   どこかでイノシシが出たとか、学校へ行く途中、子どもさんの通学道路のとこへイ

ノシシが出てきた。そういうことが町のほうへ情報が入ってきますね。そのときに、

なかなか人をその現場へやって、入ってたら、まだ残ってそこらでうろうろしてるっ

ていうふうな格好になればね、怖くて行けないと。そういうふうな方向になれば、こ

のドローン的なことは大変役に立つって思いますんで、そのようなときの対策に、ど

こまでうちが職員や消防隊員が技術的なもんを身につけられるんか、そこらの点はい

かがなもんですか。お伺いします。 

○副議長（小林英世） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   先ほども答弁で申しましたように、いろいろな今、一般社団法人地域再生・防災ド

ローン利活用推進協会っていうとこと提携をしております。そういうところにですね、

いろいろ講習を行っていただいたりとか、助言をしていただくことによってですね、

やっぱりいろいろな使い道の幅を広げた形でですね、いろんな形で使えないか。 

   また、そういうふうな場合には、どういうふうなことが注意してやっていくべきな

んか。やっぱりそういうことをですね、検証しながら、できるだけ広範囲に活用でき

るようにしていきたいと。このように思います。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   だからこのね、この資料をちょっと見せてもらったんですが、この学校、小学校と

か保育園とか、そういう学校関係のね、そういう災害が起きた場合とか、そういう鳥

獣なりがあらわれたときとか、そういうとこはすぐ対処をせんといかんので、ただ職

員が行ってどうこうするということに、大変ね、とらえられる動物もあるし、はたへ

近づくことは大変危険な面であるっていうことで、一応、安全面も対処してのなんで

すけど、うちのドローン的なもんも一応、企業に対しての契約っていうことで結んで

るっていうことなんですけども、とっさのときに、すぐ走れるのは、職員であり、消

防隊員です。契約してる業者がそこまで着くまでに、どういうまた危険性が起こるか

わからんので、そこらの点の技術向上ですね、使いこなせる、またドローンの性能、

情報を持って、どこに何がある、どこにどうしたことが起こってるっていう、すぐ情

報を受け入れられるように、対策を取らんと、協定結んでる業者がこの有田川町へ着

くんに、どのくらいかかるか。その間にどういう被害が起こるかわかりませんので、

その点、厳重に計画して、今後進めていってもらいたいと思いますので、今後的な計

画をお聞きいたします。 

○副議長（小林英世） 
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   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今後、内部でほかの課とも相談しながらですね、どういうふうな形で、どういうふ

うな機種であれば、どういうふうな形でできるのか、またそういう機種であれば幾ら

かかるのか。そういうことをですね、今後勉強しながら、やはりドローンの活用とい

うのが、重要性を再認識してやっていきたいと、このように思います。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   僕もね、この、そんなに、そんなに重要視してなかったんです。このドローンって

いうことに。 

   ただ、今までの僕の知識のないところなんですけども、ただ大人のおもちゃかなっ

ていうぐらいの感覚しかなかったんです。 

   ある人からね、この有田川町に対して、ドローンをどのように把握していただいて

るのかっていうことで、その人が熱心にそういうことを調べて、それで機種も調べて、

こういう本を僕に持ってきて、殿井、一遍、一般質問で言うてくれよ。そんなただの

今、子どもとか青年の人が遊んでるわけにはいかんと。この活躍によってはね、何十

人分、また何百人分の、この機械で活躍されることが多いんと違うんかと。今、現代、

質問した中で、消防長、総務、建設、そこで今、同僚の議員がこの前の質問で、鳥獣

被害、山からイノシシとか猿、ここらが出てきて、大変、野畑、今でも田舎の何を通

ると、やっぱりイノシシよけの網張ったり、そういう対策したり、このミカン山の上

へ上がればね、やっぱりミカン畑の荒らされやんように対策して、一生懸命に農作物

をつくってる。そういう関連の人もあるんで、そこで産業振興部長にお伺いします。 

   そういう対策的な、また一部でやってるんじゃなし、町全体で総合的にやっていた

だかんと、これは産業課、これは消防署、これは建設課だけじゃなしに、全部をひっ

くるめて、そういうドローンの対策について、対応できるようなシステムを取っても

らわんといかんと思うんですけれども、産業振興部長としてのお考えをお聞かせ願え

ますか。 

○副議長（小林英世） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   今の御質問ですけども、ことしも春からイノシシが出没したっていうことで、非常

に職員も出ていって、活動していったんですけども、なかなか捕まえられなく、追い

かけていっても、どこへ行ったかわからないっていう状況がありました。そういうと

こには、今、町中に出てきたイノシシを追跡することができると思うので、今２００

グラム以下でもドローンっていうのはできてるっていうことを聞いていますので、そ
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ういうドローンを使って、追跡していったら、このことしでもドローンがあったら、

もっと今どこを走っているとか、どこへ行ってるっていうのを空から見ることができ

たので、非常によかったんではないかなと思います。 

   また、ほかにうちの部としましては、林業の関係では、山の樹種のことを確認した

りとかもできますし、また荒廃農地とかの調査にも使えることでありますし、またそ

れから動画撮ったりとかすることで、観光にも使えていきますので、そこら辺もひっ

くるめて、とりあえず、各課でドローンを購入して、すぐ対応できるような格好にも

していけたらなと考えております。 

   以上です。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   まず、この質問についてね、総合的に町長、これ平成から言うてるように、これは

消防署、総務、建設、産業課の、この問題だけじゃない。こういうことはどの課でも、

関係のない課でも、やっぱりそこらを一致団結して、縦、横、斜めの線を統合して、

そういうことに対して、技術者を役場で育て上げると。 

   また、人命救助になれば、また消防署も特にです。こういう関係で育て上げるって

いう、こういうプロジェクトをね、有田川町に組んでいただいて、他者と、よそのこ

ういう、そういう業者との提携も大事なんですけども、やっぱりとっさのことで、職

員がすぐ現場へ行って、そういう状況を把握して、状況を伝えると。警察なり、消防

署なり伝えて、どういうふうな対処を取っていただきたいっていうこと。やっぱりこ

れ子どもさんも通学道路に出てきたり、そういう鳥獣被害が及ばんとは限らんで、こ

れもまた教育のほうにもお願いして、有田川町一体となってね、こういう問題に取り

組んでいただかんと、やっぱりこれは消防署やろ、これは建設課やろっていうことじ

ゃなしにね、全体的に消防署も建設課も産業課もということで、これ税務課も関係な

いっていうことないんです。そういうことであれば、一体になって、みんな一団とな

って、やっぱりこういう問題に対処いただきたい。これで一日も早くそういう、お金

はかかりますけどね、人命にはかえられないというふうなことで思いますんで、総合

的に町長の御意見を最後に賜りたいと思います。 

○副議長（小林英世） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   おっしゃるとおり、防災についてはね、消防署だけ、あるいは総務課だけって、こ

れはもう到底それだけではやっていけないと思います。もちろんもう全職員一丸とな

って、当たらなくてはならないということで、これからもその方向でやっていきたい

と思います。 
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   それと、ドローンにもいろいろな機種があって、非常に高価な物も大きな物資運ぶ

となればですね、本当にもう１千万円単位のお金が要るということで、現在、この地

域再生・防災ドローン利活用推進協会実は大阪にあるんです。それで大阪からここま

で来るのに、やっぱりある程度、１時間半ぐらい時間がかかるとこにあるので、その

間の時間帯をどうするかっていうことをこれからも一遍ちょっとみんなで検討してで

すね、そっから来るまでの間、いかにして長期的なことを町でできるか、これから研

究していきたいなと思います。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   だから我が有田川町もね、この神戸市、さいたま市、千葉市、摂津市、こういうと

こがね、こういうドローンに対しての対応を出していただいております。それに負け

ないようにね、今後、対策を考えていただければと思います。 

   これで、１問目の質問を終わらせていただきます。 

   そして、２問目になります。この橋のね、橋の最初、もうこれで３回目の質問にな

ると思います。 

   これはね、地元の区も頑張っていただいて、それと地元のアクティ徳田っていう町

民団体も頑張っていただいて、この話を持ち上がって、それで相手先のかける人の、

ここらにも頑張っていただいて、今、実行委員会が立ち上がっております。まずは一

生懸命に皆さんがやっていただいていますけどね、何て言うても、やっぱり町長、こ

れはね、首長さんの政治力、これに頼らずやらんっていうことで、またうちのね、町

長もちょっとここで褒めておかないかんので、やっぱり県、国への大きなパイプを持

たれております。そのパイプを１００％利用してね、やっぱり早期に夢をかなえてい

ただき、やっぱりこういう避難のときでも、片方がとまって、片方がとまらんと物資

を運んだりできると。そういうね、安全面でもやっていただきたいと。ましてや、そ

れで隣接であるね、美山、ここらのはたし、中津、ここらのはたしはね、やっぱり今

バイパスが、修理川バイパスができて、こっちの方向へ買い物にも来てると。それを、

利用で、今度はトンネルが抜ければね、わざわざこの高速を使って行かんでも、そっ

ちからこっち回って海南へ抜けるんは早い。便利面でもいいっていうことなんでね、

地元が大変期待してることなんで、この点を早期進めていきたいと思いますが、今後

の見通しをお聞かせ願えますか。 

○副議長（小林英世） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   今までのこれ必要ないさけほってあったっていうことは、一切ありません。本当に

夢の橋だと、もう前々から思っています。 



 

－７２－ 

   ただ、先頭に立って、今度はまたもう広域巻き込んで、県議会議員も、もう吉井議

員にも言ってます。入ってくれと。それで海南の県議会議員もいてます。大きなやつ

をやって、簡単には僕、行かないと思います。簡単には行かないと思います。先頭に

立って頑張る所存でございます。今後とも、よろしくお願いします。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   そらね、やっぱりこれは大きな事業なんでね、そこへ糸野バイパス、もうこれを完

成して、今度は上六川トンネル、これも完成して、あとはこの橋やということで、大

変、大きなプロジェクトが続いておるんでね、まず一言、二言で解決することじゃな

いんです。このトンネルもね、何十年とかかってやっと実現してるんで、そのトンネ

ルが完成したがゆえに、この希望している、この橋っていうのはね、大変重要な役割

を果たしますんで、今後とも、建設部もね、お骨折りいただきまして、これはやっぱ

り県、国の工事っていうような格好になりますんでね、そこらの点を要望して、この

質問を終わりたいと思います。 

   今後とも、よろしくお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○副議長（小林英世） 

   以上で、殿井 堯君の一般質問を終わります。 

   ここで、議長と交代します。 

……………通告順４番 ４番（中島詳裕）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、４番、中島詳裕君の一般質問を許可します。 

   中島詳裕君の質問は、一問一答形式です。よろしくお願いいたします。 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   議長の許可を得ましたので、４番議員、中島、通告書に基づき、一般質問をさせて

いただきます。 

   お昼が迫っておりますが、しばらくの間、御辛抱いただきたいと思います。 

   今回、私は２つの項目について、質問させていただきます。 

   まず、１番目といたしまして、本町の道路事情と維持管理についてであります。 

   町内には、町道を初め、国道４２号、４２４号、４８０号の３路線、県道１１路線

などがあり、距離にしますと、実に１，１４３キロメートルにもなるとのことであり

ます。いずれの道路も、我々地域で暮らす者にとって、大変重要なインフラの１つで

あります。国道４２号は別にして、残りの２路線は国道ですが、和歌山県の管理道路

として、町内を縦横に貫く大動脈であり、改修、整備については、まだまだ要望もた
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くさんありますが、計画的に実施していただいてるとの認識であります。 

   また、町が管理してる道路については、清水行政局管内においては、２名の方が専

属で道路管理に従事していただき、良好な状態を維持していただいてることに感謝し

ているところであります。 

   従来から、地域の方々が利用する身近な道路は、住民からさまざまな要望が区長さ

んを通じて、数多くなされているとお聞きしています。 

   また、道路の草刈りなども、自治会の協力で維持に努めてきた経緯もありますが、

山間部では、高齢化に伴い、そうした協力も困難になりつつあるのが実情であります。

清水地域に限らず、山間部の集落では、同じような課題があると思いますが、今後、

町としてどのように取り組まれるのか、お聞きします。 

   次に、県道でありますが、町内には１１路線あるとお聞きしました。主要県道で交

通量の多い区間は、整備も十分にされているようですが、一方、山間部にある県道は、

局部的な改良工事はしていただいてるところもありますが、大半は未整備の状態です。

維持管理もさんざんたる状況であります。地域で暮らす者にとって、県道であるがゆ

えに整備がおくれたり、維持管理が進まず、不便や不安が生じるとすれば、やるせな

いとの思いであります。ひとたび大きな災害などで、幹線道路が通行どめになったと

きは、大切な迂回路としての役割も担うことになります。日ごろから道路の維持管理、

状況を十分把握しておくべきと思いますが、こうしたことも含めて、町として、この

ような県道の現状に、どのような見解をお持ちであるのか、お伺いします。 

   続いて、２つ目の質問に移ります。 

   棚田地域振興法についてであります。 

   御承知のとおり、この法律は、ことし６月に制定されたばかりであります。この法

律の第１条に、この法律は棚田地域における人口の減少、高齢化の進展等により、棚

田が荒廃の危機に直面していることにかんがみ、棚田地域の振興について、基本理念

を定め、及び国などの責務を明らかにするとともに、基本方針の策定、その他、棚田

地域の振興に関し、必要な事項を定めることにより、貴重な国民的財産である棚田を

保全し、棚田地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図り、もって棚田地域の持

続的発展及び国民生活の安定、向上に寄与することを目的とするとされています。 

   かつて県下で最初に全国棚田サミットが本町で開催され、全国から多くの方々がお

みえになられたのも記憶に新しいところでございます。棚田地域を有する本町におい

て、この法律による支援策に大いに期待するところでありますが、今後、町として、

棚田地域の振興にどう取り組むおつもりか、お尋ねします。 

   これで、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 
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   中島議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

   まず、初めに町道の草刈り等の維持管理についての御質問がありました。 

   本町の町道の総延長は、約７５６キロメートルございます。路肩の除草作業、路面

の補修、支障木の除去などについて、地域住民の皆さんの御協力を得ながら、維持管

理に努めているところであります。 

   その中で、除草作業についてでありますけれども、イメージアップ事業やシルバー

人材センターの活用、集落を結ぶ集落間道路については、地元自治会に委託し、作業

を実施していただいているところもございます。 

   そのほか、担当課職員による巡回パトロール、区長さんや住民の方から通行に支障

を来たすような通報等を受けた主要町道については、担当課職員により、草刈り機や

重機などを使用しながら、除草作業を行っているところであります。 

   しかしながら、集落内の道路のほとんどにつきましては、地域住民の皆さんの御協

力によって、除草作業を行っていただいているのが現状です。 

   年々、高齢化が進み、人手不足等の深刻な問題を抱える中での活動、非常に御苦労

をいただいていると感謝をいたしているところでございます。 

   議員御指摘のとおり、特に中山間地域においては、そういった従来のような活動が

徐々に限界に来ている状況になりつつあるっていうことは、十分承知をしているとこ

ろであります。 

   今後の中期的な課題として、町道の維持管理、特に除草作業につきましては、財政

的な面も考慮しながらも、そういった状況に備えるための検討を始める時期ではない

かと考えております。 

   続きまして、県道の維持管理についての御質問でありますけれども、近年、集中豪

雨、いわゆるゲリラ豪雨のような突発的な自然災害が多発している中、特に中山間地

域で発生する道路災害においては、幹線道路が通行どめとなった場合は、議員おっし

ゃるとおり、迂回路が生活基盤維持にかかわる路線として、非常に重要な役割を担っ

ております。 

   そういった迂回路となり得る県道の維持管理の現状といたしましては、毎月、道路

パトロールを実施していただき、小規模な修繕等については、有田振興局建設部の機

動グループによる直営作業や単価契約による年間契約により、入札期日を待つことな

く、速やかな対応を行っていただいているところでございます。 

   議員御指摘のような未整備箇所の改修や除草、路面補修等の維持管理につきまして

は、その都度、県に要望してまいりたいと考えております。 

   次に、棚田地域振興法についてでございます。 

   議員御指摘のとおり、これは議員立法により、本年６月に制定、８月に施行されま

した。棚田を貴重な国民的財産と位置づけ、棚田地域の振興を国の責務と定められて

おります。 
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   また、国は都道府県の申請に基づいて、棚田地域を指定し、活性化の事業を進める

ことにしており、令和７年３月３１日までの時限立法となっております。 

   なお、棚田地域の要件といたしましては、昭和２５年２月１日における市町村の区

域であって、勾配が２０分の１以上である、一団の棚田の面積が１ヘクタール以上で

あることと規定をされております。 

   また、現在のところ、この法律による新たな補助制度等の財源措置は数少なく、国

の各省庁が横断的に取り組み、既存事業について、指定地域は優先的に採択されると

のことであります。 

   有田川町においては、県との協議の上、まずあらぎ島を含む旧八幡村区域について

指定申請をしているところであります。 

   今後、国において指定された後、町を初め、関係団体により、指定棚田地域振興協

議会を組織し、具体的な方針や活動内容を検討していくこととなります。その他の地

域についても、今後、随時検討を進めてまいりたいと思っています。 

   この棚田地域振興法は、これするさけこんだけお金やらっていう、そういうもんじ

ゃなくて、まず県が、ある地域を、県が国のほうへ申請すると。見てみていただいた

ら、その地域の関係の方々で協議会っていうのをつくっていただいて、この地域はこ

んなにしたいんやこんなにしたいんやっていう、いろんな意見をいただいて、それを

また国に出していくっていう法律でございます。 

   特に、この法律で、協議会つくったことについては、各省庁にまたがるんですけれ

ど、もしその要望があれば、最優先で、これは採択するという方向で今、調整をして

いると聞いてますんで、できるだけ早く、まず一発目の八幡村地区の協議会を国で指

定されれば、つくっていただいて、この地域の棚田どうして守っていくんか、またこ

の地域、どんなやったら活性化できるんかっていう方法をきちっと進めていってもら

いたいと思っています。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   どうも御答弁ありがとうございました。 

   再質問をさせていただきます。 

   道路に関係する御答弁いただいたんですけども、町道でも非常に利用度の高い主要

幹線道路については、おっしゃるとおり、維持管理の面でも相当頑張っていただいて

いるというふうに承知しております。 

   ただ、先ほど答弁の中にもありましたように、集落内の町道、これ各自治会が生活

道としての重要性にかんがみて、一生懸命、維持管理に努めていただいていると思い

ます。 

   ただ、ここに至って、山間部の集落においては、なかなかもう限界集落と言われる
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ぐらいのところについては、高齢化や人手不足で、なかなか維持するのも困難になっ

てきてる状態もあると思うんです。 

   ですので、そういう分については、もう少し、答弁の中では、全体的には中長期的

な課題として、今後検討していくというお話でしたけども、そういうところも、もう

既にあるということで、速やかに対応と言うか、支援を考えていただきたいと思いま

す。その点だけ、町長、１つ。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   集落によってはですね、もうそういう時期に来てるっていうことも、承知をしてお

ります。特に清水地域の集落というのは、非常にこう１つの区が非常に広いとこがあ

ってですね、とてもこれはもう区民だけは対応できないというところもあると聞いて

おります。そういうとこについてはですね、しっかりと工事を入れて、整備をしてい

きたいなと思っています。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   ありがとうございました。よろしくお願いしときます。 

   それから、維持管理に関連しての、ちょっと質問をさせていただきます。 

   これから冬場になりまして、山間部では積雪、凍結というようなこともたびたび起

こると思います。そのことに関しては、どういうふうな対応を考えられているのか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   山間部の冬期の路面凍結対策については、毎年ここが凍結するであろうというよう

な箇所につきましては、町の職員が直接、道路際に持っていって、設置をしておりま

す。 

   また、天気予報とかによりまして、明日から大雪が降るというときには、山間部の

区長さんにお願いして、塩カルをまた多目に配布させていただいております。 

   また、近年、大雪のときもありまして、平成２６年、平成２９年、平成３０年につ

きましては、大雪で、とても塩カルだけでは対応できなかったので、業者を雇って除

雪をしたこともございます。 

   いずれにしましても、凍結箇所をある程度把握できておりますので、その箇所を重

点的に何らか対応してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 
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   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   ありがとうございます。 

   日ごろからですね、そういう積雪や凍結に対して、塩カルを配布してというお話な

んですけども、山間部、特に積雪地帯というのは、本当にこう消滅集落、これは言い

方はちょっときついかもわかりませんけども、そういうふうな様相を呈するところも

あります。 

   ですので、平時から地元の建設業者さんなんかと、きちっとこう協定をして、そう

いうときには速やかに現場へ急行していただいて、対応してもらうというようなこと

は考えられませんでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   土砂災害で道路が通行どめになったときも同じでございますけども、ある程度、こ

の地区にはこの業者っていうのは、町では決めておりまして、その業者に応援をして

もらうということは可能でございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   そういうことでしたら、それでよろしくお願いしたいと思います。 

   続いて、１つ、町道の、町道には当然、予算の関係なんですけども、交付税措置が

されているというふうにお聞きしております。今年度の当初予算で維持管理費を見て

みますと、前年度比から大幅に減額になっております。その原因たるは何か、ちょっ

と教えていただきたいんです。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   減額になっておるというのは、いわゆる工事請負費、維持補修の工事の部分につい

てだと思うんですけども、町道の管理の中には、職員の給料もありますし、すべて含

まれております。その辺自体は減額にはなっておらないのですけども、工事請負費に

ついては、ほかの予算との兼ね合いで、減額になっております。 

   また、去年、平成２９年度ですかね、その年には、何年かに１回なんですけども、

ある程度、要望がもうできない部分が残ってまいりますので、補正で対応していると

きもあります。それから比べたら、当初の予算というのは、かなり減額しているとき

もございます。 

   以上です。 
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○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   予算を組む中では、大変苦労もされてると思うんですけども、道路の維持管理費と

いうのは、やっぱりこう町民の方も、非常に注目するところかなと思います。 

   区長さんの要望の中にも、道路関係の要望も多々あるというふうにお聞きしており

ます。 

   そんな中で、以前は大体９，０００万円ぐらいの維持管理費を予算計上してたとい

うふうにお聞きしております。それがだんだんだんだん減ってきている。 

   しかしながら、現場は非常に維持管理費の増額を、要するに経費が要っている状態

になってきてると思うんですよ。 

   ですので、もう少し予算編成で、ことしも当初予算は２％のマイナスシーリングで、

配分枠を設けてつくられたというふうに聞いていますけども、こういった道路関係の

維持費なんかというのは、非常に大事なことだと思いますので、余りそういうふうに、

こう地域からの要望を翌年度回しとかっていうんじゃなくて、できるだけ当年度で要

望に応えられるように考えていただきたいと思うわけです。その点、予算の関係で、

総務政策部長。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   予算の中では、やはり町としては、全体的に、やはり予算を見た中で、やはり予算

配分というのをやっていく必要があるかと思います。 

   そんな中で、やはり優先順位の高いものから優先的にやっていく。そういうことを

やっていく中で、どうしても、やはり先ほど鈴木部長もあったように、かなり長い間

御辛抱をいただいてる予算とかは、そういうふうな何年かに１回、またそういうふう

なところを見直したりとかという、っていう形でですね、やっていく必要があるんじ

ゃないかなとは思っています。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   それも１つの方法かもわかりませんけども、やっぱりこれはね、毎日利用している

地域の人だけじゃなしに、町民、また町外の人も利用する道ですので、それを地域か

らこういうところを直してほしいよとか、改良してほしいよということについては、

やっぱりそれはもう速やかにできるように、せめて前年の予算と同じぐらいの部分で

計上できるような形を望むわけなんですけれども、総枠の予算の中でやるという中に

おいては、シーリング係は当然それだけの分が減らざるを得ないっていうことになり
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ます。 

   ですので、経常経費の中で、それをきちっとこう位置づけて、それについては維持

するんだというような考え方にはならないのですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   やはり、先ほども申しましたが、全体的に町の予算、いろんな分野がございますの

で、そんな中で、やはり優先順位をつけながら、財政が持続的に運営することが可能

な形でですね、やっていく必要がございます。 

   そんな中で、中島議員の御意見も聞かせてもうた上で、町長の判断を仰ぎたいと思

います。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   町長、その点どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   先ほど、部長言うたようにね、予算というのも総枠で各区からすごい量の要望書挙

がっています。もちろんそれ全部聞いてあげたら一番ええんです。とてもとても財政

的にはそういうことにならないんで、今のところ、しばらくの間２％のシーリングか

けてやらざるを得んのかなという思いをしてます。 

   ただ、道路っていうのは非常に大事なことで、もし危険なことが起こるようであれ

ば、これはもう補正でも組んで対応させていただきたいなと思います。 

   ただ、予算的には非常に厳しい財政の中で、総枠でいろんな要望をお聞きしていく

中で、やっぱり道路予算だけ突出するっていうわけには、今のところいかんのかなっ

ていう。 

   ただ、危険を及ぼすようなことになってくれば、補正を組んででも対応をさせてい

ただきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   重々、内容もわかるんですけども、できるだけ積み残しの、何年も積み残してでき

ないというような状態はないように、図っていただきたいと思います。 

   それから、県道に関してなんですけども、県道は、これ監理者は県ですので、とに

かくひたすらお願いする以外ないんですけども、御承知のように、主要県道はそれな
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りに整備もしていただいてるようにお見受けします。 

   ただ、清水地域にもたくさん県道が通っております。本当にこう幅員も狭く、カー

ブも急なところで、いろいろ、先ほど道路パトロールもしていただいてるし、小さな

ものについては、道路保安員さんが整備に当たってくれているよっていうことですけ

れども、以前でしたら、たくさんのそういう道路保安員さんもおられたけど、聞くと

ころによると、今もう有田管内に５名しかいてないということで到底、枝谷の小さな

県道の整備まで難しいんではないかな。 

   しかしながら、町道であれば、集落と集落を結ぶ県道は１級町道のような重要な路

線になってることも事実なんです。 

   ですので、その辺については、現場を調査するのもしかりですけども、一度ですね、

県のほうに、そういう毎年、区長さんの要望、県道に関しても、町を通じて建設部の

ほうへ挙げていただいてるというふうなお話なんで、要望書というような形で、しか

と現場洞察を含めて、対応をお願いするようにしていただけないかなというように思

うんですが、その点、町長、お答え願えますか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

  特に、清水の県道については、非常にこう防災的な面、迂回路とかの面もかねてます

んで、それはもう県に通じて、もう毎年のように要望はやっています。拡幅をやって

くれとか、直してくれとか。でもなかなか思うように進まないのが現状でありますん

で、徐々にはよくなってきたんですけど、今後もそういうことについては、県にもう

毎年のように要望はしていきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   しつこいようですけども、ことしですね、有田、国道４８０号、４２４号も一緒だ

と思うんですけれども、まだ道路の草刈り１回しかしてない。聞くところによると、

年末までにしてくれるという。 

   幹線道路以外の県道については、もうしないと。なくなったんやというようなお話

です。どうにも切り捨てられているような思いがしてならないんですけども、その点

も含めて、また強く県のほうにお願いをしていただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   国道４２４号と４８０号あるんですけれども、４８０号もですね、知事はもうとに

かく高野山まで早くバスを通したいという思い、一心でですね、今度、緊急防災の特
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別事業の予算もたくさん、うちの町にもきちゃうし、そっから向こうの花園、狭いと

こにもたくさんついてきてます。それで４２４号にも結構ついてます。 

   それで、県はとにかく高野山までバスを通したいという思いが、知事も強いんで、

これからもしっかりと、一日も早く高野山まで大型バスが行けるように、陳情をかけ

ていきたいと思っています。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   道路関係の質問は、これで終わらせていただきます。 

   続いて、２番目の棚田地域振興法についてですけれども、この法律が６月にできた

わけなんですが、先ほど町長もおっしゃられましたけども、私これ、やっぱりこれで

きたのは、二十数年にわたっての全国棚田サミットとかっていう開催を通じて、棚田

地域のいろんな問題が提起されたことも１つの要因かなと。 

   そして、また現在、全国のある棚田が非常に消滅の危機に瀕しているというような

危機感の中から、この法律が制定されたというふうな思いを持っております。 

   この法律ができたからといって、何ら補助金がふえるわけではないというのも認識

しております。 

   ただ、この法律で、いよいよ町として、あらぎ島を中心とした八幡地区の指定を申

請をしていただいたということは、我々、地元のもんとしては、非常に励みになるこ

とだと。これからいかにして、そういう棚田を保全とか維持に、関係集落も巻き込ん

でどんなふうに取り組んでいくかって、自分は一番重要なことだと思う。 

   その点で、担当部長に、その辺の、どういうふうに取り組んでいこうとされるのか。

お聞きしたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   この今さっきもありましたけども、棚田を重要な国のものだということで、この法

律ができましたので、ただ、今、中山間での特別支払いとかでもいろいろ、何とかこ

の棚田をなくさないように、田んぼを維持していけるようにというふうにしている中

でも、だんだんだんだん厳しくなってくるっていうところが実際なので、この事業に

つきましては、今度も３つの棚田がありますけども、棚田のおのおのの問題がいろい

ろとあると思いますんで、そこら辺を地域の人とか、もちろん町も県も入って、また

棚田のこの件では、国のほうにもコンシェルジュの人がいてるっていうことなんで、

その人とかも話を聞きながら、協議会で参加してもらいながら、地域の棚田、棚田に

よっての問題点とかを解決できる方法を考えていって、何とか今以上の棚田の持ちこ

たえっていうことをやっていきたいと思っています。 
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   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   いろんな関係者によって、棚田の現状、課題を整理して、協議会の中で十分協議さ

れて、新たな棚田の活動計画というものを策定する運びになるんだと思うんですけど

も、実際、申しまして、棚田は個人のものでありますけども、今回この指定を受ける

に当たっては、やっぱりこう町として、貴重な財産だという思いの中で、活動計画を

策定するに当たっても、いろんな人の意見集約に努めていただいて、やっぱり行政が

先導して、そういう取り組みを精力的にしていただかなかったら、これ令和７年度ま

での事業ですので、その中でいろんな今まである既存の事業を優位に活用するという

部分と同時にですね、新たな有田川町版のそういう事業もつくって、それが国からの

支援も得られるというふうにもなると思うんです。 

   ですので、真剣に取り組んでいただいて、円滑な事業で、県下、棚田はたくさんあ

りますけども、有田川町が優良事例となり得るような取り組みをお願いしたいと思い

ますので、その辺、再度、意気込みを聞かせてください。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   もちろん今ある米をつくって売るというだけではなく、地域、地域により、棚田、

棚田によって違うので、それを、いいところを生かして、今でもいろんなことをやっ

てるところもあるんですけども、それを全国の例とかも、いろんなことを教えてもら

いながら、よりよい協議会にして、実行していけるように努めていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

◯４番（中島詳裕） 

   最後になりましたけども、この事業を円滑に進めるために、国のほうも地域振興の

コンシェルジュっていうのを、制度を設けております。自分らでできることっていう

のは、限られてくると思うんですよ。特に事業化というものを見据えたときには、や

っぱりこう上部機関とのパイプ役として有効に働くと思いますので、そういう人らの

調整も含めて、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。もう答弁は結構でご

ざいます。 

   以上で終わらせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、中島詳裕君の一般質問が終わります。 
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   しばらく休憩いたします。 

   １３時２０分より再開をいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １２時２０分 

再開 １３時２０分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開します。 

……………通告順５番 １１番（佐々木裕哲）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、１１番、佐々木裕哲君の一般質問を許可します。 

   佐々木裕哲君の質問は、一問一答形式です。 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   １１番、佐々木裕哲です。議長の許可が出ましたんで、一般質問をさせていただき

ます。 

   今回、私の質問は、１項目についてであります。 

   今回、観光問題についての質問は、議員９名質問中、４人が質問されております。

これだけ観光について、同僚議員も思いが私と同じで、あるんじゃないかなというふ

うに感じております。 

   まず、私の質問は、有田川町の観光絶景スポット、コスモスパークの維持管理につ

いてであります。 

   この質問は、一昨年、１２月議会で質問しましたが、再度質問させていただきます。 

   皆様方も、何回か行かれていると思いますが、鷲ヶ峰コスモスパークは、コスモス

の開花時期は１００万本のコスモスと、また時期を問わず、８５６メートルの展望台

からは、有田川町吉備地区、並びに湯浅方面から海南、和歌山方面、天気のよい日は

淡路島や四国、神戸方面まで望むことができる関西きっての絶景を望むことができま

す。 

   また、夜景もすばらしく、来てくれる人々の心を魅了してくれるパークでございま

す。 

   さて、このコスモスパークは、旧吉備町当時、整備されたと思うのですが、つくら

れて何年経過しているのか、お聞きしたいと思います。 

   この整備された当時を知る職員も、もう少なくなり、議会議員でも、もう亀井議員

だけしかおりません。建設された当時からの思いもだんだんと薄らいでいくのではな

いかと心配しております。 

   次に、公園への年間来園者の数は何人であるか、お聞きしたいと思います。できれ
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ば年間を通じても知りたいのですが、調べてる限りのことを教えていただきたいと思

います。 

   続きまして、３番目のことで、日ごろの管理運営は、どのようにしているのか、具

体的にお答えください。 

   ４番目に、近年、コスモスの開花状態が、私も何回も行くわけなんですけども、非

常に年々悪くなってきております。この咲きぐあいが悪くなっている原因は、執行部

はどのようにとらまえているのか、それもお聞きしたいと思います。 

   次に、来園者の感想、これはいろいろ口コミとか、いろいろあるんですけども、商

工観光課として把握してるのか。それもお聞きしたいと思います。 

   最後に、進入案内板の改善策はどのように考えているのか、お聞きしたいと思いま

す。 

   以上、６項目について、よろしくお願い申し上げます。 

   以上で、１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、佐々木議員の質問にお答えをさせていただきます。 

   まず、公園整備につきましては、何年ごろしたのかっていう話でございますけれど

も、これは昭和６０年、ちょうど旧吉備町が合併して３０周年のときにですね、町の

花がコスモスっていうことに決定して、交流促進に取り組むため、町の最高峰の鷲ヶ

峰にコスモスパークを整備したと聞いております。 

   その後、平成１２年度に風力発電設置、設置の際に一部、公園を改修して以来、軽

微な補修や土どめのさくの補修、風の館への進入路の改修等を行い、近年では、観光

協会が補修整備を行ってくれております。 

   次に、公園への年間来園者数につきましては、本年度は４月から１０月までに１万

５９１人、昨年同月比で４１２人の増となっております。 

   日ごろの管理運営はどのようにしているのかという御質問でありますけれども、コ

スモスパーク花壇部分の耕うんや種まき、かん水、除草作業はコスモス作業所に、コ

スモスと風の館については、基本、４月から１０月までの開館で、シルバー人材セン

ターに委託をしております。 

   その後、風の館休館期間中は、１１月に６回、１２月に２回、翌年１月から３月ま

では月１回、シルバー人材センターにお願いをして、外のトイレ清掃や公園内の掃除

をしてもらっております。 

   次に、コスモスの開花状況が悪い原因は把握しているのかにつきましては、これい

ろいろ原因あると思います。多分、大きくはですね、こう永年でつくってて、忌地に

なってきちゃう部分もあったりですね、また雨の不足やイノシシによる被害も多く、
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最近では、相次ぐ台風で花が散ったりすることも多いのですけれども、１０月中旬に

はいつも満開で見ごろとなっております。 

   ここもう今、実際言うて、風雨で、表土って言うんかな、あれがもうこう流されて、

今もうほんま石ころばっかりになってる。これも大きな原因と違うんかなという感じ

をしております。 

   それから、来園者の口コミキーワード等を把握しているのかにつきましては、委託

先のシルバー人材センターさんを通じて、よく話を聞いております。 

   道路幅が狭いとか、来客が多いときの交通誘導等の対応について、またナビを頼っ

てくると、細い道を案内されたなど、聞いています。 

   また、コスモスパークで食事等できないのかと、残念がられるところも多々ありま

す。 

   逆に、景色がとてもよかったや、花の最盛期が終わっても、景色と風が気持ちいい

のでよかった。こういう意見も言ってもらえたりしております。 

   進入案内看板につきましては、今年度において新たに看板を１０カ所設置しました。 

   また、古くなっている看板も２カ所、新たなものにつけかえております。 

   また、ナビゲーションシステムの案内で細い道を案内されたということはよく聞か

れます。ナビゲーションシステムのもとの地図を統括している日本デジタル道路地図

協会にも、二度報告はしていますが、どうしても古いナビシステムやスマートフォン

等のアプリケーションでは対応できないため、最短距離を案内され、結果として細い

道を案内されてしまうようであります。看板を要所に設置していますが、ナビシステ

ムを信じて行ってしまわれる方が多いのが非常に残念であります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   では、再質問させていただきます。 

   町長に、全般的に６項目について、大体、細部ではないですけども、大まかな回答

をいただきまして、どうもありがとうございます。 

   それでは、細部にわたって、またちょっと質問させていただきます。 

   まず、１問目の公園整備は、町長も今、言われたように、昭和６０年、旧吉備町３

０周年記念行事として取り組んだと言われていますが、もう３５年前、ちょうど坂井

町長の当時だったと思います。確か旧吉備町は、シンボルは花、コスモスと風、あれ

は確か風力発電だったと思うんですけども。に決定し、町のシンボルタワーとしては、

風力発電は、当時としては非常に珍しく、風力発電が顕在して、それで風車で電気を

起こしているということで、大勢の方が詰めかけて、私も何回も見て、大きな羽根が

回って電力起こしてるんやなというようなことで、もうほんまに感動をしたわけなん
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です。 

   それと同時に、あの広大なコスモス畑の開花の美しさっていうのは、今日まで維持

管理、されているんですけども、今後とも、町として、もっと強い思いと力で維持、

整備すべきだと、私はそのように思っております。商工観光課として、どのような考

えを持っているのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

  産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   コスモスパークにつきましては、毎年、毎年、大勢の方が来てくれまして、部のほ

うへもお客さんからの問い合わせとか、まだ満開、どれぐらいになってるのとかって

よく聞かれて、もう半年ぐらいの間は、もうよく聞かれる状態になっています。 

   それで、これからもお客さんにはもっと来ていただけるように、これからも畑の関

係のところも、今でも耕うんして天地返ししたりとかもしているんですけども、さら

にもう古いというところで、またここで一度、考えていかなければならないのかなと

思っているところです。 

   また、案内板につきましても、ゴルフ場のとこからの道をそのまま細い道に入って

きたりとかしているところがありますので、それについても、お客様が来てもらって、

いろんな迷惑をかけて、嫌な気持ちで帰ってしまうっていうことのないように、今後

取り組んでいきたいなとは思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   部長も全般的なことで、いろいろちょっと述べられましたけども、これから細部に

わたって質問させていただきます。 

   次の来園者なんです。公園への４月から１０月まで、約７カ月間で調べてるだけで

１万約６００人ぐらいと。昨年よりも４００人ほど余り、さっき町長がふえていたと

おっしゃっていたわけなんですけども、もっと来客を来てもらう方法をちょっとお聞

きしたいんですけども、私の考えでは、もう少し、もっとこの有田川町のシンボル的

な公園でございますので、ＰＲすべきではないかと、そのように思っております。こ

の、あそこへ来ていただいた方、あそこだけでそう何時間もずっといてるわけでござ

いませんので、この地区だけの、周辺だけのね、例えば明恵峡温泉とか次の滝とか生

石山公園とか、いろいろほか、清水へ上がれば、またいろいろ観光地もたくさんある

んですけどね、そこでお聞きしたいのはね、この風の館にね、もちろんあそこ来れば、

あそこのパンフレットは置いてると思うんですけどね、果たしてね、ほかの先ほど言

うた、あそこへ明恵峡温泉やとか次の滝やこう行ったら次の滝へ行きますよとか、こ
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こから行けば生石山行けますよというようなね、パンフレットを持って帰ってもらう

ようなことをしているのか、そこをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   今おっしゃられたように、パンフレットとかは風の館の中には置いております。 

   また、来園者の方も、今シルバーさんがいてるときに計算されたものであって、滞

在してないときには、まだ大勢の人が来てくれていると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   パンフレットを置いてるって言うんですけど、どんなパンフレット置いてますか。

私もいろいろ見てるんですけど、有田川町全体のあれは確か置いてあったと思うんで

すけどね、どんなパンフレット置いてます。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   有田川町全体のパンフレットや温泉施設のパンフレット等、置いております。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   私ね、置いてくれてあるって言うし、ちょっと若干ずれがあるんですけどね、観光

課というのは、産業振興部へ観光課を特別に置いてるんですね、職員も何人か張りつ

けて。ここが僕はね、観光課の仕事やと思うんよ。このあそこのコスモスだけを私、

言うてるんじゃないですよ。パンフレット置いてあるんやけど、それだけではあかん

のよ。置くんだったら誰でも置くんよ、置いといたらええんやで。それだけではあか

んっていうことを私、言いたいんです。その意味わかってくれますか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   パンフレット、そら置いておくだけでは、お客さんが持って帰ってくれるかどうか

っていうのはわからないので、それだけでは済まないとは、私も思っています。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   そこでね、１００部置いてあったけども、今回いたら、５０減ってくれちゃらよ、
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７０減っちゃらよということになればね、減ったさけそこへ必ず行くとは、温泉入っ

てくれるとは、そら限られませんよ。 

   しかし、持って帰ってくれるっていうことはね、一応、大なり小なり見てくれるわ

けなんですね。見てくれたうちの何割かが、ひょっとしたら行ってくれるかもわから

ん。 

   しかし、持って帰らなんだら１個も行かんかもわからんわな。僕はそこを言いたい

んです。 

   それで、大体そこが目配り気配りやということを私は言いたいんです。その点わか

ってくれますね。わかってくれたら、もう次の質問入りますけど、どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   わかりました。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   わかってくれたんで、次の３番目の管理の件です。 

   日ごろの管理については、花はね、コスモス作業所に管理していただいてるという

ことと風の館はシルバー人材センターに委託されてると言われましたがね、私ちょっ

と言いたいのはね、もちろんあの方らはちゃんとやってくれています。 

   しかしね、商工観光課としては、任せっ切りではなくね、何か任せっ切りのような

感じがするんです。あの方らは一生懸命やってくれてますよ。もちろんやってくれて

んねやけどね、もうあそこへ任しちゃんのやて、委託しちゃんのやて。それだけでは

あかんっていうことよ。 

   というのはね、コスモス作業所の方もね、さっきも町長言われたように、耕うんし

て種まきしてかん水、水やったり、除草作業やったり、こら本当によくやってくれて

ます。私この、あそこの職員とも何回も話、この前からもこれ聞いております。最近

もこの質問に当たって、また再度、向こうの事務局の方といろいろ話したんですけど

ね、本当にようやってくれてますわ。 

   それで、この、僕もこのシルバー人材センターの方と、それでコスモスの方は、コ

スモスは、花の管理はコスモス作業所の方ら、あそこの関係してる方が一生懸命やっ

てくれてんねんけどね、あれ、町長もさっきちょっと言うたようにね、あれなぜ咲き

ぐあい悪いんよと。最近、昔に比べて、部長も知ってると思うんやけどね、咲きぐあ

い非常に悪いです。と言うて、これ佐々木さんね、一遍見てな、僕もあっと思ったん

や。何と見たら石ころばっかりや。というのは、あれできて３５年、その間にどれだ

け土を何回入れたんか、足したんか知りませんよ。 
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   しかし、石ころばっかりで、こんながらばっかりやいしょ。そこへ種をまく。もち

ろん肥料もやる。これ僕、肥料やってないんやったら商工観光課へ僕は言わようって、

そう言うたんよ。いや、やってるんですと。 

   ところがね、下が、もう岩盤、石ばっかりで土が少ないために、種をまいても、そ

の石ころの下へ入り込んでくると。そしたら芽が出てくると。大きな石がこの上にあ

ると。そしたら根が頭つかえるんで、横向いて今度は行くと言うんやと。そっから一

たん折れてからまたこう上がるんやというような、そういう状況の中であるんでね、

結果的には、コスモス作業所の方は言うのにはね、これもう新しい土入れてください

よということを言う。それか、それでもお金かかるって言うんだったら、一度ユンボ

でも掘ってね、ただ天地返しするだけじゃなしに、あの石ころとか、できればユンボ

でもすくったら、こう、がっがっとゆすったらね、大きなとうしみたいなんあるんで

すけどね、とにかく石ころだけでも取ってくれと。そしたらここは数年はまたもとの

ような花が咲きますということなんです。 

   そういうことでね、ただこれからね、いろいろこのシルバーの方も、もういろいろ

話聞いたらね、電話での対応、さっきも言うたように、ナビがどうとかかあとかって

入っていかれへんもう電話で話してもね、そこ曲がれ、そこ曲がれって言うても、ど

こ、その人はどこっていうことをはっきりよう言わんさかいな、もうそれで対応で、

もう非常に困ってんねんというようなことも言われていました。 

   これね、担当課としてはね、いろいろね、シルバーの方、またいろいろコスモス作

業所の方にね、アドバイスをしてあげてほしいんよ。それでするべき、執行部はする

ということをね、私このここのところ、一番ね、言いたいのはね、実態を見てほしい

んよ。必ずそんなに言うたらわし行っちゃうよって言うかわからんけどね、１回や２

回行ってもあかん。これ一遍、土ね、土、種まく前と途中、そして咲いてる満開時の、

それでまた後でもかまんね、少なくとも私、３回ぐらい見てね、実態を見やんことに

はね、あの咲きぐあいは解消できません。さっき、それでね、そういうこと。 

   それで、もう１個、これシルバーの方が言われるんやけどね、あそこへね、団体で

ね、年に大体１０台ぐらい、マイクロバスで上へ上がってきてくれるらしいです。マ

イクロバスもピンからキリまでありますけどね、そうするとね、あそこ、桜のあれで、

何か整備事業で上、桜、下はきれいにシルバーの方、私ら刈らしてもうてんねんとい

うこと言うてましたわ。 

   しかし、上の木は切ってませんって言うてはったわ、言われてないんで。 

   ところがね、マイクロバスの天井つかえるんやて、がりがりがりがりするんやて。

そしたら運転手さんがね、これ何とかしてくれよと。傷ついてしゃあないんやと。こ

れ無理にしかし、あそこまで来たら、もう行ってしまうんやっていうことであるんで

ね、僕これ言いたいのは、シルバーは任せちゃるというだけじゃなしに、自分らもち

ろんあんた行けっちゅうじゃないで、あなたが行けって言うんじゃないんやけども、
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一遍この木だったらマイクロバス来たらつかえるなと言うたら、誰かに言うてでもあ

がらでも切ってでもかまなこんなもんな。それのことをやって、日ごろの管理、管理

っていうのは、目配りや。それをやってほしいっていうことなんです。わかってくれ

ますね。それを一遍、それは実際、一遍うそかほんまか、シルバーの方に聞いてごら

んなさい。もうはっきりとそう言うてました。 

   それで、それとね、トイレなんです。休館中に月１回って言うてましたね、掃除し

てくれるって。 

   ところがね、月１回の掃除だったらね、ああいう公衆トイレっていうのは、ちゃん

としてやってくれたらええんやけども、中には汚物を残して、汚いようにしてるとき

もあるらしいです。 

   そういうことでね、とにかく汚いということを任せちゃるんやて月１回してもうち

ゃるんやてそれだけではあかんのよ。実際に執行部の方が、職員が行っておっ汚いな、

これ汚いなと思ったらよ、職員みずから、そんな別にシルバーら呼ばんでももう水で

流せるんだったら流してくださいよ。それが仕事やいしょ観光課の。と言うて、トイ

レばっかり掃除せえって言うんじゃないで、見回らんからそんなことわからんの、気

つかんのよ。 

   まず、それでね、任せっ切りじゃなしにね、もっとようなんどったら観光、観光っ

てよう言うわ、観光、観光っちゅうて。物すごい言うけどね、まず足元からきれいに

してくれな、足元からきれいにして、お客さんを、あのコスモスへ、どこでもかまん

よ、来てくれて、きれいにしたらね、また来てくれるのよ。あんなとこら行ったら、

もうトイレもできんぞというようなことになったら困る。それはしかしね、シルバー

には関係ありませんよ。シルバーは、わしらは月に１回しかっていうことであんねん

けども、２回、３回行け、４回行けって、そんなこと言えません。それは日ごろの管

理の商工観光課の業務やと思うんで、その点、小まめに見回ってほしいということで

す。 

   それでね、今こう、ちょっときついような言い方しますけどね、今ここへ座ってる

あなた方、町長以下、部長、部課長ありますね、あんた方を見回りに行けって言うわ

けじゃないんよ。これ組織でできてるでしょう。あなた方は管理職でしょう。管理監

督するのはあなた方の仕事やで。担当課の職員にやな、一遍ちょっと時間あったら一

遍コスモス見てきてくれよ、どこ、生石山一遍見てきてくれよ、次の滝へ一遍ちょっ

と見てきてくれよと言うて、見に行かすんがあなた方の仕事やで。それをやってほし

いんよ。 

   まず、そのことについて、あなた、部長、どういうように思いますか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 
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   先ほど言わせてもろたように、うちの部、課のもんでは、もちろん開花が始まった

ころからは、もう何度となく行ってるんです。 

   それから、ほかのときにでも、凍ったりもすることもあるんで、水についても時々

見に行ったりとかはしているんです。 

   トイレも、もちろんそのときは行って見てきてるんで、月に１回出て、もうそれで

済んでるっていう気持ちでは、仕事はしてないんです。 

   ただ、言われるように、回数が多かったさけっていうて、それができてなかったら、

何で行ってるんかっていうことがわからないんで、今後はそこら辺も十分注意して、

見ていくのは、何のために行くんかっていうのを、花の開花だけを見てくるだけじゃ

だめやっていうことは、多分わかってると思いますが、今後もそれを気をつけて、行

っていく、今まででも行ってこいとは言ったことはないんですけども、自主的に行く

ようにはしていますが、今後もさらに今おっしゃられたように、注意して取り組んで

いきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   そういうことで、ちょっときついことを言いましたけどよ、きめ細かな、一つ見守

ってください。それで自分できなんだら、おい、ちょっと悪いけど、あれもう一遍ま

たちょっと何とかしょうらよとか言うよ、そうやって任せっ切りじゃなしに、任せっ

切りって言うたら、何かちょっと語弊ありますけどね、そういうことで、きめ細かな

ことをやってください。やっぱりね、どこ行ってもね、トイレがもう汚かったらあか

ん。トイレ、わざとそれで汚のうする人も中にはあるらしいんです。実際、僕それ聞

いたよ。わざと、何であんな便所の仕方するんかなというようなことね、常識で考え

られんようなことをしてね、それでもうほったらかしで帰るというような、中にはそ

んなごくまれな人もあるということも聞きましたんでね、一つ、その点やってくださ

い。 

   そして、もう余り時間ないな、４番目の開花状況なんですけども、先ほど言いまし

たように、石ころが、もうとにかく土が入れてないんでっていうことであるんで、そ

の点、これ町長、一つお願いできますか。町長、ちょっと。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   多分、さっき言うたように、そういうことが原因だろうと思う。 

   それで、一遍にでもようせんけど、試験的にでもですね、今度の播種前に、一部で

も土をちょっと入れて、様子を見たいなと思います。 
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○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   次に、今度は口コミの件です。 

   これ、口コミっちゅうのは、今、物すごいね、重要視で、これ何でかって言ったら、

ネット、インターネットとか、いろいろありますけどね、これいい方向でええで、え

えで、物すごい咲いてるで、あんな絶景ないで、中にはこれ書いてくれてますよ。や

けどね、道が狭い、あんなとこ行くもんじゃないというようなことも中に、悪う書か

れたらね、もう行こかと思ってたけど、もうやめとこかっていうふうになるんです。

これ、この部長に聞くんやけども、このネットとか、これは役場ではあんなとこ開け

ないと思うんですけど、この役場のパソコンでは。家のスマホとか家のパソコンで、

この口コミ見たことありますか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   見たことは、何遍もあります。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それやったらいいんですけどね、これもね、見たさけちゅてそら中にはね、それが

１００％正しいんか、どんなに書いてるか、それは私は１００％は信用しませんけど

ね、しかし書くっていうことはね、やっぱりそれなりのことがあると思うんです。 

   それでね、僕はこれちょっと質問する前に、ちょっとことしの、ことし１０月のあ

れですわ、投稿ですわ。昨年はマップ、アプリマップ、あれやな、ナビとかあんなん

で、アプリマップを頼りに向かいましたが、細いミカン畑に迷いました。途中で断念

しました。もう帰ってきました。ことしは道路のわきの標識を頼りに、ようやく到着

しましたって、こんなに書いちゃんのやな、もう簡単に書いちゃう、もう一人の人は

ね、車で海南側から行きました。有田東急ゴルフ場、道が狭い。すれ違いするので、

できないのならもうあそこ通るなっていうことを書いてくれてあんねんな。もうこれ

は恐らくがちんこやって、対向でけへんさけな、そういうことを書いてあんねんね。 

   ほんならね、またもう一人の人はね、山頂の道の、山頂まで行く道のりはね、細く

て大変ですと。 

   しかしね、この山頂の眺めは非常にすばらしいって、こんなええとこないって、こ

う書いてくれちゃんのやな。これしかし、こんね書いてくれたらね、そらもう物すご

いええＰＲになると思うんや。そしたら、これいいねしてますわ、わかる。いいね、

いいねっていうやつな。もうこれ皆入れてるんです。 
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   そういうことでね、この口コミが非常に大事であるんで、部長もほかのここの座っ

てる皆さんもね、たまにね、コスモスとか、これはもうコスモスだけじゃないで、あ

らぎ島とかね、そんなとこもね、ネットでぴっと出したら、ぴっといろいろ口コミっ

ていうのは出てきますんでね、こんなこと書いちゃんのやな、こんなこと書いちゃん

のやなということで、一つ参考にしてください。これはもうこれで終わりです。 

   最後の質問です。 

   この進入案内板です。１年前に質問させていただきましたね、そのときにね、これ

ほんまに部長ようやってくれはった。早速、案内板つけていただきましたね。１０カ

所、新しく設置したやろ、してくれたやろ。ほんならそれについてね、特に有田イン

ターから田口経由で、あの案内板は非常によいって、シルバーの方も物すごい褒めて

くれちゃったわ。あんなにしてくれたらね、田口からの案内はもうほとんど苦情が出

やらんだと。今までやったら賢へ上がってみたり、船坂へ上がってみたりしてね、ミ

カン畑へ入り込んでしもて、偉いええセルシオとかね、クラウンの物すごいやつ、が

りがりになってしもてね、バックできひんので。そんなこともあったこと、私、何人

か聞いてあるんですけどね、これあんばいしてくれちゃったよ。僕こっから言いたい。 

   ただし、１つだけ、改善してほしいのがある。さすがね、東急のとこへ看板２カ所

立ってくれちゃらな、あれ部長、かえらし過ぎへん。それちょっと私、聞きたいんや

けど、かえらしいっちゅう意味わかる。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   かえらし過ぎるって言うか、ほかの看板と同じぐらいの大きさになってしまってい

る割には、そこ走り抜けるようなとこなんで、気づかないというところもあるのかも

しれませんが、矢印については、下へ、東急へ上がらないで真っすぐ行ってください

よっていうふうには見えると思うんですけど、そこの看板のことですか。上の細いと

こへ入るところの看板については、電信柱のところで、手前で、もう迂回路へ戻って

くださいっていうふうに表示してるんですけども、あれはちょっと見にくい、すっと

真っすぐ、もう前に金網が迫ってくるんで、山があるんで、すぐ折れて左へ行かなけ

ればならないんで、そっちに目がついて、Ｕターンしてくださいっていう看板が見に

くいのかもしれませんと思っています。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   かえらしいということは、私、言うのは、小さ過ぎるっていうこと。私も車でね、

あそこ、ほんまにどこにあんのやって探し、あった、ここにあった。 
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   ただし、あの土地は恐らく町の土地ではないと思います。どっか民間か、東急のど

っか、どっか知らんで、区のもんかどうか知りませんけども、町の町有地ではないか

と僕は思うんやけども、差し持ってなかったんで、はかったらね、ちょうどね、幅が

これだけです。僕の指でちょうどね、こっからここまで、約２０センチですわ、２０

センチあるかないか。 

   それで、幅が２０センチで高さがこの３回やで、約６０センチやな。こんな看板ね、

立っちゃってもわからんで、車乗ってても。 

   少なくてもよ、シルバーの方も言うんよ、少なくても倍ぐらいにしてくれなんだら、

あれ目つかなよって、こう言うんよ。僕も目つかんと思って、これは相手も大きな看

板、大きなこんな看板立てって言うんじゃないで、少なくとも２０センチやったら４

０センチのこれぐらいの看板立ってくれたらよ、ある程度よう見えると思うんで、そ

れをやってほしいと同時に、向こうのもうひとつ奥側の何か祭ってるとこありますね、

あそこから今度はがちんこしたら絶対どうにもならんところです。もうここからは入

れませんと。地元の方は知って、書いてあっても、あそこ行き来するさけかまんと思

うんやけどね、もうシーズン中だけでもね、ここからは絶対入れませんというぐらい

のことを書いてもらわんだら困るというのは、シルバーの案内している方の強い願い

なんです。その点どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   今、言われたとこ、さっきも言わせてもらったんですけども、突き当たりのとこで、

もう通れませんっていうのは、ちょっと無理なことなんで、今ある電信柱へ張ってる

やつは置いといて、そのまま突き当たりの金網のとこへもっと大きい看板で、Ｕター

ンしてくださいっていうものをつけていけたらと先日も話したところです。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   そこまで言うてくれれば、恐らく、これ私、自分のために言うてるんじゃないさけ

よ、せっかくコスモスパークへ来てくれるよう、僕ねあのシーズン中だけでもつかん

でる数もっと来てると思うんやけどね、しかし１万人っていうたらすごいぞ。そのう

ちの、１万人のうちのね、１０分の１でもね、１００分の１でもかまんね、明恵かね、

どころへ、またこれ行ってほしいんよ。あそこからいんでほしくないんよ、帰ってほ

しくないんよ。だからもうそんな全体的なことじゃなし、あそこへでもね、明恵の温

泉のあれをね、帰りでも持って帰ってよっちゅうて、こんなとこ、ええとこあるで、

温もって帰ってよって、それをやってほしいんよ。ただ置いとくだけやったらあかん。

それだけ約束してくれますね。 
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○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   はい、わかりました。今後そのようにやっていきたいと思います。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   私の質問、これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、佐々木裕哲君の一般質問を終わります。 

……………通告順６番 ８番（小林英世）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、８番、小林英世君の一般質問を許可します。 

   小林英世君の質問は一問一答形式です。 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   ただいま議長の許可をいただきましたので、通告書に従い、３項目について、一般

質問をさせていただきます。 

   最初に、断水被害について、お尋ねします。 

   毎年のように、風水害の被害が出ています。ことしも１０月に、伊豆半島に上陸し

た台風１９号では、１３都県に大雨特別警報が発令され、多くの河川が決壊し、甚大

な被害を出しました。亡くなられた方には、心からお悔やみ申し上げますとともに、

被災された方々には、お見舞い申し上げます。 

   さて、この１９号台風で、上陸したのは伊豆半島なのですが、箱根で１０月１２日

に降った雨は、１日で１，０００ミリ近くであります。いつこのような雨が本町に降

るかもわかりません。昭和２８年の７．１８水害のような災害がいつ起こるかわから

ないわけです。 

   そこで、本町の浄水施設について、ちょっと調べてみたんですけども、ハザードマ

ップで調べると、浸水地域というのが、浄水場の施設はもうほとんど浸水地域に重な

ってるわけであります。そうなると、長期の断水というのが心配されます。 

   そこで、質問させていただきます。 

   １つ目は、大雨や洪水に対して、どのような被害を想定しているのかということで

あります。 

   ２つ目は、大規模な震災被害の中では、行政にすべてを頼るということは、不可能

だと思います。自助や共助の意識が重要であると思うのですが、そのような断水に対

して、私たちに求められる備えとはどのようなものであるんでしょうか。 

   ３つ目は、今後の断水被害を極力防ぐための課題というのをお聞かせいただきたい

と思います。 
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   ２項目め行きます。 

   ２項目めは、空き家の問題であります。 

   空き家対策については、過去の一般質問でも何度か取り上げられていました。特に

不良空き家についての質問が多かったと認識していますが、私の今回の質問は、まち

づくりの観点から、２つのことをお聞きします。 

   まず、１つは、今年度、３月に出された有田川町空き家等対策計画についてであり

ます。この計画の進捗状況はどのようになっていますか。 

   ２つ目は、不良空き家の認定や取り壊しは急を要して、大変重要な施策だという認

識もあります。 

   ただ、不良空き家をふやさないことがもっと大事なことではないでしょうか。まち

づくりとして、空き家対策をさらにもっと積極的に行う。不良空き家をふやさない施

策を実施すべきだと考えますが、いかがですか。 

   ３項目めに行きます。 

   ３項目めは、先ほどからも当町の観光について、同僚議員からの質問がありました。

重なるところは答弁を省略していただいても構いませんが、私の通告書に出した質問

は、１つ目が行楽シーズンが終わったので、今年度の状況をどのようにとらえている

のかということであります。 

   ２つ目は、誘客のために、どのようなことを重点的に実施したのかということであ

ります。 

   ３つ目は、今後の課題です。 

   以上、壇上での質問は以上ですが、自席でもう少し内容について、詰めていきたい

と思います。答弁のほうよろしくお願いいたします。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、小林議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

   まず、１点目の断水被害については、ことし１０月の台風１５号、１９号では、全

国で７１河川、１４０カ所が決壊、８万８，０００戸で住宅被害、死亡者、行方不明

合わせて１００名以上、甚大な被害が発生しました。改めてお亡くなりになられた方

に、心からお悔やみ申し上げますとともに、被災された方には、一日も早く復興でき

るようにお祈りをするばかりであります。 

   水道事業においては、１３都県の６５事業体において、施設の水没、水道管流失、

破損が発生し、最大１６万７，０００戸以上が断水となり、断水解消までに最大１カ

月以上かかったところもあり、住民生活に大きな影響を及ぼしました。 

   議員御指摘の大雨・洪水に対しての有田川町の断水被害想定についてでありますけ
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れども、平成２３年の紀伊半島豪雨においても、上水道事業において、断水被害は発

生しませんでした。 

   簡易水道事業においては、吉原簡易水道の井戸が浸水しましたが、応急復旧により、

断水被害はありませんでした。 

   清水地区の簡易水道については、施設上流部の山腹崩壊による取水施設の流失、施

設への土砂流入等により、水源の濁度上昇等で、断水解消までに最大１週間かかった

地区もありました。 

   平成３１年２月に発表されました洪水ハザードマップによりますと、想定最大規模

の降雨が発生した場合、各施設において、浸水被害が発生することが想定され、最悪

の事態としては、水道施設が機能しない状態となり、復旧までに１週間程度、必要と

想定されております。 

   施設が水没、流失等、被害が大きかった場合は、それ以上の長期の断水が想定をさ

れます。 

   災害時の生活用水の必要水量は、１０日間で１人１４９リットル必要とされており、

災害発生から３日目までは１日３リットル、４日目からは１日２０リットルが必要で、

住民の皆様には、最低３日分の１人当たり９リットルの備えが必要であると考えてお

ります。 

   今後の課題といたしましては、災害に強い施設整備はもとより、災害発生後の復旧

を迅速に実施するための応急給水計画、復旧計画の整備・充実を図り、ライフライン

である水道水の供給を早急に復旧するための対策を講じることが大切であると考えて

おります。 

   具体策といたしましては、施設への浸水対策、配水池への緊急遮断弁の設置、停電

対策としましては、自家発電設備の設置、応急給水設備の導入等、検討したいと考え

ております。 

   次に、２点目の空き家対策については、有田川町空き家等対策計画は、今後想定さ

れる空き家等により、引き起こされるさまざまな問題に対し、地域や各専門家団体と

連携を図りながら、総合的かつ計画的に取り組むため、空き家等対策の基本的な考え

方や方向性を示すために策定をしております。 

   本計画の進捗状況につきましては、相談体制に関する取り組みといたしまして、空

き家等に関する総合的な窓口を産業課内に設置し、町民の皆様からの相談に応じてい

ます。 

   また、平成３０年９月より、県内各振興局において、空き家に関する相談会を開催

するなど、和歌山県空き家等対策推進協議会と連携しながら、相談体制の整備を進め

ていきます。 

   空き家等の適切な管理の促進に関する取り組みといたしまして、町広報紙による啓

発、また毎年、税務課が送付している納税通知書に、空き家等に関する相談窓口の情
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報提供を初め、各種補助制度の案内を同封するなど、さまざまな啓発を行っておりま

す。 

   また、周囲に迷惑をかけている空き家等につきましては、地元区長から要望があり、

対応が必要と判断した場合、空き家法に基づき、適切な管理を促すように、空き家の

所有者等に対応の依頼をしております。この依頼によりまして、平成２９年度から現

在まで、５件の空き家等が除去されております。 

   計画期間における目標として、平成３０年度から令和４年度までの５年間に、不良

住宅等を５０戸除去する計画を定めています。１２月１２日現在、不良空き家除去補

助金を活用し、除去を完了した戸数は１９件、空き家法に基づく助言により除去され

た戸数は３件、計２２件となっております。目標の達成状況は、４４％となっており

ます。 

   空き家等の活用の促進に関しましては、利活用可能な空き家の情報提供である空き

家バンクや空き家等の対策を行うに当たり、必要な補助制度を創設するなど、空き家

問題解消に向けた取り組みを行っています。 

   今後、本町を取り巻く社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じ、計画を変更し、和

歌山県空き家等対策推進協議会及び関係機関と連携しながら、空き家の対策を積極的

に実施してまいりたいと思っております。 

   次に、今年度の行楽シーズンの来訪者状況につきましては、主な観光地点で、９月

までの入り込み客数は、昨年と比較すると、昨年は１８万６，０８３人、今年度は１

９万４，９１３人で、８，８３０人の増となっております。 

   昨年は、ちょうど９月に台風が立て続けに２回も来たことが大きな要因となってい

ます。 

   また、誘客のために実施したことといたしましては、サービスエリア、名古屋県人

会まつり、ツーリズムＥＸＰＯ、北千里ディオス等での各出展による観光ＰＲやイン

スタグラムを通じた各イベントのキャンペーン、またサイクリング、鉄道公園エコフ

ェスタ等、プレスリリースの実施等により、誘客を図っております。 

   今後の課題といたしましては、ホームページの整備や情報の更新、見やすく魅力の

ある画像または動画を取り入れて、情報を発信していくことはもちろんのこと、町を

訪れる方々にわかりやすく、また新しくできた道路などにも案内標識の設置を行って

いきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   御答弁ありがとうございます。 

   そしたら、１項目めから再質問をさせていただきます。 
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   ことしの大雨で、先ほども申しましたけれども、甚大な被害があちこちで、堤防が

切れて、洪水が起こるという被害が目立ちました。去年はうちの町でも、断水被害も

発生しましたし、倒木とか風の被害っていうのが目立ったわけですけども、毎年、毎

年、温暖化の影響かどうかは別として、こういうふうな自然災害っていうのは続いて

いくわけです。 

   その中で、例えば生活の水をどういうふうに私たちは守れるのかという観点で、今

回、質問をさせていただいたんですけども、ハザードマップっていうのが１つの基準

になると思うんです。ハザードマップの浸水区域を見ますとね、当然、水をくみ上げ

るんだから、川に近いところから取水口があって、浄水場もやっぱりそっから離れる

と、コスト的に大変だと思うんでっていうことになると思います。 

   備蓄するのにって言うか、貯水池は高いところにあるっていう形になると思うんで

すけども、そこの浸水区域にある上水道、この浄水施設をどこかへ移すっていうのは、

もう非常に難しいことだと思うんですけども、先ほどちょっと聞き逃したんですけど

も、施設をいろいろ更新していく中で、より安全にしようとしてくれる施策が幾つか

あったと思うんですけども、済みませんが、その辺もう一度、部長のほうから説明し

てもらえますか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   対策としましては、取水の施設とか浄水場のあたりの水が入ってこないような浸水

対策でありますとか、配水池は山の高いとこにありますんで、配水池の水が減らない

ような、急に水がたくさん出だしたら水をとめられる緊急遮断弁の設置、またポンプ

が停電により動かなくなったときの自家発電施設と、あと断水になったときの給水車

であるとか、そういう断水のときの対応する機種の導入です。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   今４つほど、対策を挙げていただいたんですけども、まず浸水対策っていうのを一

番目に挙げていただきましたが、浸水対策っていうのは、本当に、例えばハザードマ

ップで予想されるような浸水時に対応したものなんか、それともそこまでは行かんで

も、今よりは、少しは強くなるというふうに、少しでも今よりはましだろうというふ

うな形で簡易的って言うか、とりあえずということで実施しようとされるんか、その

辺はどんなもんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 
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○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   先ほど言いました、今年度に新しくできたハザードマップというのは、１０００年

に一度の雨に対応したものとなっております。この浸水区域に対応したものとなると、

非常に費用的にかかると考えております。やはりもう河川が決壊したようなものには、

対応は到底できないと思っております。内水面の水が上がったときに、浸水しない程

度の簡易なものということで考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   そしたら、貯水池にためた水っていうのは、ある程度あると思うんですけども、そ

れが遮断弁で閉鎖して、何かあったときに少しでも大事にって言うかね、少しずつ流

して、あるいはそっから給水車に取り込んで配布するっていうような形になると思う

んですけども、どのくらい、３日とか１週間分とか、どのくらいの、貯水池に何日分

くらいの水がためられてるんでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   今、配水池につきましては、耐震構造であって、緊急遮断弁がついてる箇所が６カ

所ありまして、合計６，０００トン程度ためられるようになっております。 

   先ほどの１０日間で１人１４９リットル要ったとしまして、人口を掛けたところ、

約４，０００トンの水が必要となります。６，０００トンのうちの７０％ぐらいが配

水池に残っておれば、１０日間の必要な水は確保できると考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   今のことと、２番目の質問にもかかわってくるんですけども、行政が対応すること

っていうのは、ある程度こう計画立ててやっていけることだと思います。 

   今、言われたように、貯水池の水っていうのは、１つの水源として、非常に重要な

もんだと思うんですけども、この地域では、コンクリートできちっと張り詰められた

都会と違って、たくさんの農地もありますし、井戸もありますし、川もありますし、

水源としては、例えば汚物を流すんだったら、別に水道水で流さなくてもいいしとい

うふうなことで考えるとね、もっとこう民間の人に、言うたら、水、水源というとこ

ろで協力してもらえる部分っていうのはあると思うんですよ。 

   そういうことで、例えば井戸っていうのは、どこにあって、どのように利用できる

んだ、個人のですよ。というふうなことは把握されていますか。 
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○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   おっしゃられたように、井戸、災害時の井戸の活用という制度がありまして、県内

でも何市町村かは制定しているところがあります。 

   有田川町において、２カ所は情報提供いただいて、場所を確定しておるんですけど

も、これからもっとですね、情報を提供してもらえるように、町民の方に、災害時に

使える井戸はないかっていうことをちょっと調査したいとは考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   これは、１０月に熱海で実際にあった話なんですけども、断水になった。断水にな

って、ひとり暮らしとか、高齢者で２人で暮らしているとかというお年寄りで、ケア、

かなり福祉関係でケアを受けてる人たちがあったんですけども、給水車がどこに来て

るか、ちょっとわからなかったとか、当然スマホとか、そういうふうなネット情報っ

ていうのは入りませんから、そういうことで、かなり孤立した。それに気づいたケア

マネ等が皆で手分けして、そういうところを重点的に当たって、ケアしたっていうこ

とがあるんですよ。 

   今、言ったんですけども、例えば給水車がどこへ来るかっていうのは大事です。 

   でも、ここにこんな水源がありますっていうことが物すごく大事で、いろんな情報

を共有するっていうことがもっともっと大事な時代になってきてると思うんですよ。

だから今、災害時に井戸をある程度活用できるような情報を集めようとする。それは

当然、福祉のほうも共有するとか、みんなで情報を共有できるようなデータベースつ

くらなあかんと思うんですけども、その点についてはいかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   今、庁内で職員が見れる航空写真とか住宅地図を利用したＧＩＳっていうのがある

んですけども、そこへ現在だったら町道の名前とか、そういうものも入っておるんで

すけど、そこへ井戸がもし、情報提供受けられれば、載せられるということは可能か

と考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   それで、３番目の今後の課題というところへ行くんですけども、自然災害、大きな

自然災害に対しては、どんなに尽くしても、万全の対策っていうのは取れないと思う
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んですけども、常に意識を持って、行政も努力するけども、住民も努力するっていう

ことが大事だと思うんです。それも広報とか、そういうことで広めていただきたいと

思います。すぐにどうこうできるようなことと違いますので、課題意識を持ってやっ

ていただいたらと思いますんで、これはもうこれで終わりたいと思います。 

   ２項目めに行きます。 

   空き家の問題ですけども、まず平成２５年度ですかね、平成２５年度に、この空き

家対策計画ですけども、こちらのほうで挙げられてるのが、大体１，０００ちょっと

ぐらいの、言うたら、アパートとか、そういうふうなところを除いた実際の空き家が

それぐらいあるというふうな話をお聞きしたんですけども、ただサンプリング調査で、

地域差があるというふうにも伺ってます。 

   そうするとですね、実際の状況っていうのはわからない、まちづくりをするときに、

こういうふうな空き家をこのようにしようぜというのは、なかなかできずに、できる

ことって言ったら、皆さんが迷惑かけている危険な空き家、ほったらかしの放置され

た空き家、そういうところの対策になると思う。 

   それは、言うたら、対処療法で、根本的な問題としては、これからどんどんどんど

ん人口が減少するっていうのを想定しています。今２０６０年で２万人何とか維持し

ようかっていうふうに言われてるわけですけども、それでも今から考えると、１万６，

０００人ぐらいは減っていくという状況。空き家はもう完璧にふえるわけですよ。ふ

えるときに、不良になった空き家を除去するために税金を使うのか。それとも不良に

なる前に、もうこれは必ず空き家になりますよっていうのを有効利用する。そういう

ふうなことに力を入れるのかっていうところの質問を今回させていただきました。 

   まず、実態調査、空き家の実態調査っていうのは、どの程度進んでいるか、お聞き

したいんですけども。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   ことし３月に策定しました有田川町空き家等対策計画の中では、この実態調査を行

いますと書いておるんですけども、今現在のところでは、実態調査はまだ行われてい

ない状態です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   この計画は、ことし出ましたけども、平成３４年だったですかね、あと３年ちょっ

とぐらいの期間で、一応、計画を出してくれたと思うんですけども、その間に、実態

調査ができるんですか。 

○議長（殿井 堯） 
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   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   正直なところ申して、なかなか難しいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   突っ込んで悪いんですけども、難しいことをこう入っていくと、また話がややこし

なると思うんですけども、どういうところが難しいのか、もう少し教えていただけま

すか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   やはり、これ実態調査をしようとすれば、やっぱり地元の方の協力が必要になって

くると思います。とても職員だけでは無理だと思いますので、住民の方に協力をいた

だくことになると思うんですけども、そうすると、また空き家をずっと追跡調査する

であるとか、住民の方ではなかなか難しい部分も出てくると思いますし、個人的に利

活用、実態調査で利活用できそうな家でも、持ち主さんによっては、もうやっぱり嫌

やよっていう人もあるんで、調査はするにしても、利活用でするのか、不良空き家で

取り壊すのがっていう、なかなか結論までに至ることは、なかなか難しいと考えてお

ります。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   私の聞き方がちょっと悪かったんじゃないかなって今、反省してるんですけども、

私が今、聞きたかったんは、サンプリングで全体にこのくらい数があるんじゃないか

１，０００以上数があるんじゃないかというふうな大まかな数は出てると思うんです

けども、実際に人が住んでいないところ、今はこの家、人住んでないわなっていうと

ころをきちっと押さえることが大事じゃないかなというふうに思ったんです。 

   そのときには、例えば水道メーターが１個も動いてないとか、そういうふうで行け

ば、今この家は人が住んでいない空き家の状態になっているぞということがわかるわ

けだと思うんです。 

   それをこうサンプリング挙げてきて、その中で、言うたら、これは不良や、あるい

はこれは利活用できるんや、ここはこれからまた誰かが住んでもらえるんやというふ

うな色分けをしていくことによって、全体像が、空き家の全体像っていうのは、もっ

とはっきりすると思うんですけども、この点については、部長、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 
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   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   おっしゃられましたように、水道の開栓情報とか、そういうことは利用するってい

うことは、この計画の中でもうたわれておりまして、そういうところから、やはり実

態をつかんでいければと思っております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   先ほど、除去の実績ということで、１９件と３件の２２件だったですかね、２２件

が不良空き家として除去されたというふうにお聞きしたんですけども、それにかかっ

た費用っていうのはわかりますか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   ちょっと詳しい資料は持っておりませんが、毎年１件、５０万円の全体で５００万

円の予算を置いております。 

   そういうことで、２２件で、まだこれ平成３１年度は終わっておりませんけど、現

在のところ、２２件で７００万円か８００万円ぐらいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   それで、例えば空き家で相続する人もない、このままでは誰も住むことがない、で

もまだ不良空き家ではない。ただ１０年たてば不良空き家になるかもわかりませんよ

ね。そういうふうな土地と家があるっていうふうな状態のときに、もうこの家、何と

かしたいんやっていう話が出たとします。 

   例えば、この土地ともう家、もう悪いけど、もうてくれんかな、行政に何とかして

よって頼ってこられたときに、今としては、何もする制度っていうのはないんですよ

ね。ありますか。どなたに聞いていいか、これはわからへん。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   家と言うんではないんですけども、土地とかそういうものでもあるんですけども、

そういうもんも管理できないというふうなお話を町にいただくことはあります。その

場合は各担当部等と相談して、今後そこを町として利用する計画があるのか、利用す

ることをやっていくということがない場合はですね、やはり町として、そこを引き受

けるという形にはなっておりません。 
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○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   より積極的に空き家対策をというふうに質問の題をつけさせていただいたんですけ

ども、その真意は、不良空き家は当然もうやっていかなあかんことなんやけども、そ

ういうふうにほっといたら不良空き家になると思われるようなところ、それをもっと

積極的に何かこう転用するような補助金とか、仕掛けをつくっていくほうが、不良に

なるまでほっとくよりは、返ってコストの上でも、いいんじゃないかなというふうに

私は考えるんですけども、そのあたりは、補助金、こんな補助金つくれとかなんとか

って言うんじゃなくて、方向性ですね、考え方の方向性については、町長、どうです

か。まちづくりとして。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   空き家の改修の補助金とかね、そういうのは用意してます。 

   ただ、それをみんな使ってやってくれるかって言うたら、なかなかやってくれんの

が実態で、ほんま言えばもうちょっとこう空き家を登録してもうて、町も活用したい

思いはいっぱいあるんやけど、なかなか、それも貸してくれないとこが多いです。 

   それで、補助金も結構、空き家、もし改修するんであれば、このぐらい出しますよ

っていうような補助金もたくさんつくってるんやけど、なかなかそれを利用して改修

には至っていないのが今の現状です。 

   今後どんなして指導して、それを不良住宅にせんようにできるんか、今後の課題か

なっていう考え持ってます。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   ありがとうございます。 

   確かに、住宅耐震の補助事業とか、先ほど言った不良空き家とかっていうのもあり

ますし、補助金っていうのはあるんですけども、家主さんが自分の空き家を、空き家

って言うか、もう住まないけども、手を入れるっていうのと、本当はこれもう処分し

たいんやけども、なかなかなっていうところがあると思うんですよ。 

   今、積極的に、より積極的にというふうなことで言わせていただくと、この期間に、

例えばことしから３年の期間には、このお金で空き家を処分、言うたら、更地にする

とか、するときには補助金を出しますよっていうような形の補助金の出し方っていう

のは、ないのかなというふうに今、思うんですが、この点についてはいかがですか。

町長、いかがですか。 
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○議長（殿井 堯） 

   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １４時３３分 

再開 １４時３４分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開します。 

   答弁を求めます。 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   まだまだ使えるやつ、今この期間に崩せっていうような話も非常に難しいところが

あるんで、今後の課題とさせていただきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   先ほどちょっと言わせていただいたんですけども、大体１，０００ぐらいの空き家

が平成２５年ぐらいにね、想定されると。 

   年に１０件ずつぐらい、不良空き家として認定して、それを処分していこうやない

かというのがこの計画だったと思うんです。 

   でも、そんなんしたら１０年で１００戸じゃないですか。１０年で１００戸処分し

たとしても、その１０年間にどんだけまた別の不良空き家がふえるんかとか、空き家

がふるんかとかっていうのを考えると、何かもっとこう親族の方が、もうこれ誰も住

めへんねんけども、大分もうリフォームも無理やなというようなやつには、少しでも

補助金があるんで、この期間にきれいにしませんかっていうような施策が取れないか

というふうなところで、質問させていただきました。検討をよろしくお願いします。 

   それで、３問目ですね、３項目めに行きます。 

   ３項目めは、もう先ほどから皆さん、観光のことをいろいろ言われましたので、行

楽シーズンが終わってという１問目のところなんですけども、やはり横ばいというふ

うに考えたほうがいいと思います。９，０００人ぐらいふえたと言っても、去年の台

風の時期とか、そういうのを想定すると、考えるとね、横ばいじゃないかなというふ

うに思います。 

   その中で、私は担当課の方々がどういうふうな思いを持ってるのかというところを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

   十分できてたよって言うのか、まだまだこういうとこをもっとやれたらよかったな

というふうに思うのか、その辺の、この数字を見てね、今の気持ちって言うか、担当
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課の考えをちょっとお聞きさせてください。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   今、十分できてきたかっていう質問なんですけども、きょうもいろいろと質問をい

ただき、答えるのが難儀するような状態なので、決して十分やってきたなとは思って

おりません。 

   今後いろいろなことが、すぐできなかったというのがまず第一の問題で、いろんな

イベントとかもある中で、それをこなしていくのが精いっぱいになってきて、後回し

にしていってしまってるんだなっていうところは考えられますんで、これからはやっ

ぱりお客さんが来てくれるっていうことに重点を置いて、先へ先へとお客さんを引っ

張ってこれるような状況にしていかなければだめだなっていうことを今、思っている

ところです。 

   今後は、それを改善していって、お客さんに来てもらわなければと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   先ほどのね、質問がいろいろあった流れの中でお聞きしたので、非常に答えにくか

ったんじゃないかなと思って、済みませんっていうふうな気持ちがあるんですけども、

私が聞きたかったのは、人がもう足らんのやと。マンパワーとしてね、人が実際足ら

ないんやっていうふうなことなのか、お金がなくてね、もうやりたいんやけど、でけ

へんのやっていうこともあると思うんですよ。いろんなことを総合して、やっぱりＰ

ＤＣＡきちっとね、もうほぼほぼ人がようさん集まってくる時期って過ぎたんで、こ

こらで来年度に向けて、何ができるんか、何ができやんのかっていうのをきちっと押

さえる時期だと思うんです。その中で、やっぱり人が足らんのやと、いろいろ言われ

ましたけども、やるにはやっぱりちょっと人が足りませんとかっていうのを率直に言

ってもらうほうがね、私らも言いやすいって言うかな、という部分があるんですよ。

だから課題があります。この課題をできるように次年度頑張ります。それじゃああか

ん、変わらんというふうに私は思うんですよ。いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   うちの部につきましては、産業課のほうには、移住を進めていく班もおりますし、

もちろん商工観光課には、観光に来てもらう課がございます。そこら辺のことであれ

ば、産業課と商工観光課、一緒になって、お客さん、移住してくれる人をふやしてい
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くようなことを考えて、決して人数的には足りているとは思いませんが、そこを一緒

にやることによって、もっとお客さんに来てもらえるようなことを積極的に考えて、

今後やっていきたいなと思っているところです。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   役場の職員さんがね、休日の日に、いろんなイベントがあって、出てきてくれてま

す。私もよく会います。 

   そういうときに、この人ら家庭もあって、この休日につぶれて来てるな、よくやっ

てくれてるなとわかるんですよ。 

   でも、そういうことがずっとこう、よくやったねって評価されるためには、何かも

うちょっとこう仕組みって言うかな、今までやってることを精査して、何がいいのか、

何が悪いのかっていうのが大事だと思うんですよ。 

   何よりも、やってる、やってくれてる人の熱意って言うんかな、意欲みたいなんが

伝わるようなね、言うたら、イベント参加でもね、あるいは観光行政でもやっていた

だきたいと思うんですけども、そこらのところで、物すごく残念なんはね、すぐでき

なんだっていう言葉がちょっとさっきから２回ほど聞いた。 

   客商売って後でしようと思ったら、僕はだめやと思うんで、そこらのところを一番、

今できることはすぐやるというふうに考えて取り組んでいただきたいんですけども、

その辺はいかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   観光客ねこれ来てくれるん、非常にええことやけど、幾らふやいても、すぐ来て、

いんで、はい、ごみだけ置いていぬっていうようなお客さんやったら、もう来てくれ

んしかましやと思います。 

   それで、やっぱりこの観光客ふやすには、やっぱりいろんな飲食組合とか、商店街

の人らとか、いろんな人、町民全体で協力してやっていかんと、せっかくふやいても、

余りメリットがないんかなという感じしますんで、また飲食組合の総会等とも、近く

ありますんで、またそこら辺、もちろん観光協会もそうですけど、そういう人と一緒

になって取り組まんと、ただ役場の職員だけで観光客ふやしても、余り意味ないって

いうことはないんやけど、ある程度そら経済効果ってあると思いますけれども、それ

以上に、もっともっと経済効果のあるような方向で、観光客をふやさんと、余り意味

がないんかなという思いをしてます。 

   それで、一遍また観光協会あるいは飲食組合もしっかりやってくれてますんで、そ
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こら辺の意見も聞きながらですね、どの方法で行ったら一番、経済効果があって、観

光客がふやせるんか。その方法を今後考えていきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   ありがとうございます。 

   ２番目にその質問をしたいと思ってたんですけども、リピーターをふやすとか、宿

泊者をふやすとかっていうあれを、質問をしたかったんですけども、とりあえずね、

まず僕は熱意っていうのが大事で、そら当然、行政の熱意もそうやけど、地元の熱意

とか、いろんな思いというのがあらわれてくると、数字にあらわれてくるというふう

に考えています。 

   有田川町の観光資源なんですけども、いろんなものが観光資源として挙げられてい

ます。先ほどもコスモスパークの話もありましたし、生石高原もありましたし、棚田

もあります。いろいろあると思うんですけれども、これをこう横につなげる努力って

いうのが、例えば１日だったらこのコースを回ってください。２日目だったらこのコ

ースを回ってください。そういうふうなことが必要だというのは、前に、前回のね、

インターネットのホームページをつくるときに、そういうふうな、だからモデルコー

スをつくってみたらどうかというふうなことを言わせていただいたんですけども、そ

れについてはですね、前へ進んでいるんでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   コース的なものについては、サイクリングのコースで３カ所、温泉を中心に回って

くるというようなコースの計画を立ててはおります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   町をよく知ってもらうっていう１つの方法として、ソーシャルネットワークとかホ

ームページとか、いろいろあると思うんですけども、それを前回質問してから３カ月

ぐらいたって、進捗状況って、こちらでどういうふうに変わったんかなというふうに

見させていただいてるんですけども、私自身は大きく変わったところを余りよう見つ

けてないんですけども、その辺の状況、変化の状況っていうのは、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 
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   町のホームページの中に、インスタグラムっていうんがあって、そこでいろいろ町

内の写真とか、いろんなものをですね、アップして、ほかの人がアクセスして、広く

みんなに周知できるという形でやってます。 

   その中で、インスタグラムにつきましては、今ちょっとまだはっきりした数字はわ

からないんですけども、２，３００以上のフォロワーがあると思います。その中でち

ょっと私も気づいてびっくりしてるんは、生石山について、生石山の写真を載せたら、

大体１，７００件以上のですね、見た件数の人っていうのがあります。それに引きず

られて、また逆に言うたら、あらぎ島のほうが、そういうあらぎ島の写真を見た人が

ふえているというふうな中でですね、考えますと、やはりインスタグラムの中に有田

川町の町内のいろいろそういうような観光名所っていうんが広くですね、町外の方に

知られてるんかなと思ってます。 

   また、そんな中で、ちょっとうちの担当のもんに聞いてみたら、生石山へ行ったら、

生石山のあるスポットで写真を撮るのに並んでるというふうな状況も起きてるという

ことでありますんで、少なからず、少しではありますけども、役に立っているのかな

と、このように考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   今、生石山の話がありますんで、生石山のことについて、もうちょっとお聞きした

いんですけども、生石山を、我々が生石山に行くときに、こっちの有田川町を通って

いくのと、それから紀美野町から入ってくるのとありますよね。紀美野町から上がっ

てくるほうが圧倒的に多いような気がするんです。 

   先ほど同僚議員が看板の話をしてましたけども、この有田川町からおりて、ずっと

小川まで行って、そっから早月まで行って、生石山を上がるっていうときに、ほとん

ど看板がないんですよね。ほとんどないんです。 

   やはり、人気の生石山であれば、もうさっと行けるようにしたほうがと思うんです

よ。だからそういう意味で言うと、こっちに言うたほうがいいんかもわからないです

けども、看板の話に戻って申しわけないんですが、生石山へ行くときはね、有田川町

からも行けますよ、戻ってくるときはあそこにこんなお菓子ありますよとかというふ

うなものをちょっとつけて、広告、ネットでね、流せばいいと思うんですよ。 

   ついでに、看板の話させてもらいますと、前々から、前の部長のときからも、ちょ

っとお話させてもうたんですけども、紀美野町からしみず温泉に来るとき、あるいは

あらぎ島へ来るときに、小川橋北のとこね、野上の小川橋北から上がってくれば、割

と広い道なんですよ。 

   もうちょっと奥へ、ナビはもうちょっと奥の樋下って言うんかな、もうちょっと奥

から遠井へ抜ける県道１９号線に案内してくれるんですよ。この県道１９っていうの
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は、めっちゃ切り立ったとこを行かなあかんということで、８日の日に清水で、リラ

ックスライブっていう温泉でやったんですけども、そこの出場者のｒａｇ－ｒｕｇと

いうグループが一番最初に言ったのは、えらい道にナビで連れてこられてっていう話

だったんです。それなんか聞いてます。 

   そういうふうに、例えばしみず温泉へおいでっていうふうにするんだったら、ナビ

とかで細い道に連れていかれたって、先ほどもありましたけど、そんな被害が出ない

ように、もっとわかりやすい看板を、さっき１０ほど、こんなちっちゃい看板をコス

モスパークのとこへつくったっていうのがありましたけども、工事用のあんな立て看

でもええから、やっぱりこっちへ入ってくださいっていうふうに、何とかならんかな

と思うんですけども、それについてはいかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   看板につきましては、今やっている看板で、非常に見にくいとか、きれい過ぎてわ

かりにくいとか、目立たないとかっていうところもありますので、看板については、

なるべく大きいもので、余り目立たないのはぐあい悪いんで、きれいなんじゃなくて、

目立ちやすい大きな看板に、また美里の公園とか、美里の湯とかっていう看板とかも

紀美野町ではつけてますので、そこら辺もちょっと話をして、今つけさせていただく

ように進めているところです。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

◯８番（小林英世） 

   とりあえず、来ていただける人に嫌な思いを持って帰るっていうことのないように

していただきたいですし、やはりここどんな町かなっていうて、インターネットで見

たときに、行ってみたいなと思えるような発信っていうのも大事やと思います。両輪

でですね、取り組んでいただきたいと思います。 

   少しきつい話になったかもわからんのですけども、みんなでまちづくりっていうの

はしていかなあかんというのは、もう皆、共有してると思うんですけども、その中で、

やっぱりやったことを確実にチェックして、次にまた改善して、よりよき行政になる

ようにというふうに思って、質問させていただきました。 

   以上で、私の質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、小林英世君の一般質問を終わります。 

……………通告順７番 １２番（岡 省吾）…………… 

○議長（殿井 堯） 
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   続いて、１２番、岡 省吾君の一般質問を許可します。 

   岡 省吾君の質問は一問一答形式です。 

   １２番、岡 省吾君。 

◯１２番（岡 省吾） 

   ただいま議長から発言の許可を得ましたので、通告に従いまして、１２番、これよ

り一般質問をさせていただきます。 

   今回、私の質問は、観光行政の諸課題についてということで、数点にわたり、お聞

きいたしますが、午前中から複数の議員も同様の観光振興の件について、質問がござ

いました。ちょっと重複するかもわかりませんけれども、よろしくお願いをいたしま

す。 

   それでは、本題に入らせていただきます。 

   まず、１点目として、訪日外国人に関してであります。 

   国は、観光立国を掲げ、海外からの訪日客を誘致することを目的に、ビジット・ジ

ャパン事業を大々的に展開し、観光振興を推進してからしばらくが経過いたしました。 

   時の内閣、小泉首相のもとに、２００３年から、この事業が開始され、観光ビザの

緩和、海外諸国へのプロモーションの充実、外国人旅行者向けのインフラ整備などを

積極的に行い、当初の目標として、年間の訪日観光客数１，０００万人を目指したも

のであります。 

   ２０１３年には、訪日観光客が１，０００万人を突破、２０１８年には過去最高の

３，０００万人を超える訪日観光客数となり、オリンピックを迎える来年には、４，

０００万人の目標を掲げ、目標達成に向けて、鋭意、政策を強化する方針であるとの

ことであります。 

   これまでの間、訪日外国人が日本国内で消費する金額もすさまじく、爆買いなどの

言葉がメディアを賑わせ、地域経済に及ぼす影響は、はかり知れないほど、非常に大

きいところであります。 

   そのような背景から、本町における訪日外国人の観光について、お聞きするもので

ございます。 

  まず、海外からの入り込み客数の把握はどのようにされているかということでありま

す。 

   この件につきましては、日帰りや通過点としての立ち寄りなどは、なかなかカウン

トしづらいのではないかと推察いたします。 

   実数としては、やはり各施設の宿泊者数をベースにしての把握かと、個人的に思う

わけでありますが、どのようなカウントの仕方をされているのでしょうか。 

   また、海外からの入り込み客数の推移はどのくらいか、直近５年間の人数をお示し

いただきたいと思います。 

   続いて、町内における指定管理施設の外国人対応についてでございますが、日本語
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のわからない外国人との接客に対して、一番の問題となってくるのは、言語の壁では

ないかと想像されます。 

   多言語看板の設置や音声対応翻訳機などを用いて対応されているのでしょうか。現

状の対応策をお聞かせください。 

   続いて、サイクリングで町内に訪れる皆さんの現状はということでお聞きいたしま

す。 

   サイクリングの愛好者は、サイクリストと呼ばれているようでございます。 

   近年は、しまなみ海道を横断するサイクリングロードのブームに加え、体を動かす

ことによる健康志向などから、サイクリストも年々ふえているようでございます。 

   有田川町におきましても、四季折々の週末には、多くのサイクリストが列をなし、

走り過ぎていく光景をよく目にいたします。 

   町といたしましても、町内に１２カ所のサイクルステーションを設置して、有田川

町に訪れるサイクリスト皆さんに休憩スポットしての活用を促しているとお聞きして

いるところでございます。 

   そのような方々が大いに利用してもらえれば、サイクルステーション指定の店舗や

施設にも幾分かの恩恵がもたらされ、設置の意義が保たれて、これはよいことだと思

われます。 

   今回は、それらサイクリスト皆さんの安全面について、お聞きいたします。 

   先ほども申し上げましたが、四季折々、週末ともなると、多くのサイクリストの皆

さんが列をなし、走り抜けていきます。 

   最近の自転車は、性能も格段に上がっていることもあり、走り抜けるスピードもか

なり速いなと見ていて感じるところであります。 

   また、車を運転していて思うことに、自転車が並走して走ってる場面やキープレフ

トを保たず、センター付近まで膨らんで走行してる場面にも居合わすことがあります。 

   県が推進するサイクリングロードの整備に当たって、道路の両端にブルーラインを

引いておりますが、もともと道幅の狭い道路で、安全ルールから外れたこのような走

行をされますと、交通事故がいつ起こっても不思議じゃないと思われます。 

   道路管理は県であり、安全対策は警察の管轄であろうかと思われますが、事故の当

事者とならないように、走行中の安全面において、啓発を促すようなことを県や警察

に働きかけられないかと思うわけでありますが、町長の認識はどうでしょうか。見解

をお聞きいたします。 

   続きまして、他市町との連携による広域観光のあり方と今後の取り組みについて、

お聞きいたします。 

   前段、個人的なことになりますが、御了承ください。 

   有田地方観光振興議員連盟、発足から６年が経過いたしました。 

   発足当初、有田１市３町の大半の議員各位御協力のもと結成されました。現在の会
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員数は随分と減りましたけれども、活動は衰えずに継続しているところでございます。 

   設立当初からの目的は、観光振興に当たっては、「有田はひとつ」という旗印のも

と、広域観光のあり方の意義を会員相互が共有し、広い観点から観光振興を図ること

を目的としております。 

   その議連活動の一環で、有田地方の観光行政、今後の展望について、講演いただき

たいという依頼の申し入れに、先日、有田振興局へ出向き、谷中振興局長とお話をす

る機会がございました。 

   谷中局長からは、有田一円にある各地観光スポットの点と点とを結び、１つの線と

して、観光客が巡回し、宿泊を兼ねて長く滞在できるようなモデル事業に取り組めな

いかという熱い思いを拝聴したところでございます。 

   振興局が主体のありだ広域観光実行委員会では、湯浅御坊道路上の吉備湯浅パーキ

ングエリアにおいて、地域産品販売や有田地域の観光ＰＲなどを折に触れ、開催され

ているようですし、その他、年次、年次、さまざまな事業を計画し、実行されている

やにお聞きしております。私、勉強不足で済みませんけれども、これまでの広域観光

に資する事業を、その他どのようなことをされているのでしょうか、お教えください。 

   また、今後、広域観光に関して、どのような取り組みが計画されているのか、広域

で取り組む観光振興の意義を町長はどう考えておられるのかを最後にお聞かせ願いま

して、私のこの壇上での一般質問を終わらせていただきます。御答弁よろしくお願い

をいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、岡議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

   海外からの入り込み客数については、各施設の宿泊者数を聞き取りしたものであり

ますけれども、毎年実施される観光客動態調査の結果から、県全体での外国人宿泊者

数は、４７万９，１６３人、中国から１１万３，０４５人、次いで香港が８，６７５

人、台湾から５，４０３人となっているようです。 

   有田川町では、１１４人が宿泊し、香港、オーストラリア、韓国の順番で宿泊者が

多くなっております。 

   過去５年間における外国人の宿泊数は、平成２６年は５人、平成２７年は４７人、

平成２８年は６８人、平成２９年は８７人、平成３０年は１１３人と年々増加をして

おります。 

   この数は、宿泊者だけの人数であり、日帰りの方を入れますと、実際はこの人数以

上の方が来られていると思います。 

   また、町内における指定管理先の外国人対応については、自動翻訳機をあさぎりに

設置して対応しており、温泉施設では携帯アプリを活用しています。 
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   多言語看板につきましては、今のところ整備はできておりませんけれども、これは

もう必要なことかなという考えは持っています。 

   指定管理者施設ではありませんが、観光案内所では、外国人の対応に、電話での通

訳サービスを利用させていただいております。 

   次に、サイクリングで訪れるサイクリストの現状につきましては、町内に１２カ所

あるエイドステーションのうち、各道の駅から聞き取りを行った結果、単独で来られ

る方も団体で来られる方も平日より週末に来られる方のほうが当然ではありますけれ

ども、多い結果になっております。 

   特に、各ステーションでカウントを取っているわけではありませんが、平均すれば、

平日で五、六人、週末で３０から４０人程度と聞いております。 

   自転車で訪れる方々に気持ちよく出発していただけるよう、充実したステーション

を提供していきたいと思っています。 

   一方、サイクリングロードでの安全面につきましては、サイクリストのモラルもあ

りますけれども、ブルーラインが引かれている道路についても、雑草等により走行に

支障があるところも見受けられるため、関係機関へ働きかけているところであります。 

   次に、今後の広域観光のあり方、取り組みについて、お尋ねがありました。 

   これまでの広域観光に資する事業、その他どのようなことをされているのかにつき

ましては、平成２０年１０月２０日に有田広域観光実行委員会の設立以来、１１年が

経過し、有田振興局が事務局となり、各市町の観光スポットめぐり、互いの市町のお

すすめを紹介できるよう、研修会を数回実施したり、広域事業で熊井のパーキングエ

リアでのキャンペーンや大阪市内でのエージェント回り、また各市町をめぐる広域観

光マップを作成し、市町のＰＲを行っています。 

   今後の取り組みといたしましては、市町、観光事業者、経済団体等、連携し、地域

資源を生かした滞在・体験型観光を推進するとともに、ＳＮＳの活用等により、有田

地域の魅力を広く発信することを目標に事業を実施します。 

   最近では、もう各市町単独の観光にも限界が来ており、有田地域が幅広い連携を保

ち、少人数から団体客、日帰り客から宿泊客までおもてなしできる体制づくり、再度、

見直していかなければならないと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡 省吾君。 

◯１２番（岡 省吾） 

   再質問をさせていただきます。 

   まず、訪日外国人のインバウンド対応についてでございますけれども、今、答弁に

いただきました中で、外国人の宿泊者数、圧倒的に多いということではないんですけ

ども、年々、右肩上がりでふえているということで、また当然、日帰りの方、立ち寄
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る方も中にはおられますので、その人数以上の外国人の方が有田川町にお越しいただ

いてるということで、今お話の中で、そういうふうな背景の中で、各施設の翻訳機を

活用したりとか、いろいろ対応をされているようですけれども、多言語看板とか多言

語表記については、まだ整備はできていないんだということでございます。 

   今回、看板のこともたくさん質問のほうでもありました。やっぱり多言語看板につ

きましても、やっぱり必要ではないかなと私、思っております。町長も今、今後その

ような設置の方向で進めていきたいということでありましたけれども、やっぱりつけ

るんであれば、英語だけじゃなしに、中国語、韓国語とか、来ていただける外国者の

ニーズに合ったような言語も研究していただいて、設置するときにはそのように取り

組んでいただければと思います。 

   続いて、訪日外国人客というのは、全国的にも右肩上がりで、物すごくふえている

んですけども、時の政情、国と国との外交摩擦とかで、いろいろ外国からのお客さん

がこっちへ来るということが影響を与えることであります。 

   そういう点から見ると、観光というのは非常に水ものの要素が大きいんかなと思う

んですけども、今後、来年のオリンピック・パラリンピック、それから２０２５年の

大阪・関西万博、それからこれはどうなるかわかりませんけれども、和歌山県や大阪

府が推進、頑張って誘致に励んでいるＩＲ事業とか、これからいろいろビッグイベン

トがある中で、今後ますます和歌山県としても、有田川町としても、外国人の受け入

れ態勢というのは、考えていかなあかんのかなという時期に来てるんじゃないかなと

いうふうに思っております。 

   当然、外国人を受け入れる体制を構築していくことは、非常に大切かなと思うわけ

でありますけれども、なぜ今回、私この訪日外国人のことを質問しようかと思ったの

は、ある町外の商業施設で、中国人の方がお店で買い物をするのに、定員の方が中国

語わからない、ただ物すごく荷物持ってる、買い物しようと。話せんので、その商品

を観光客の人がもう棚へ返して、もう出ていったんですけども、やっぱりそこで対応

で来てたら、爆買いということで、中国の人ようさん買うてくれるんで、買ってもら

えたのに、もったいないなと思ったんで、我が町でも、そういうふうな事態もあるか

もわからんので、そういう事態のときに対応できるようにできたらええのになという

ことで質問をさせていただきました。 

   町長も今インバウンド対策も取り組んでいくというお話をいただきましたけれども、

現場に近い森田部長、その件について、現場との折衝もしていかなあかんと思うんで

すけども、どんなようなお考え持たれているか、教えていただけますか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   今後は、外国人のお客様ができるだけスムーズに観光できて、楽しく帰っていただ
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けるように、取り組みを進めていきたいと考えています。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡 省吾君。 

◯１２番（岡 省吾） 

   ありがとうございます。そのように取り組んでいただきたいと思います。 

   続きまして、サイクリストの安全面についてでありますけれども、これはサイクリ

ストが関係する事故、年間どれぐらい発生しているのかわかりませんけれども、救急

車出動された搬送件数、また、けがのぐあい、直近、わかる範囲で教えていただけた

らと思います。消防長、よろしくお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   消防長、栗栖 誠君。 

○消防長（栗栖 誠） 

   岡議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

   サイクリストの方が町を訪れられまして救急要請あった件につきましては、平成２

８年からきょうまでで３件ございます。 

   その中で、容体につきましては、２名の方は軽症、入院を必要しないという。１名

の方は骨折がありましたので、入院したという実績がございます。 

   事故概要については、自己転倒であったり、後方から追突というふうな事案があっ

たように記憶しております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡 省吾君。 

◯１２番（岡 省吾） 

   ありがとうございます。 

   今、直近３年間の搬送件数をお聞きして、１年に１回、１件程度ということで、や

っぱりこの件数を０件にしていきたいよねという思いを皆さん持ってると思うんです

けども、去年、吉備から清水の小峠までサイクリングをするイベント、これ民間の業

者さんが企画されたイベントなんですけども、このイベントに、同僚の議員と参加し

て、感じたことなんですけども、実際、走ってみて思うことは、やっぱり国道の枝木

が生え込んでいること。また道路の路面がでこぼこが非常に多いということ。そうい

うふうな要因も相まって、やっぱり道路の中央部分へ膨れて走らなあかんっていうよ

うな場面もあろうかと思いますんで、やっぱりそういう、県としても、このサイクリ

ングロードを、これ推進しているわけでありますから、やっぱりこの整備については、

今後とも強く県や関係機関に働きかけていただきたいなと、こういうふうに思います。 

   道路管理につきましても、県も年に２回ほど、草を刈っていただいているようでご

ざいますけれども、なかなか刈っても刈っても追っつかないというような状況の中で、
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回数をしていただければありがたいんですけども、予算の状況もありますし、県の考

えもありますんで、小まめにっていうのは難しいかわかりませんけれども、町長とし

ても、やっぱりこういう危険な箇所もあるということを十分、県のほうに伝えていた

だきたいと思います。 

   続いて、最後、広域観光のあり方についてになりますけれども、１つ例として取り

上げさせていただきたい事例がございまして、去年、また同僚議員とともに、すさみ

町のほうへお伺いさせていただいて、すさみ町の取り組んでいるイベントの内容をお

聞かせいただきました。「ＲＩＤＥ ＯＮ ＳＵＳＡＭＩ」というサイクルイベント

であります。 

   このサイクルイベントにつきましては、ことしが３回目の開催ということでありま

して、１回、２回、３回と、盛大に開催されているんですけども、このサイクルイベ

ントは、主管がすさみ町で、それで初年度はすさみ町単独の事業だったんですけども、

２年、３年を重ねるにつれ、近隣の白浜町、古座川町、それから串本町、この町の人

たちに協力をしていただいて、町をスクラムを組みながらやってるというイベントで、

物すごく、参加人数が５００人の参加人数なんですけども、全国各地から応募者が殺

到して、もう一大イベントになっているということで、すさみ町の役場で、それに担

当する職員さんとお話を聞かせていただきましたけれども、やっぱりこの地域を何と

かしなあかんという熱い思いを持って、いろいろと困難があったんだけども、やっぱ

りそこを、やっぱり情熱を傾けて、皆さん協力していただいて、この今の段階になる

んだよということをお聞かせいただいて、やっぱり職員さんの熱い思いというのは大

切やなというのを痛感いたしました。やっぱりこのような広域圏の観光を考えること

は、今後ますます重要となってくると思いますので、職員さんも熱い情熱を持って、

この広域観光に考えていただきたいなと思います。 

   町長もさっきおっしゃっていただきましたけれども、やっぱり観光を考える上で、

やっぱり市・町単独で考えていくことの限界というのもあるんだということを答弁い

ただきました。やっぱり小さい器の中で観光客を取り合うことよりも、やっぱり数多

くある有田地域の観光名所、これを皆さんの各町々が共有しながら巡回できるような、

そんな広域の観光のあり方というのを今後検討していただけたらどうかなと思うんで

すけども、最後に総括して、町長の意気込み等お聞かせいただきまして、私の一般質

問を終わらせていただきたいと思います。最後に、総括よろしくお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   観光客の増加につきましては、それも真剣に取り組んで、いろんな方とも相談しな

がら、どのような方向にするのが物すごく経済効果があるのか含めてやっていきたい

し、このサイクリングロード、今４８０号ブルーライン引いてくれてますけれども、
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ここは非常に狭くてカーブの多いところで、非常に危険なところが多いです。 

   おっしゃるように、本当に走ってたらブルーラインの中いうたら木をするようなと

こばっかり、真っすぐ、木って大きな木やし草が生えてます。そういうことも県にも

しょっちゅう申し上げて、せっかくつくってくれたんやから、すべてサイクリング快

適にできるようにやってくださいということは常に申し上げております。これからも

一つもそういう方向で、また何かそのサイクリングの再開、さっき言うたように、す

さみ町はもうずっと広域でやって、ことし５００人ぐらい来て、毎年うちのミカン賞

品に出せというて、畑へ取りに来るんやけど、ことしもうちのミカンと九度山のカキ、

ただで提供してます。 

   また、有田へ来たらミカンぐらいやったらいくらでもあるんで、また１回みんなで

やれんか、それも広域観光含めて、相談をしていきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、岡 省吾君の一般質問を終わります。 

   しばらく休憩をいたします。 

   １５時３０分より再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １５時１６分 

再開 １５時３１分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開します。 

   一般質問を続けます。 

……………通告順８番 ２番（増谷 憲）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、２番、増谷 憲君の一般質問を許可します。 

   増谷 憲君の質問は、一問一答方式です。 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ただいま議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

   私は、今回３つの問題に通告をさせていただきますが、質問に入る前に指摘してお

きたいことがあります。去る１２月９日、１５時５５分ごろですね、吉原上空でその

後も長谷川方面に向かって、そして沼田上空でも大きな音で飛んできたオスプレイ２

機が確認されています。以前についても、２機飛んできたのを確認されていますが、

オレンジルートでもない地域を飛んでくる、またいつ墜落するかもしれないこのオス

プレイですから、町民からも心配する声を寄せていただきました。役場へも直接電話

をした方がおられましたが、私は町から県を通じて国へ抗議するよう申し伝えておき
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たいと思います。 

   それでは、通告に従って、質問をさせていただきます。 

   まず、上六川の太陽光発電施設についての質問をさせていただきます。私、これ本

来するつもりはなかったんですが、私の該当する委員会の委員さんから「おまえせ

よ」と言われまして、私が本来通告予定やった質問ができなくなりまして、大変残念

に思いますが、委員会の総意でございますので、一生懸命頑張らせていただきます。 

   まずこの問題ですが、三者協定を結んでいるいわゆる事業基本計画について質問い

たします。２０１６年１２月に、太陽光発電事業者、上六川区、有田川町が、また２

０１７年１２月に、釡中区と協定を結んでおります。主な内容は、事業期間は売電を

開始した日から２０年、これをＦＩＴ法という期間でありますが、事業者は２５年い

けると言っております。 

   そして、周辺の集落や環境等に影響を及ぼさないよう配慮する。また地元企業の活

用や地元雇用に配慮する、そして環境・衛生・公害及び防災に十分配慮し、常に良好

な状態を保持できるよう維持管理するとなっています。協定書に定めてない事項や、

仮に問題が発生したら、三者で協議し善処するとなっています。 

   そこでまず伺いたいのは、三者協定後協議したことがあれば、どのような内容でし

たか、説明を求めたいと思います。 

   次に、県が林地開発許可したあと、業者と協議し是正できるのは、この基本協定書

しかないと思いますが、いかがでしょうか。仮に周囲への環境破壊、災害が起こった

場合、どのような対応になりますか。つまり基本協定書に基づき、事業者側の責任が

明確になれば対応できると思いますが、事業者側に責任がないと主張されれば、地元

区が、もしくは町と一緒になってその問題についてを立証しなければ協議にならない

ということになりませんか、困難さを来すのではないでしょうか、これでは協定書が

あっても対応はできない、こういうことにならないか私は心配いたします。 

   林地開発の完了検査が今始まろうとしている中で、問題への対応・指導ができるよ

う、基本協定書での指導権限を強化すべきではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

   次に、アユに影響が生じる場合の事業者の責任についての回答はその後ありました

か。またその内容はいかがでしょうか、再度確認したいと思います。 

   上六川太陽光発電施設の問題で県が対応しなくなったら、町の対応は大変大事にな

ってきます。今後のことを考えて、担当する部と課はどこで、また産業振興部などと

の連携の強化も必要ではないでしょうか、答弁を求めます。 

   太陽光発電施設として造成したときの木は、どのように処理したのか確認したいの

で、お答えください。 

   ことしの３月議会の質問で、事業者側から本社を地元へ移したいと聞いて、町長は

喜んでるという答弁をされましたが、この点についてその後どのようになっておりま
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すでしょうか、お答えをいただきたいと思います。 

   次に、２つ目の風力発電等施設について質問いたします。 

   ３月以降で、風力発電事業者の動きについて把握、もしくはつかんでいる情報や動

きはありませんか。特にゴルフ場の敷地が気になっておりますが、いかがでしょうか。 

   次に、修理川区や宇井苔地区の健康調査について伺います。仮に風力発電施設稼働

後、何らかの住民の健康に影響が複数発生した場合、因果関係が問われてまいります。

そのときどう判断するかは難しい面はありますが、少なくとも稼働前の住民の健康調

査の資料を残しておけば、比較対象できるものであると考えます。そこで今行ってい

る、例えば特定健診、ドック健診、後期高齢者も入れて現地両地区においての受診率

は、もし把握されていればお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

   次に、風力・太陽光発電施設の規制条例の制定について質問いたします。大規模な

風力発電や太陽光発電について、町内でも反対や心配する声が多くあります。しかし

現実は、書類さえ出せば通ってくるのが現状です。国のほうでは、規制できるものは

ありません。しかも説明資料は難解で、説明会も１時間余りで、理解できるものでは

ありません。そして何よりも、参加する住民が少なすぎます。また情報が遅く、表へ

出たときはかなり進んでいて、対応に難しさがあります。それでも開催すれば、住民

説明会を行ったとなってしまいます。大資本の力が強く、抜本的に規定できるもので

はありませんが、ですから全国でも起こっている問題に対応しようとすれば、地方自

治体が住民防波堤となって、野放しで進めさせるのではなく、住民の立場から、安心

して暮らせる地域や環境を維持できることが確認できなければ、そうさせる規制が必

要ではないでしょうか。最近の大規模地震や風水害を見ていますと、もし開発地域で

災害が発生すれば、誰が責任をとるのでしょうか。またその費用は、国民の税金から

出るのではないでしょうか。こういうところに制定する意義があるのではないでしょ

うか。そういう点で、まず町長に認識を伺いたいと思います。条例を制定する市町村

があるように、弁護士や環境の専門家交えて、条例の制定に向けて取り組んでいただ

きたいのですが、いかがでしょうか。 

   次に３つ目の質問。 

   加齢による難聴対策などについて伺います。私は、年をとると耳が遠くなるのが仕

方がないと思っていました。しかし、今、加齢により耳が遠くなる加齢性難聴が日常

生活に不便を来すだけでなく、社会生活上コミュニケーションを困難にし、うつ病や

認知症の要因にもなると指摘されるようになってきました。耳が遠いことは目に見え

ない障害ではないでしょうか。軽く考えられがちですが、難聴への対応を個人任せに

せず、社会的に取り組むことが必要だと考えます。身近にいる人たちに、日常生活で

聞こえにくくて困っている話をよく聞きます。 

   ７０代後半の男性は、聞こえにくいという自覚がなかったが、知らず知らずのうち

に聞こえにくくなり、相手の話を聞き直すことが憂鬱になり、聞こえていなくても適
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当に話を合わせ、食い違っているのに気づかず、気まずい思いをしているということ

もあります。それで、外へ余り行かなくなったり、車の運転も控えるようになったと

いいます。もちろん電話がかかってきても、聞こえないので出なくなったといいます。

難聴対策として、補聴器があるというのは知っていますが、片耳で数万円から５０万

円というように高価なものであり、年金生活者にとって簡単に購入できないのが現状

であります。 

   難聴は、高齢者にとって最も一般的な身体機能の低下の一つです。難聴者は、日本

で６５歳以上で約１万５００人と推計されています。また、日常生活で支障を来す程

度とされる難聴者、７０代の男性で５人から６人に１人、女性で１０人に１人程度あ

るという調査結果の報告もあります。２０１７年に開かれた認知症予防国際会議・ア

ルツハイマー病協会全国会議では、認知症の修正可能な９つのリスクの要因の１つに

難聴が上げられ、難聴により脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能低下に

つながり、うつ病や認知症になるとも指摘されています。加齢性の難聴が年のせいだ

と片づけるのではなく、介護予防の観点からも必要な対策をとるべきではないでしょ

うか。 

   そこでまず、現在認知症の予防や抑制させるために取り組んでいる、例えば百歳体

操などありますが、これらの対策についての認識はどうでしょうか。また政策的に効

果が上がってるのかどうか、お答えいただきたいと思います。 

   さて、厚生労働省は、認知症と加齢性難聴の喚起を注目するようになり、２０１５

年には認知症対策を重点課題とした国家戦略である、いわゆる新オレンジプランが策

定され、難聴が認知症の９つの危険因子の１つに位置づけられています。これらにつ

いての認識はいかがでしょうか。 

   そこで、障害者手帳の交付もなく、加齢性による、または若年性でも発生してる難

聴者への補聴器購入制度を拡充されてはどうか。また、役場の福祉課や住民課など公

共施設へ設置して、難聴者が来庁したとき、補聴器に直接雑音の少ないクリアな音声

を聞くことができる磁気誘導ループ、いわゆるヒアリングループというのがあります

が、このヒアリングループの設置をもしされていればいいんですが、設置されていな

ければ、設置に向けてのぜひ前向きな答弁をいただきたいと思います。 

   これで、第１回目の質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、増谷議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

   その前に、僕ちょっときのうオスプレイ飛んだ、全然知りませんでした。それは、

これ一遍ちょっとまたその飛行ルートを外れてやったんか、あるいは許可をもらって

飛んだんか、その点まだわかりませんので、調べさせてもらいたいと思います。 
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   それでは、増谷議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

   上六川の太陽光発電施設の開発に当たり、発電施設用地の地主である地元区と、事

業者でありますＱソーラーＡ合同会社と有田川町で協定を結んでます。この協定に基

づいての協議ではありませんが、現地や庁舎において、事業内容についてや、今後の

維持管理について説明を受けたことは何度もあります。 

   林地開発許可後の事業者であるＱソーラーＡ合同会社との対応についてであります

けれども、この協定書の内容に関する事項に関しては、責任が明確にならない場合も

含め、協議を申し出ることが可能であると考えています。ただ、協定書に違反するよ

うな事態が発生した場合は、指導していくべきであると考えてますけれども、法の範

囲を超えてまでの強制力はないと考えております。また、協定書への指導権限の明記

については、難しいと考えております。 

   次に、アユに影響が生じる場合の事業者の責任についてでありますけれども、現在

漁業協同組合と事業者であるＱソーラーＡ合同会社との間で協議中であると聞いてま

すが、内容について町では把握しておりません。 

   次に、この太陽光発電施設に問題があった場合の連絡窓口は、総務課にて行う予定

にしておりますけれども、産業振興部や建設環境部とも連携させながら、対応してい

きたいと考えております。 

   また、伐採した木々の処置についてでありますけれども、県のほうに確認したとこ

ろ、不適切な処理は確認できなかったとのことであります。 

   事務所の設置につきましては、以前ＱソーラーＡ合同会社の職務執行者が来られた

とき、今後事務所を有田川町に設置できないかも含めて考えていきたい旨の話をされ

ましたが、先日１１月２８日に職務施行者が来られたときに再度確認したところ、現

時点ではお話しできるようなことはないとのことでありました。引き続き、できるだ

け有田川町に事務所をもってきてもらえるように、努力をしたいと思います。 

   次に、２点目の風力発電施設につきましては、海南・紀美野風力発電事業者に聞き

取りをしたところ、役場から要望している各地区での説明会は、地元区長さんから説

明会自体を受け入れてもらえない地区が多く、また土地の借り上げや買収を含め、何

の進展もないとのことであります。 

   修理川や宇井苔地区の健康調査の実施につきましては、現時点では考えておりませ

ん。 

   風力・太陽光発電の規制条例等の意義制定につきましては、太陽光発電施設に対す

る規制は、昨年度より県が太陽光発電事業の実施に関する条例を施行したところであ

りますので、まずこの規制の効果を見守りたいと考えております。 

   また、風力発電事業については、太陽光発電事業よりも高いレベルの国による広範

囲の環境影響評価が義務づけられており、これを超える規制を設けようとすれば、多

方面にわたる高度な専門的な観点からの考察が必要となりますので、現在のところは
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考えておりません。 

   次に難聴対策について。まず１点目の質問でありますが、認知症の予防や抑制への

認識については、各地域にある体操教室やサロン等で、生活支援コーディネーターと

連携し、認知症予防に係る啓発を行ってます。また旧町単位で、一般住民向けの認知

症予防に係る研修会を実施しているところであります。認知症の早期発見と早期改良

を行うための、認知症初期集中支援チームを地域包括支援センターに設置し、毎月１

回専門職による会議を開催し、必要な支援につなげているところであります。 

   次に２点目の質問でありますが、平成２７年１月に、厚生労働省が作成した認知症

施策総合戦略新オレンジプランによりますと、認知症の防御因子として、運動不足の

解消や社会参加による社会的孤立の解消、役割の保持等が上げられていることがあり、

国は高齢者が身近に通える場所の拡充を推進しているところであります。町では、体

操教室やサロン等の集まりの場を拡大することを推進しており、引き続き実施してい

きたいと考えてます。 

   続いて、３点目の質問でありますけれども、新オレンジプランによりますと、認知

症の危険因子の１つとして、難聴が挙げられているところであります。補聴器の助成

としては、聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた方で、補装具の交付申請をされ

た方には、県での判定の結果、補装具として補聴器の交付が受けられます。 

   次に、磁気誘導ループの整備については、今後移動簡易型ループも含め、研究をし

ていきたく考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ほかに、補足説明はありませんか。 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   再質問させていただきます。 

   まず、第１問の上六川太陽光発電施設についてでありますが、有田振興局の林務課

にお聞きしますと、完了検査というのは６項目ぐらいあるそうです。まず土工関係、

２つ目土どめ工、３つ目法面保護工、４つ目堰提工、５つ目水路工、６つ目残置森林

についてとなっておりますが、この検査は検査員と一緒に回って見て、１日で終える

というふうなことも言ってましたが、完了検査日ということで、いつになるかわかり

ませんが、早ければ事業者から出てきて１２月中の検査、普通は２月末ぐらいを目途

に完了検査の結果を出していきたいということも言っておられましたが、どっちにし

ろ振興局の林務課が、完了検査日とそれから内容がわかれば、事前に担当課としてつ

かんでいただいて、議会にもぜひとも報告を求めたいと思うんですが、まずその点確

認したいと思いますが、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 
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   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   提出のできる限りで、うちのほうへいただきたいと考えます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この完了検査が済むと、県の林務課がもう指導できなくなるというのは、この間か

ら聞いてたとおりなんで、そのあとどうなるかということで心配が起きるわけです。

県の林務課も言ったのは、やっぱり三者協定しかないということをおっしゃるんです

よ。その点は、町長どう思いますか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   この林地開発の許可というのは、もう非常に厳しいいろんなことをクリアせな、検

査は通らないということで、それはきっちりこのＱ合同会社もやった上での許可だと

思ってます。もちろん、そのあとのことについては、県が何も知らんということ僕は

ないと思いますけど、県が許可した以上は、何も知らんということは僕はないと思っ

てます。我々協定結んでますので、それに沿ってまた指導できるとこは指導しながら、

やっていきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   私もそう願ってるんですよ、本当は。でもね県がそう言うんですよ、あとはもう三

者協定しかないですよって。そのあと、完了検査後災害が起こっても、県は入りませ

んよと言い切ったんですよ。ですから、三者協定が大事ですと林務課の人は言ってま

した。 

   それでですね、事業者はこういうことも言ってました。１カ月に１回の点検をする

と。台風前後の点検、大型連休前、砂置き場の設置、Ｕ字溝の点検、調整池の点検等

となっておりますが、しかし行政側のほうで放っておくと、こういう月１回の検査を

明確にされるかどうか、私は危惧してるんですよ。その点ではきちっと対応するよう、

指導も含めて担当部に求めておきたいんですが、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   私どもも、この前の１１月２８日のハンファからの説明では、そのように聞いてお

ります。うちのほうとしては、やっぱり三者協定を結んでおる中で、強制権を持って
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その敷地に入りこんでという形ではできないと思いますんで、向こうにはやっぱり連

絡して、検査をやってくれたかとか、そういうふうな確認はできると思うんで、そう

いうふうな形で、あとは随時向こうのほうに、中を確認したい場合は申し出を行った

上で、向こうの許可を得た形でやっていく形になろうかとは思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   当面はその三者協定しか対応できないということでありますので、この点やっぱり

詰めておく必要があると思いますし、事業者側の責任が明確でない場合でも、協議で

きるというふうに、町長さっき答弁されましたけども、本当に事業者側がそういうふ

うに応じるのかどうかというのは、私は極めて疑問と思いますので、やっぱり三者協

定は具体的に書いていませんが、その中身でぜひとも追及していただきたいと思うん

ですが、いかがですか。もう一度確認します。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   私どものほうは、三者協定にやっぱり違反してるというときは、それは町としては

指導したいと思います。ただし、先ほどからくどいんですけども、法的根拠があって

できることではないんで、その辺には限界というものはありますけども、そこはしか

し守ってないときには、強く申し入れはしていきたいと思います。 

   もう１点、ＱソーラーＡ合同会社のほうに、県からもし指導されたらどうするんだ

と聞いたら、それもちゃんと対応させてもらいますということではございました。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   本当にそうであればいいんですが、実行させるように、ぜひしっかり見守っていた

だきたいと思います。 

   それから、今から手を打っておかないと心配する点もあります。今の発電事業がい

つまで続くかわかりませんけれども、ＦＩＴ法の関係で言いますと、耐用年数２０年

って言われてますよね。でも事業者は、この間の説明では２５年はいけると確か言っ

てたんですが、それは相対的なものなので、どうなるかも我々わからない、もしかし

たら早く撤退する場合もあり得るかわからんと、事業者が仮に撤退する場合のことを

心配するんです。この間言っておりましたが、その撤退したら、あそこに設置される

パネルは最低限取ってくれよかえと。じゃああそこの敷地は、造成したままあのまま

残るというんですよね、もうあとは知りませんというお答えでしたよね。確認したい

と思ったらそうでしたよね。 
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○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   この１１月２８日のときには、上六川区も含んでの説明会になっておりました。そ

れで、私のほうからは、その太陽光は期限が終わったらどういうふうな形になるのか

といいますと、そのパネルをとった形で返すということでありましたので、私もその

ときには区のほうに、やっぱり土地の使用者として、そのあとの管理というのは非常

に区としても大事になってくるんで、それは我が身に係ってくることでもあるんで、

十分注意しておく必要があるというふうには申し出しました。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   そこなんですよ。私心配するのは、地元区へ返すとなると、ああいう広大な４０ヘ

クタールの造成した土地を、地元区・釡中区も入れてですね、草刈りはじめ土砂災害

に対する対応も含めて維持管理できるんかどうかということなんですよ。その点難し

いんじゃないですか、どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今、ＱソーラーＡ合同会社さんの話では、あそこはかなり太陽光として優良に、今、

稼働できてるという話でありまして、ＱソーラーＡ合同会社のほうも、２５年過ぎて

でも、上六川と良好な形で、引き続き何らかの形でやっていければいいなというふう

な考えは持っておられるみたいでした。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   今の部長の答弁、極めて希望的観測の話なんでね、実際はどうなるかわからんと。

しかも、ＦＩＴ法でいう、１キロワット当たりの補助金がもうだんだん減っていくわ

けでしょう。だんだんもうけになってこないし、事業者が言うてるのは、２０年間で

いうたら、１５年で設置費用取り戻して、あと５年でもうける仕組みになるような話

言ってましたよね。だから、あんまりもうからないんかなという事業者の説明でした

けども、とにかくそのあとの土地がどうなるか、下手したら産廃事業者が買いに来て

売られてしまったら、産廃の捨て場になる可能性が十分にあるというふうに考えます

が、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 
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○町長（中山正） 

   それは、今、借りてる上六川との協定の話で、町が産廃に売るとかそういうことの

権利ももちろんないし、それはもう上六川との今後の話し合いになると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ただ、要するにあとの土地が維持管理するのに大変だということがやっぱりわかっ

ていただいて、どうするか地元区だけにせんと、業者がやっぱり援助する仕組みで考

えていってあげていただきたいと思いますし、今後の対応を注視していっていただき

たいなと思いますが、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   もちろんね、その大きな企業でありますんで、注視はしていきたいなと思ってます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次にですね、事業所をもってくるという話はなぜそうなった、食い違ったんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   どういう理由かという、細かい内容までは聞いておりませんが、いろいろ諸事情が

あって、今ここへもってくるというお答えはできないということでございました。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この前の３月議会の質問答弁では、もうすぐに来るような話でしたでしょう。それ

がなぜ変わったのか、理由は聞かなかったんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   当時、私もその最初来たときに、町長のところへ来たときには、できれば地元に事

務所をもってくるという形が望ましいようなことを言うてくれてました。ただし、や

っぱり会社のどんな諸事情があるんかわからないんですけども、この前うちの町長も、

かなりあの件については喜んで受け取っておるんでという話でさせてもうたところ、

いろいろ会社の諸事情もあって、今ここで来ますというふうな返事はできないという
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ことであったんですけども、先ほど町長の話にもありましたように、やっぱり事務所

が有田川町に来るということは、大変うちとしても維持管理の面でもやっぱり安心す

る面があるんで、今後ともそういうことは伝えていきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ちょっとそれるんですが、ある県の太陽光発電事業者が、災害によってパネルが飛

んで大変な状況になって、周辺の住民らが事業者に説明を求めに押しかけるんですけ

ど、事務所は誰も出ないとかで全く対応できない、そういう事例もあったんですよ。

ここの場合はそういうことのないように、監視も含めて、ぜひ真摯な対応するように

求めていきたいと思うんですが、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それはもう、合同会社とその中の話で、きちっとそういうことは話を詰めていきた

いと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次、２つ目の問題に移ります。風力発電施設についてですが、今の答弁では、事業

者から何も聞いてないということでありました。それで、最近その事業者から、私ち

ょっとうわさで聞いたんですが、黒松地域で調査の小屋を建てたいから、土地を貸し

てほしいという話があったそうですが、これは事実確認していませんのでわかりませ

んが、しかしその持ち主は断ったということをお聞きしましたが、こういう点ほかで

もないのかどうか心配してるんですが、聞いてませんか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   これは会社のほうに、この一般質問の通告書が出てから確かめたんですけども、現

在のところ、以前からの何の進展もありませんし、土地の借り上げとか、買い上げの

話も出ておりませんということは確かめております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   もしそうであればいいんですが、動向については、引き続き注視をしていっていた

だきたいと思います。 
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   それでですね、今、計画中の修理川関係、宇井苔関係の工事始まってるところと、

これから始まってるところの建設計画についてなんですが、やっぱりその土砂災害、

健康被害はやっぱり拭いきれないということで、まず健康被害についてですね、きち

っとした資料を持っていく必要があると思うんです。 

   例えばですね、特定健診ありますよね。修理川区や宇井苔区、もしくはそのこっち

のもう既に稼働してるとこの地域の健康診査なんかの資料を、ぜひ見ていく必要があ

るんじゃないかと思うんですが、特定健診率とかそんなの、もしわかってればお答え

いただきたいんですが、どうでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   ここの特定健診率につきましては、町単位での発表しかしてません。町単位と、シ

ステム的には個人の住所・名前で管理させてもらってますので、特定区、修理川とか

宇井苔でしたら件数少ないと思いますんで、手作業で拾えば拾うことはできると思う

んで、またそれは依頼していただければ、時間かかりますけどもできると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   担当課は大変でしょうけど、ぜひそういう調べていただいて、資料としてまずは残

していただきたいと思います。 

   それで、風車の影響とみられる健康被害ということで、頭痛・不眠・動悸の激し

さ・胸の圧迫感・息切れ・目まい・吐き気など出てくるということで、今後の特定健

診などについて、こういう項目などもぜひお医者さんに問診してもらえるような仕組

みにならないかということなんですが、難しいですかね。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   ここの特定健診では、基本項目が決まっておりまして、これは国の基準で決まって

るんで、それ以外するとなると町の持ち出しとなります。今言われた、ちょっと動悸

とか目まいの健診というのは、健診では難しいと思ってます。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   患者さんとのやりとりの中で、そういうの聞きやすいと思うんですけど、目まいな

いかとか、そんなんはできると思うんで、ぜひ聞いておいてほしいなというふうに思
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います。それでですね、風車が稼働して人体に変化があっても、事前の調査がなけれ

ば比較対象になれませんので、ぜひ求めておきたいと思います。 

   それでですね、低周波音の測定と健康調査についてでありますが、例えば東伊豆町、

静岡県ですが、２００７年末に、１，５００キロワットの風力発電機１０基の建設停

止再稼働で、住民の中から健康被害が出始めて、因果関係を調べると、風車がとまる

と、不眠、胸・鼻・耳の痛みなど症状が改善したと報告があります。それで住民は調

査し、夜間に住宅直近の風車３基を停止。次に、近い風車２基の回転数を４割減らす

ということの協定を、事業者・自治会・町の三者で結んで、その結果、睡眠障害など

は７割減ったと報告されている事例があります。 

   もと札幌医科大学の山田先生がこれ調査したらしいんですが、北海道石狩市で稼働

している１，５００キロワット級の風車を実際にはかり、その原因が風車特有の風切

り音とその構造にあると確認してるそうです。それで、同山田先生は、国の測定方法

に問題があると指摘して、改善を求めています。また、風車が大型化で、羽根の先端

速度が大きい場合、健康被害が遠くまで及ぶ可能性があるということまで指摘されて

います。 

   ２０１０年の環境省報告で、風車から１キロ以内、１基１，０００キロワット以上、

１施設１０基以上、総出力が５，０００キロワット以上の場所での苦情件数の増加・

継続化が明らかになっていると言っています。 

   ２０１３年には、日本弁護士連合会が、１つとして、医師等で調査・研究機関を組

織し、低周波音の長期暴路による被害実態の疫学調査を行うこと。２、１００ヘルツ

以下の音が聞こえにくい、１０ヘルツ以下の音は聞こえないから、いずれも生理的な

影響は考えられないという考えを前提にした参照値を撤回し、外国先進事例の基準を

もとに暫定基準を設けるべきである。３つ目として、健康被害防止可能な規制基準を

つくって、風車立地などの設置場所の基準を策定すべきだと提言します。 

   これらのことから、風力発電施設が建っている自治体は、健康調査を実施すべきだ

と指摘しております。どうですか、認識は。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   今その健康被害が出ていない状態で、なかなか答弁は難しいものがあると思います

けども、やはり責任は事業者にあると思いますんで、事業者においてやっぱり健康の

調査を行ってほしいと私は考えます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   そういう事業者であればいいんですが、大概そういう状況で事業者がやったとして
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も、本当に正しい資料を出すかどうかも私は疑問を感じています。ですから、やはり

業者のほうでこういう住民の健康調査については、きちっとされるよう再度求めてお

きたいと思います。 

   次に、協定書について伺います。既に稼働している風力発電事業者と、関係地元区

との間で協定を結んでいて、協定書も町が持ってると思いますが、まずその確認した

いと思いますが。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   役場のほうでは確認しておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   じゃあ町のほうで持っていないということですね。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   はい、持っておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ということは、もし何かが起これば、建設中においてでもですよ、協議ができるん

でしょうか。それはわからないですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   工事中に起これば、今、林務課が出しております林地開発によって、その辺で指導

はできると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   協定書については、地元区と業者の間では持っていますか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   それについても、確認はしておりません。 
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○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   これは大事なことであると思いますので、ぜひ確認していただきたいと思いますが、

いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   やっぱり地元と業者のことなんで、役場では立ち入る関係ではないと考えておりま

す。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   でも何かが起こったら、やっぱり行政としても責任問題出てくると思いますので、

ぜひ検討を求めたいと思います。 

   それでですね、条例化の問題についてでありますが、岡山県の真庭市、ここはバイ

オマス発電なども有名ですけども、条例制定に向けて、こんな論議してるんです。経

過や制定の理由を書いてる部分があります。自治会や観光協会などからの陳情を受け

て、既存の制度では、風力や太陽光発電事業について、特色ある景観や豊かな自然環

境及び安全・安心な生活環境の保全及び形成との調和に関して、必要な措置がされて

いない状況になると明確にしています。そして、太陽光パネルは建築基準法の規則が

かからない。台風や落雷による事故のリスク、地震で発電停止が多くなる、低音振動

による人体への影響がある、居住区がある場合は反射光の影響がある、低周波や超低

周波などの公害が心配だと書いています。 

   また不用になった場合、廃棄物が残る、草刈りなどの管理がされない、不使用の施

設が廃朽化する、森林伐採は生態系崩壊を招く、野鳥が衝突する、無人であり人の営

みが感じられない、観光地にはそぐわない、鉄塔やパネルは景観に影響を与える、こ

ういうふうに真庭市の条例では明記されてるんですけども、こういう内容については、

当町でも当てはまると思いませんか、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   和歌山県のほうで、５０キロワット以上の規制の条例ができました。それによって、

現在設置される届けが多いのが、その５０キロまでの設置が多いんですけども、それ

によっていろんな、今申されたようなことの苦情でありますとか、その辺もまだ町の

ほうへは入ってきておりません。そのために、先ほど答弁にもありましたように、県
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の条例の様子を見ながら、必要かどうかも判断していきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   県の条例では、風力も中へ入ってるんでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   風力はですね、７５万キロワットの出力があるものについて、環境影響評価という

規則がかかるようになります。県の条例自体では、林地開発であるとか、そういうも

のしかありません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   さっき言ってた県の条例では、あれは太陽光だけですよね。風力についてはないで

すよね、中身として。 

   ここまで有田地方を見てくると、乱立してきてるように思うんですよ。こうなった

ら、どうしても条例規制が必要だと思うんですが、町にとってのメリットというのは、

年々減ってくる償却資産ぐらいだけで地元雇用もなく、事業所が低周波音への救済に

しても、規制する法律や条例がないことから、因果関係ないと言って認めない姿勢で

ありますし、災害が起これば誰が責任をとるのかという問題も残ってまいります。私

は、だからぜひとも規制に向けての条例が必要だと思いますので、検討してもらえな

いかどうか、再度お答えいただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   風力発電に関しましては、その環境影響評価といって、国の各方面からの専門的な

評価が出ております。それを超えるほどの条例を作成するというのは、なかなか困難

なことでありますので、難しいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   でもね、部長そんなん難しい言うけどね、下田市や稚内市や赤穂市・真庭市なんか

ね、そんな難しいことつくってないですよ。ごく当たり前の内容で書いてるんですよ。

災害の発生を防ぐために、立入調査や指導・助言できるとか、勧告に従わないときは、

事業所名前や住所・勧告内容を公表するとか、つくったらあかん区域を設定してると
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かね、そういう内容なんで決して難しくないし、ワット数も何キロ以上とか、そんな

規制もなっておりますし、私はつくってるところの事例をもう見てると思うんですが、

再度勉強していただいて、検討を求めたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   また各ほかの県の市町村の条例を見せていただいて、また研究はさせていただきた

いと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   国がつくった環境影響評価というのは、本当にざる法と一緒ですよあれは。だから

全国で問題が起こってきてるんで、だから全国地方自治体は、自分とこで条例をつく

っているということも指摘しておきたいと思います。 

   それでですね、私どもの立場として、再生可能エネルギーは必要だという考えであ

ります。しかし大規模な風力発電は、地域住民から土砂災害や低周波音被害など懸念

する声が上がり、国会でも十分な規制がないことを追及してきました。環境アセスも

ありますが、住民の疑念に応えるものになってない現状があります。再生可能エネル

ギーであっても、健康被害・自然破壊や災害などを引き起こさないよう、適切な規制

を当然すべきでありますし、住民を無視して開発が行われないよう、住民合意を義務

づける制度を私は導入すべきだと考えます。 

   また、環境省が２０１７年につくった風力発電施設から発生する騒音に関する指針

というのがありますが、１基当たりの出力が２，０００キロワットのものを想定して

おり、最近の１基４，０００キロワット以上の出力の計画がふえてくる中で、この指

針の見直しも必要であり、特に集中立地に伴う累積的影響の検討が必要だと考えます。 

   また、地域の乱開発を防ぐ方法として、環境保全優先する地域、自然エネの導入可

能な地域に区分けするゾーニングの導入もありますが、当地にとってはこれはどうか

と思いますけども、そういう点もあります。 

   環境省マニュアルもつくっておりますが、国として住民の健康、安全や環境保全を

脅かす恐れがある地域の立地を規制することが、私はどうしても必要だということを

申し添えて、この問題の質問を終わります。 

   最後にですね、補聴器助成制度について伺います。 

   認知症予防対策への参加目標ですが、６５歳以上で１００％参加目標。また施策大

綱では、予防目標が８％で、ことしの４月時点で１，３４０人の約１６％と高くなっ

ております。それでは、有田市や湯浅町、広川町の状況はどのようになっているのか、

お伺いしたいと思います。 



 

－１３６－ 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   通いの場への参加ですけども、うちのほうは、先ほどありましたとおり、高齢者８，

４２０人の中、参加者１，３４０人で、１５．９％となっております。 

   有田圏域の他の市町については、聞いたところ、参加者約率的に８％前後となって

いるそうです。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   うちは高いのがいいことなんで、引き続き高めていただきたいと思いますが、補聴

器工業会という団体があるんですが、そこが難聴者等の推計しております。難聴者は

１，４３０万人があって、そのうち補聴器をつけている方は２１０万人の１４．４％

しかありません。認知症の方は、町内にどのぐらいあるかというのは把握されており

ますでしょうか。また、障害者手帳は何級からだと補聴器の助成になるのか、もしわ

かってれば示していただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   １点目の、認知症の人数についてですけども、町の認知症の正確な数は把握できて

いません。平成３１年４月時点で、町の介護認定者のうち、認知症高齢者の日常生活

自立度２以上の方は、１，０３９人となっているので、これ以上はあると思っており

ます。 

   あと、２点目の補聴器の所持者ですけども、平成３０年末で、身体障害者手帳の聴

覚障害者の所持者は１１６人、うち補聴器の所持者は７０人です。ちなみに、平成３

０年度の補聴器の新規交付は１１件、修理が４件となっております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   大人に、補聴器の購入・修理に国・県の制度としてあって、また難聴児に対しても

県と町の制度があるという説明がありましたが、そんなに件数は今の答弁で多くない

というふうに思うんで、それはやっぱりその補助額が低いのか、それともその補助額

で買える補聴器というのは、やっぱり入れても聞こえにくいのかどうかという点があ

ると思うんですが、その点どんなに把握されておりますか。 
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○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   障害者手帳を持ちまして、補装具の交付申請にあって、県からの交付決定を受けた

補聴器については、県の補助基準額が決まっておりまして、耳かけ式と箱形式があり

ます。補聴器の業者に聞くと、これ８万円程度なんですけども、別に５０万の補聴器

でも聞こえる程度は一緒です。今、耳へ入れるやつで１個１５０万ぐらいする補聴器

もあるんですけども、聞こえるレベル的には一緒だと思っております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この難聴で、その日常生活に支障を来す程度と言われる難聴者は、大体推測で７０

歳代男性で５人から６人に１人、女性で１０人に１人と言われています。この基準で

試算すると、７０歳代で有田川町では４００人少しの方が対象になってくるんではな

いかと推察するわけです。これは７０歳代だけですよ。だから、結構予備軍もしくは

なってる人が多いんかなという認識になります。 

   難聴医療の範疇としてとらえてる欧米では、３０から４０％の所持率ありますから、

日本と大きな差があります。日本は障害の範疇でとらえての補助になっていますが、

補聴器所有率は極めて低いということです。厚労省は、補聴器を用いた、聴覚障害の

補正による認知機能低下予防の効果を検証するための研究を今進めていますが、御存

じでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   届け出率は、ちょっとうちのほうでは取り組めてないです。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   これについて、麻生大臣もこれはやらなければならないということで、国会答弁し

ておりますので、国会でも大事だというふうにとらえているわけです。現在、障害者

手帳がないと、補助制度を受けられませんから、中程度以下の方には補助制度がなく、

医療控除が一部あるというぐらいですから、医療控除なんか受けても、約２万円ぐら

いしか負担に、例えば２００万から３００万円で３０万円の補聴器を仮に購入しても、

２万円ぐらいの医療控除しかないということで恩恵がないと。ですから、難聴の改善

に力を発揮するのが補聴器ですから、やはりこの点は、高齢・加齢に伴う対象者につ

いても、対象を広げていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   加齢性難聴については、年とともに枯れていくということで、障害者手帳のほうで

は、６級からの診断を受けられますんで、結構診断を受けずに自分で買ってる方もあ

ると思うんですけども、手帳に結構該当する方もありますんで、できるだけ耳鼻科の

受診をして、手帳の交付を知っていただければと思っております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   あとで言おうと思ったんですが、本当にこれホームページのぞいても、さっと出て

こないんですよね。制度自体も知らない方が多くて、受けられるのに受けてない方も

結構あるんではないかというふうに思いますので、まずはその周知徹底を再度求めて

おきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   その点については、またホームページ等でも記載していきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   障害者施策はいろいろありますけども、例えば加齢に伴う障害の疾病対策公的支援、

例えば白内障への眼内レンズの保険適用、入れ歯への保険適用、介護保険を使った場

合、足腰が不自由になる状態になると歩行器の補助などありますけども、なぜか補聴

器だけ、重度の難聴者以外は自己負担になってしまうという現状があります。これは

矛盾してるのではないかと思いますんで、国での公的支援ができるまで、町が対象を

広げてやっていただき、これは介護予防になりますし、ひいては医療費の抑制にもつ

ながってくるんではないかと思いますが、来年度の策定予定の介護保険事業計画では、

認定者を減らし、元気な高齢者になってもらうことが大きな柱になってると聞いてお

りますが、そういう立場からも、助成対象を広げるべきではないでしょうか、いかが

ですか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   市町村単独の補聴器補助については、他府県ではやってるとこも聞いたことあるん

ですけども、まだ県内でもないんで、それは研究していきたいと思っております。 
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○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この制度は、今、国の補助があるんですけども、範囲を広げた場合ですね、財源措

置の問題も市町村として出てきますので、国庫負担制度か、少なくとも交付税措置を

するよう求めておきたいと思います。 

   それでは最後に、ヒアリングループについてお聞きします。 

   現在町内において、ヒアリングループは設置されていますかいないですか、その点

御答弁いただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   電動誘導ループについては、県内でビッグ愛の施設に設置されてるだけと聞いてお

ります。町内ではもちろんないと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   調べたら、県の障害福祉課、和歌山市役所、和歌山市障害者支援課、紀の川市の新

庁舎、これは傍聴席や常設用カウンター用であります。紀の川市の障害福祉課、海南

市は携帯型カウンター型で海南市の新庁舎、かつらぎ町、紀美野町、岩出市の福祉課、

田辺市役所、新宮市役所に設置されているというふうに見ました。ですから、県下の

こういう自治体でやっておりますので、せめて福祉の担当窓口や住民課、そして今後

大規模改修が予定されている吉備庁舎などにも、この際対応できるように設置を考え

てはいかでしょうか、御答弁どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   そういうふうなビッグ愛なんかにやってるやつについては、かなり床をかさ上げし

たりとか、そういうふうないろいろ大規模な形になってまいりますんで、今私どもが

できる方向では、先ほど町長の答弁にもありましたように、移動簡易式のループシス

テムということもあると聞いております。そういうふうな窓口等であれば、そういう

形でもいけるんかなというふうな考え方もありまして、今後やっぱり研究していく課

題ではあると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 
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   確かに移動型であれば、大会の開催のときにも使えますし、かなり難聴者の方にと

ってはしっかり聞こえる内容のものなので、ぜひ設置に向けて検討を求めたいと思い

ますが、再度御答弁いただいて、質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲 準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   研究していきます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、増谷 憲君の一般質問を終わります。 

   お諮りいたします。 

   本会議の時間を、都合により、あらかじめ６時まで延長したいと思いますが、御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、本日の会議を６時まで延長することに決定しました。 

……………通告順９番 １番（堀江眞智子）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、１番、堀江眞智子君の一般質問を許可します。 

   堀江眞智子君の質問は、一問一答方式です。 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

   私は、この１問について今回質問をさせていただきます。 

   有田郡市の産科体制について、質問をさせていただきます。 

   ２０１７年５月より、３年半ぶりに出産が可能となった有田市立病院でありました

が、約２年半で、医師の退職により分娩休止となりました。有田市立病院のホームペ

ージには、産科・分娩休止、黒瀬医師の令和２年３月３１日をもって退職します。退

職に伴い、令和２年以降の分娩を休止します。なお、セミオープンシステムによる妊

婦健診、３２週まではこれまでどおり継続しますので、御利用くださいと書かれてお

ります。 

   私はこれまでも、お隣の町の市立病院ではありますが、有田川町で安心して子ども

を産み育てられる環境が整うこと、町の発展につながると、産科のことについて質問

をしてまいりました。町長も、その思いは同じはずであると思います。ですから、新

しい医師が着任したときも、一たん定年退職をされた先生であるとお聞きをしており

ましたので、すぐに後任を探す手立を考えておかなければならないのではないかと提
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案をさせていただいておりました。これが、あっという間に現実となったわけであり

ます。 

   このことは、有田市の問題だけではありません。県の平成２８年１０月に出された、

県の地域医療構想と公的病院のあり方の中でも、公立病院の機能として、公立病院は、

救急、小児、周産期、精神などの不採算特殊部門における医療や、僻地・過疎地域に

おける医療など、第６次保健医療計画において重要事項と位置づけられた医療を提供

していますとあり、公立病院は国や県から拠点・準拠点病院の位置づけをされており、

その機能を担うことになっています。医師不足の状況も指摘をされていますが、公立

病院の経営状況では、特に医師の確保は経営を左右する大きな要因となるとも記され

ています。 

   それで、年明け早々から、有田市立病院では出産ができなくなることとなりますが、

再開も含め今後どうなるのか。またこのことで、有田郡市で出産できる医院は、有田

川町の１医院となりますが、そのことについて、町としてはどのように考えているの

でしょうか。これで、１度目の質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   堀江議員の質問に、お答えをさせていただきたいと思います。 

   まず１点目の、有田市立病院の産科分娩の休止についての御質問でありますけれど

も、令和２年４月より、有田市立病院での出産・分娩は休止すると聞いております。

詳しくは、後ほど担当部長より説明をいたします。 

   ２点目の、有田郡市で出産できる医院が、有田川町の１医院になるとのことであり

ますけれども、町といたしましては、有田圏域の自治体・保健医療機関と協力して、

県並びに関係機関に働きかけ、安心して子どもを産める産科体制の充実を努めていき

たいと考えております。 

   今現在、島先生とこだけということで、今うれしいことに、楠林先生が応援に来て

くれてますし、島先生もまだまだできるとこまでやるよと言うてくれております。こ

こも結構余裕があるというか、島先生のとこは余裕あるようですし、今、有田川町で

百八十何名生まれて、その半分は島先生のとこ。今まで市立病院・市立病院と言うて

るけど、市立病院へ行ったのが１０名だけ。あとは全部和歌山市内へ通ってるような

状態であります。それで、この有田圏域で１軒である島先生とこの病院を、今後いか

にして、もう先生そんなに若くないんで、このあとしっかりと誰か継いでくれる人を

探すか養成していくんが一番ええん違うかなと。島先生とこ、娘さんがどっかで産科

をやってると聞いてます。それで、戻ってくれる気やったら一番うれしいんですけど、

その方向も含めて、しっかりと努力をしていきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 
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   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   有田市立病院の出産休止について、有田市立病院に確認しましたところ、有田市立

病院の産科常勤医師については、平成２９年４月より黒瀬医師が着任され、産科の出

産分娩を再開しました。黒瀬医師は、平成３０年度末で定年であったが、再任用の１

年更新で診察に当たってくれていましたが、年齢もあり、２４時間・３６５日体制で

の勤めがしんどくなってきたことで、令和２年３月末で退職したいとの申し出があり、

病院の協議の結果、それを受理することになりました。 

   よって、年明けからの出産分娩の予約はとらないこと。年明けからは、セミオープ

ンシステム、３２週までの対応となります。４月以降は、和医大病院からの派遣医師

にて、産婦人科及び妊婦健診等の外来は従来どおり行っていくと聞いております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   それでは、再質問をさせていただきます。 

   まず最初に、先ほど町長答弁された中で、令和２年の４月から休止と言われました

けれども、もう１月から休止になるということであります。部長もそのように、今、

答弁をしてくれたので、それで確認させてもらっていいですよね。 

   このことについて問い合わせたところと今言われましたけれども、９月の議会で、

有田市議会で９月に選挙がありまして、うちの日本共産党の議員が四苦八苦をして、

うちの議員が誕生したわけなんですけれども、その９月の一般質問で、その状況がも

う既にわかってたことなんです。地域の中核病院であるということで、有田川町にも

回覧板というか、そんな中でも有田市立病院の回覧、これまでも回ってきてたりして

たんですけれども、有田市立病院の産科がなくなるということは、島さんよりは少な

いとは言われましたけれども、責任があるわけなんでね、本当はやめると決めたこと

を、有田市立病院のほうから連絡なかったらおかしいと思うんですけれども、それは

なかったんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   市立病院からのその報告はございませんでした。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   わかりました。 
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   それでは、まずちょっとお聞きしたいんですけれども、有田川町の３０年度の出産

状況、ある程度で結構です。島さん、市立病院、医大、日赤病院の人数をちょっと教

えてもらってよろしいですか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   平成３０年度の町内出生数１８６人の、出生医療機関別に調べたところ、町内の島

クリニックで８２人、有田市立病院で１０人、和歌山医療圏域の和歌山医大附属病院

で２６人、日赤和歌山医療センターで２６人、和歌山市内の個人のクリニックで９名、

海南医療圏域で５人、日高医療圏域で７人、田辺医療圏域で６人、その他県内で９人、

あと県外が６人となっております。有田市立病院の利用率は、全体の約５％となって

おります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   今、御答弁いただきましたけれども、先ほど町長も言われましたけれども、市立病

院は少ない、島さんがすごい多いんやということですけれども、やっぱり一たん休止

すると、そこの病院というのは、ちょっと人数ふえていかないんじゃないかなという

ふうに思います。 

   そんな中で、もう休止となったわけですけれども、そしたら有田郡市のほかの市町

の出産、この全部じゃなくていいですけれども、島、市立病院、医大、日赤というよ

うなところの出産状況というのは御存じでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   他の市町の出産院別は、わからないんですけども、出生数は３０年度は有田市が１

５１人、湯浅町が５２人、広川町が３５人、有田川町が１８６人で、管内で４２４名

となっております。島先生の院内にすると、大体２００人ぐらいとなってます。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   ありがとうございます。 

   その主要な島さんと市立病院でいうところで、細かい数字でいいますと、有田市は

やはり島さん４１名、それから市立病院では２９名、そして湯浅町は島さん３０名、

市立病院は３０年はなくて今年度３名、まだ生まれてない子も含めて３名のことだそ
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うです。そして広川町は、市立病院はゼロ、島さんは２６名というふうになっており

ます。 

   それでですね、やはり有田市では２９名の赤ちゃんが生まれてるわけですし、これ

までこの２年半で１２０名ほどの赤ちゃんが取り上げられたということですので、や

はりこの有田郡市内のお産をできるとこでいうと、なくてはならない病院なのではな

いかというふうに思います。遠い昔ですけれども、私自身も３人のうちの２人は有田

市立病院で子どもを産みました。 

   ということで、この有田郡市の中核病院として、広域で有田市立病院を支えていか

なくてはならないというふうな時期に来てると思うんです。以前町長も、産科の先生

を呼ぶためには、うちもお金を出すというふうに言ってくれておりましたので、産科

ということだけにかかわらず、有田市立病院は内科の先生がなくなったときとかには、

やはり救急をとってくれることも少なくなってて、それが数年前から救急も結構とっ

てくれるようになったというふうに、消防長のお話もお聞きしました。なので、この

有田市立病院支えていくということについて、町長はどんなふうにお考えでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   やっぱり、これも市立病院ですんで、うちからやめとけとか続けよとか、そんなこ

と言えないと思いますけれども、ただやっぱりなくてはならない、地域にとっては拠

点病院ということで、それはあったに越したことはないんで、これからもしっかりと

応援はすべきだと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   やめとけとか、何も言わなくて結構ですので。でも、やっぱりうちとこには本当に

なくてはならない病院、救急ももちろんそうですし、産科で言いましても、島さんだ

けでもう全て賄うということはできないと思うんですよ。有田市がなくなったら、有

田市立病院で生んでた人がこっちへくるという可能性もあって、余裕もあると言いま

したけれども、お医者さんは、こんなこと言うとあれかもしれんけど、お医者さんは

忙しければ忙しいほど、昔から医者の不用心とかいって、体が元気じゃなくなるとい

うこともやはりあり得ますので、そういうことからしても、この市立病院一緒になっ

て支えていくという方向にもっていかなければならないと思うんですね。 

   そのためにも、市町や担当課の話し合いは、越権行為かもしれませんけれども、そ

こんところは、やはり一般の公立病院というのがうちの町にないということは、隣町

のことであったとしても、かかわっていかなあかんの違うかなと思うんですよ。向こ

うから助けてくれとかね、多分言えないと思うんです。 
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   なので、年長である中山町長から声をかけて、この定期的な湯浅、広川、有田市、

有田川町、また担当課なども、ほかの件でも医療のことで話し合いをすることがある

と思いますので、そういう場を持つことが大切なんじゃないかなというふうに思いま

すが、町長どうお考えですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   これは話をさせてもらいますけど、多分、今の市立病院の赤字を全部１市３町で持

てというたら、なかなか。 

   聞いてることは、市立病院つぶさんように応援せえということやろ。そしたら、そ

の赤字みんなで持つちゅうことにならいしょ。それは今の莫大な赤字というか、あん

なんそれはみんなで１市３町でもとかというたって、それはもう絶対無理な話だと思

います。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   もうこれは、何度聞いても町長の考えがそういうことなんかなと思いますけれども、

本当は和歌山県というのは過疎になってきてて、人口も減ってきてて、有田はもちろ

ん人口減ってますから、その病院を維持していくというのは、本当に大変なことやと

思いますが、これは本当は国がもっとちゃんとせなあかんと思うんですよ。過疎なん

やから、減らしたらええというんと違って、遠いとこまで病院に行かなければならな

い点は、もう本当にうちの町であれば、清水からこの吉備まで出てくるだけでも時間

かかるのに、ましてそこからまた和歌山へ行かなあかんということは、本当に大変な

ことやと思うんですよ。 

   私、昔夫の父親がもう亡くなるその日に、清水から救急で運ばれたんですけれども、

かかっていた日赤まではやはり遠くて、そのときここにおられる消防長がその救急車

に乗ってくれてたんですけれども、市立病院へ運んでもらって、結果どうしようもな

かったんですけれども、やはりそういう面で言うと、市立病院というのはこの有田の

郡市になくてはならない病院だというふうに思っています。 

   赤字もたなあかんから、そんなん無理やと言うんと違って、やはりそれは国にいろ

んな意見上げていくとか、県に上げていくとか、それはそういうことで、やはり今か

らのことを考えなければ、あの本当に病院なくなってしまったら、大変なことになる

思うんですよ、この有田は。 

   ですから、先ほども言いましたように、一緒になって話をしていく場というのをぜ

ひ持っていただきたいと思いますが、そのことについてはどうでしょうか、最後に。 

○議長（殿井 堯） 



 

－１４６－ 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   話し合いの場を持つことについては、もう全然やぶさかではないんですけど、国の

ほうでは今もうそのはやらん病院、まあ言うたら統合せえというような方向で今国が

進んで、ベッド数も減らしてくるし、国の方向としてはそういう方向で進んでいくと

思います。 

   それで、これから話し合いの場、１市３町で寄ることは何ぼでもあるんで、それは

一遍市長にも、「もっとええ方法ないんか」というような話し合いの場は持たせても

らいます。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   国がそういうことやからというのは、それは地方自治体でいうと、本当はその町民

守らなあかんという立場なんですから、間違ってもその答弁は私はしてほしくないん

ですよ。できなくても、前向きな答弁をすることが私は大事なんで、答弁というか前

向きな行動をとることが大事なんじゃないかというふうに思います。 

   産科のことに限らず、今ちょっと総合病院の中の話にもなってしまいましたけれど

も、やはり３２週までのこの健診というのは８カ月までです。９カ月１０カ月になる

と、その月１回の健診が、多分今でも２回４回となっていくわけですから、和歌山へ

通うというものは本当に大変なことなんです。そのことはわかっていただいて、それ

が出産というのも簡単なことではなくて、命の危険を伴う、何もない人が多いからえ

えというんと違って、いつ何時赤ちゃんを産むことによって危険が増すということも

ありますので、そこのところをわかっていただいて、前向きな答弁をしていただきた

いなというふうに思いますけど。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   国がそういう方向やから、僕にそれについてやるよという考え全然持ってません、

そこを勘違いせんといて。それで、この市立病院というのがなくなっても、このセミ

オープンシステムというのがあって、これ３０までできますから、３２週まで市立病

院で対応してくれるそうです。分娩は、和歌山か、まだ今のところほかへ行かんなん

けど、対応してくれるように。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   もう最後に、町長の答弁は要りませんけれども、今もそのセミオープンシステムと
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いうのは３２週で、あと２カ月の点は、月２回と月４回と、出産までに行かなければ

ならないという、出産の健診なんです。 

   先ほども言わせてもらったように、もうそれは本当に和歌山へ通うというのは、誰

かに乗せていってもらわないと大変なことです。しかも出産のときは、破水したりと

かそういうことで、ぎりぎりまで陣痛が起こってでないと、多分病院が受け入れてく

れないということに、前のときもお聞きしておりますので、やはりそうなるとまた救

急とかも使わなければならないというようなことも起こってきますので。 

   それからですね、２年ほど前に私どもがアンケート調査をしたんですね。その出産

についての、保育所とか回って。寒い中アンケート調査をしたんですけれども、やは

り地元で生めるものなら地元で生みたい、実家の親も来てくれたり、あと一人目の子

どもじゃなくって、何人目かの子どもだったらやっぱり近くで生みたい。そんなふう

な御意見も多かったので、ぜひその願いがかなうように、今後も有田市に働きかけて、

この２年半前に喜んだ、もう一度そういうことが戻ってきてほしいなと思いますので、

よろしくお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、堀江眞智子君の一般質問を終わります。 

   日程第１の一般質問がすべて終了しました。 

   本日の会議は、これで散会いたします。 

   また、次回の本会議は、１２月１７日、火曜日、午前９時３０分から再開させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

   なおこのあと、４階、第１会議室で全員協議会を開催しますので、よろしくお願い

いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 １６時５４分 


